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 午前 ９時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  一つ、命を守る本市の取り組みについて外１点、

５番山田富佐子議員。 

  〔５番山田富佐子議員登壇〕（拍手） 

○５番（山田富佐子議員） おはようございます。

公明クラブ山田富佐子です。本日は、朝早くよ

り市民の皆様に傍聴に来ていただき、本当にあ

りがとうございます。 

  暑かった夏も過ぎ、ここ１週間は涼しいという

よりも肌寒く感じられ、季節の変わりを感じま

す。 

  さて、ことし８月、我が家に大きなヒマワリが

咲きました。このヒマワリは、東日本大震災の

あった３年６カ月前の夏、「がんばろう！石

巻」の大きな看板の脇に咲いた一輪のヒマワリ

の種です。津波で流されてきたヒマワリの種が、

塩害にも負けず発芽し、誰もが先の見えないつ

らい状況の中で、小さな芽は見事な花を咲かせ

ました。太陽に向かって咲くヒマワリは、「心

身疲れ切っていた多くの人々に勇気と希望を与

え、そして励ましそのものでした」と伺いまし

た。このヒマワリは、「ど根性ひまわり」と名

づけられ、たくさんの種をつけ、次の年は２世、

そして３世と、人伝いに全国へ、そして世界へ

と種が広がっていきました。春、我が家にも３

世の種をいただき、見事な大輪の花をつけたの

でした。 

  本年11月、公明党は結党50周年を迎えます。

「大衆とともに」の立党精神と、福祉の党公明

党の議員として、「一人の声を大切に」そして

「声なき声に、耳を傾け続ける自分でありた

い」との思いを込め、最後まで元気いっぱい質

問をしてまいります。当局におかれましては、

誠意ある答弁をお願い申し上げます。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  １、命を守る本市の取り組みについてお伺いを

いたします。 

  あす９月９日は救急の日です。９月１日号の

「広報よねざわ」には、救急の特集記事が出て

おりました。その中に、「大切な命を救えるの

はあなたです。病気にならないよう予防するこ

とが大切です。しかし、万一そうなった場合や、

突然の事故では、その場に居合わせた人の119番

通報、救急隊が到着するまでの間、適切な応急

処置ができるかどうかが『命を救うカギ』にな

ります」と書かれてありました。 

  公明党が普及推進してきた自動体外式除細動器

ＡＥＤですが、この使用が一般に認められるよ

うになり、本年７月で10年が過ぎました。 

  ＡＥＤは、心室細動の状態、つまり心臓の心室

がけいれんを起こし、体に血液を送り出せなく

なった状態を、電気ショックにより心臓の動き

を正常に戻す器械です。従来は、医療従事者の

み使用が認められていましたが、救急救命士に

も使用が拡大、2004年には一般市民にも解禁さ

れました。突然倒れた人や反応のない人を見た

ら、直ちに心停止を疑い、近くにいる人が大声

で応援を呼び、119番通報とＡＥＤの手配を行う。

心肺蘇生やＡＥＤを使い、救命処置の手当てを

行うことが救命率を高めます。消防庁は、一般

市民が心肺停止状態の人を発見し、その場でＡ

ＥＤを使用した場合の１カ月の生存率は、未使

用の場合の4.4倍高いと報告しております。 

  厚生労働省の報告では、ＡＥＤの普及台数は現
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在45万台を超えており、日本の普及率は、世界

の中でも大変目覚ましい速さで、駅・空港・学

校・公共施設・商業施設などを中心に急速に普

及しております。私の手元の資料では市内のＡ

ＥＤの設置台数は187台ですが、本市のＡＥＤの

普及状況についてお伺いをいたします。 

  次に、（２）ＡＥＤのマップ作成について質問

をいたします。 

  ことし３月、防災分野での議員力アップを目指

し、「地域を守る・命を守る」ための知識や技

能を習得するため、日本防災士機構が認証する

防災士の資格を取得いたしました。今、私がで

きることは何かと考え、最初の取り組みとして、

米沢消防署の協力を得て、松川コミュニティセ

ンターでＡＥＤを使っての心肺蘇生の講習会を

行いました。日曜日の夕方でしたが、53名の市

民が参加され、関心の高いことがわかりました。 

  救急車が現場に到着するまでに、全国平均で約

８分かかります。ところが、市民によるＡＥＤ

の使用率は3.7％と低く、この数字から、使い方

に不安があり、使用をためらっている人が多い

ことがわかります。ＡＥＤの台数がふえても、

使える人がいなければ役に立ちません。 

  講習会参加者の感想として、「心肺蘇生を初め

て行いました。胸骨を５センチ沈み込む強さを

初めて体験しましたが、人形とはいえ、肋骨を

折ってしまうのではないかと思い、かなり緊張

しました」、また「１分間に100回の心マッサー

ジの速さは、やはり実際に体験しなければわか

りませんでした。本当に参加できてよかったで

す」、また「ＡＥＤの使い方がわからなかった

が、初めての人でも使えるよう音声で使用手順

を案内してくれることがわかり、安心しまし

た」、そして「市内のどこに設置されているの

か、我が家から一番近く、夜間でも使える設置

場所を知りたい」との要望がありました。 

  ＡＥＤの有効活用に向けた取り組みとして、Ａ

ＥＤマップ作成を要望いたしますが、お考えを

お伺いいたします。 

  次に、２、子供の健やかな成長の取り組みにつ

いて。 

  （１）「小学校にスクールカウンセラーの配置

を」についてお尋ねをいたします。 

  経済協力開発機構、耳なれない組織ですが、こ

れは欧米諸国、アメリカ、日本を含む約34カ国

の加盟国によって構成されております。2013年、

中学校教員を対象に行った調査によると、日本

の教員の勤務時間は週53.9時間でした。参加国

平均は38.3時間であり、日本が格段に長く勤務

しています。また、日本の教員の１週間の勤務

時間の内訳を見ると、授業以外の事務作業に5.5

時間、部活動などの課外活動の指導に7.7時間、

このほかに、日本ではいじめや不登校、子供の

複雑な家庭環境への対応なども教員が担ってお

ります。４日の高橋壽議員の就学援助費の質問

の中で、教育指導部長から、担任が保護者と面

談を行い、認定作業事務を行っているとの返答

があり、やはり教員の負担は大変大きいと思い

ました。 

  少子化の時代だからこそ、子供一人一人に合っ

た質の高い教育が必要であり、そのためにも教

員が子供と向き合い、教育に専念できる環境を

つくらなければならないと思います。負担を軽

減するためには、教員の定数改善も今後大きな

検討課題であると思います。 

  現在、本市の教職員は適正に配置されておりま

すか。病休や産休・育休、介護休暇に対し速や

かに補充されているかお伺いいたします。 

  次に、スクールカウンセラーの配置についてお

伺いをいたします。 

  スクールカウンセラーとは、教育機関において

心理相談業務に従事する専門職です。不登校や

いじめなど、深刻な悩みを抱える子供たちの問

題について、早期発見や心のケアなどに取り組

みます。また、教員や保護者との仲立ち、また

連携、そして相談やアドバイスを行うなど、重
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要な役割があります。これまでは養護教諭が主

に行っていましたが、2008年より計画的に配置

が進められ、教職員の対応から専門家による相

談、支援体制となりました。 

  文科省は公立小学校の約55％、公立中学校の約

84％に配置しているとの報告がありますが、本

市では中学校に配置していると聞いております。

改めて、本市の配置状況をお伺いいたします。 

  次に、小学校にもスクールカウンセラーの配置

が必要であると考えますが、このことについて

はどのように考えているかお伺いをいたします。 

  （２）「スクールガイダンスプロジェクト事業

の継続を」について質問をいたします。 

  この事業については、相田光照議員が何回か質

問をされておりますが、本日初めて聞く方のた

めにも少し説明をさせていただきます。 

  スクールガイダンスプロジェクト事業は、児

童・生徒の一人一人の実態を的確に把握し、学

校に行けない、教室に入れない不登校の児童・

生徒や、軽度発達障がいを持っている児童・生

徒への登校や勉強など、個々に応じた能力や個

性を伸ばすために支援体制や相談体制を整備し、

不登校や学校不適応の減少・いじめの根絶を図

ることを目的としております。 

  平成14年度から始まりましたが、当時は不登校

が多く、その課題解決のためにこの事業は始ま

りました。支援員の配置については、昨年度ま

で県の緊急雇用創出事業を活用し、１年間の期

限つきの活用でした。今年度より、市独自の新

規事業としてスクールガイダンスプロジェクト

事業Ⅴが始まりましたが、昨年度の事業と違う

点についてお伺いをいたします。 

  私は、米沢の将来を担う子供たちにとって大変

重要な事業であり、長期的にまた幼少のときか

らきめ細やかな支援が大切であると思います。

毎年事業を行うかどうか、予算の確保ができる

かどうかなどという綱渡りのような事業であっ

てはならないと思います。平成27年度も事業継

続を要望しますが、今後どのように事業展開す

る考えなのかをお伺いいたします。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの山田富佐子議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、命を守る本市の取り組みについてお

答えをします。その他につきましては部長より

お答えします。 

  ＡＥＤの普及率につきましては、４年前は児童

関係施設市内43施設中31施設へ設置を完了し、

設置率は72.1％とお答えをしておりましたが、

現在は認可保育所18施設中17施設で94.4％、幼

稚園９施設中７施設で77.8％、児童センター３

カ所全施設で100％、認可外保育所９施設中４施

設で44.4％となっており、合計すると39施設中

31施設で79.5％の普及率となっております。ま

た、本市が管理する小中学校を除く公共施設で、

事務室等があり、常時管理する人がいる施設67

施設のうち64施設に設置しており、普及率は

95.5％となっております。なお、小中学校には

100％設置をしております。 

  また、児童関係施設のうち、公設の施設につき

ましても普及率が100％となっております。その

他の公共施設で未設置の３カ所のうち、２カ所

で設置に向けて検討中です。 

  次に、ＡＥＤマップの作成についてお答えをい

たします。 

  ＡＥＤによって緊急時に救命処置が迅速的確に

なされることが、救命率の向上につながってお

りますので、早急に置賜広域消防本部からデー

タの協力をいただいて作成を図り、市のホーム

ページや広報等でお知らせしていきたいと思い

ます。また、ＡＥＤを日中と夜間では使用でき

る設置場所が異なることから、作成に当たって

はその点も考慮していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 
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○島軒純一議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 私から、山田富佐子議員の御質

問にお答えをいたします。 

  子供の健やかな成長の取り組みについてお答え

をいたします。 

  まず、初めに教職員の適正な充足がなされてい

るかといった点につきましてお答えをいたしま

す。 

  公立学校におきましては、病気療養や出産・育

児などで仕事を休む場合においては、代替の教

職員が配置されておりますので、各学校におい

て定められた人数に満たないということはあり

ません。ただし、代替が入ることによって、多

少校務分掌の交換、調整を行うことはございま

す。 

  次に、スクールカウンセラー等の配置の現状に

ついてお答えをいたします。 

  県の事業として、各校からの希望をもとに県全

体で調整を図り、配置が決定されるものであり、

スクールカウンセラー、教育相談員、子どもふ

れあいサポーターの３つの事業があります。ス

クールカウンセラーは、臨床心理士、精神科医、

専門的な知識や経験のある大学勤務者、または

相談業務の経験が規定に達した者などとされて

おり、各校に週１回のペースで配置をされてお

ります。教育相談員は、教育相談に応じる資質

と見識を有する者が、原則週２回のペースで配

置されます。次に、子どもふれあいサポーター

は、教育や福祉に対する知識と経験を有する者

が、原則週２回小学校に配置される事業です。 

  現在、本市には県の事業として中学校５校にス

クールカウンセラー、３校に教育相談員、小学

校１校に子どもふれあいサポーターが配置され

ております。カウンセラーや相談員は、各校と

相談の上、勤務日を決定しており、各校で生徒

が直接相談をしたり、先生方がかかわり方のア

ドバイスを受けたりしております。小学校には

１校に子どもふれあいサポーターが配置されて

いるだけですが、相談したい案件が発生した場

合には、中学校と相談し、中学校に行ってカウ

ンセラーの相談を受けることは可能となってお

ります。しかしながら、やはり自分の学校では

ないところへ相談には行きにくいという声があ

るのも事実であります。 

  本市の不登校の実態を見てみますと、中学校で

はここ数年60人台が続いていたのですが、平成

25年度は50人と減少したのに対し、小学校では

10人台が続いていたのですが、平成25年度は23

人と増加しております。また、中学校で学校不

適応を起こしている生徒は、小学校のころから

少しずつ困り感が蓄積されているケースも少な

くありません。さらに、家庭環境も含め、困難

な課題を抱えた児童も年々増加していると感じ

ております。これらの実態から、小学校へ専門

の知識のあるカウンセラーの配置は、今後ます

ます必要感が高まるものと考えます。 

  議員のお話がありました中学校配置のスクール

カウンセラーを小学校に配置する件につきまし

ては、現在の要綱では出張は配置された中学校

からの学区内に限られており、小学校へ行くた

めの手段や、年間の勤務時間を中学校から分け

るなど課題も多く、今後十分に検討し、必要に

応じて県と相談または要望をしていきたいと考

えております。 

  次に、スクールガイダンスプロジェクトについ

てお話をいたします。 

  本市で平成14年度から立ち上げているスクール

ガイダンスプロジェクトも、今年度は13年目と

なります。当初は、不登校問題への対応を重点

として取り組みを行ってきましたが、７年目の

プロジェクトⅢからは、適応指導の視点を広げ、

不登校問題とあわせて、発達障がいを持ち、教

育上特別な支援を必要とする児童・生徒への対

応を一体と捉えた取り組みを行ってきました。

県からの支援員等の配置とあわせて、本市独自
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でもスクールガイダンスプロジェクト事業の中

で教育相談員や適応指導補助員を配置し、児

童・生徒への対応を進めてきました。このほか、

緊急雇用枠を活用し、スタート支援員、学習チ

ューター、特別支援サポーターなどを配置し、

さまざまな課題や困難さを持つ子供たちへの支

援を行ってきました。 

  しかしながら、緊急雇用枠は、事業自体の存続

が不安定で連続した配置が難しく、継続した指

導、支援、かかわりなどに課題もあるため、今

年度からのスクールガイダンスプロジェクトⅤ

では、適応指導補助員を昨年度の４名から18名

に増員し、小中学校の実情に合わせて、小学校

17校、中学校６校に市独自での配置をしており

ます。この体制は、来年度以降もぜひ継続した

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） ありがとうございます。 

  先ほど、市長のほうからＡＥＤの設置率につい

ての御返答をいただきましたが、データを見る

と４年前よりも大変徐々に上向きというか計画

的に設置がなっているなと、本当に安心したと

いうか、今後も100％に向かって努力をしていた

だきたいなと思うところです。 

  ただ、次の質問なんですけれども、よく脳震盪

という言葉は皆さん耳にすると思うんですが、

心臓震盪という症状は御存じでしょうか。この

心臓震盪というのは、子供が突然倒れる、心停

止する、この原因として多いのが心臓震盪です。

子供の体は、成長の発達の途中段階なわけです。

大人より体のつくりがまだやわらかいというか

丈夫ではないわけなんです。そのようなときに、

健康な子供でも胸部に軽い衝撃が加わっただけ

でも、例えば大人では問題のないような痛みで

も、子供にとっては前胸部に受けた衝撃という

のは心臓に伝わりやすくて、心停止するという

危険な症状に至る場合があるわけなんです。こ

れを心臓震盪というんですが、この心臓震盪が

発症するタイミングは、アメリカでは競技スポ

ーツが62％、そのほかには日常生活でのスポー

ツやレクリエーションなどで発症しているとい

うことで、例えば野球のボールが胸部に当たっ

たと、何か以前ニュースで聞いたこともあると

思います、ピッチャー返しとかという感じでね。

そういうボールが当たったり、あとは選手同士

の衝突、あと身近なことでは子供同士が遊びに

夢中になっていて、ふざけてその子供の相手に

肘とか膝が胸に当たって起こるということもあ

るわけなんです。先ほどのデータでは、保育所

とか幼稚園などの児童関係施設では79％の設置

率ということでした。しかし、米沢市内には学

童保育所が25カ所、約1,060名の子供が利用して

いるわけなんです。学童保育所で過ごす時間は

すごく長くて、子供たちにとってはやはり生活

の場でもあります。そして、またほとんどの学

童保育所は大きなホールはないし、長期間休み

とか雨天時とか冬期間は遊ぶ場所が狭くて、子

供たちの安全も考えると、やはりＡＥＤの設置

は必須なのではないかなと考えるところです。

この心臓震盪という状態を一番早く回復させる

唯一の対処方法はＡＥＤなわけなんですが、現

在その学童保育所の設置状況などはどのように

なっているかお伺いをしたいと思います。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 放課後児童クラブ（学童

クラブ）につきましては、市内の16学区に、今

議員25カ所とお述べになったんですけれども、

31カ所ございます。ＡＥＤの設置につきまして

は、施設で併用もされているといったところも

含めまして、全部で現在11施設で整備されてお

りまして、普及率に直しますと35.5％というと

ころでございます。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） 35.5％、この数字いか

がなものでしょうか。やはりＡＥＤは高価なも
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のであって、経費もかかります。民間の学童保

育所の財政的な負担を考えると、やっぱり簡単

には設置というのはなかなか難しいのかなとも

考えますが、しかし市からの支援とか補助制度

がないとか、ちょっと検討していただいて、計

画的に学童保育所にもＡＥＤの設置を要望いた

したいと思います。これは、何年か前にも他の

議員からも、学童保育所にＡＥＤの設置という

のは要望があったわけですけれども、その要望

を受けて、今現在11施設まで増設というか設置

がなったということですが、今後どのように学

童保育所のＡＥＤ設置については考えているの

かお伺いしたいと思います。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 平成21年当時、先ほども

答弁しましたように、このときは市の単年度事

業としまして、地域活性化経済対策臨時交付金、

これを活用しまして、それぞれの施設の希望を

募って、設置補助として市内の児童福祉施設へ

ＡＥＤの設置促進を実施したものでございまし

た。 

  今後の放課後児童クラブへのＡＥＤの設置でご

ざいますけれども、議員お述べのとおり経済的

な負担もあるということで、それにつきまして

は、一つの方法としては県内で活用されており

ます紅花基金などの活用、それから市の補助と

する場合でございますけれども、過年度、平成

21年当時のような有利な財源などの私どものほ

うからの確認、あわせまして現在のこの機器の

導入方法としましては、機器そのものを購入す

るという方法と、リースといった方法もあるよ

うでございます。したがいまして、それらを総

合的に検討しながら考えていきたいというふう

に思っております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） すごく心強い返答をい

ただいたような気がします。紅花基金とか、ま

た有利な財源の確認ということで、やはり当局

の知恵を出し切って、しっかり学童保育所にも

ＡＥＤの設置を今後要望していきたいと思いま

す。 

  次に、ＡＥＤのマップ作成に関して質問いたし

ます。 

  先ほどの返答では、マップ作成を今後行ってい

くということですが、一日も早く早期に作成を

行っていただきたいと思います。実は、ことし

の７月７日、総務省消防庁では、各市町村及び

消防本部に対して通知を出しています。その通

知は、一般市民がＡＥＤの設置場所を容易に知

り得る環境を整備することや、ＡＥＤの使用方

法に関する講習の受講者を増加させる取り組み

を継続的に行うことが重要であるとの通知でし

た。 

  本市においても、ホームページや携帯電話でア

クセスするとか、設置場所の検索ができる方法、

また民間でＡＥＤを設置した場合には消防本部

に登録していただいて、例えば救命時にＡＥＤ

が必要な方に最も近くのＡＥＤの設置場所を通

信指令システムで伝えることができるような体

制づくりなども、今後必要なのではないかなと

考えるところです。やはり、若い人のようにイ

ンターネットとか携帯を使える方だけではない

と思います。先ほど広報にもという話も出てお

りましたが、やはり広報などで広く市民に周知

することは大切なことであると思いますので、

一日も早くこのマップ作成をしていただけると

いうことですので、早期作成の検討をお願いし

たいと思います。 

  次に、公共施設のＡＥＤについて、夜間は鍵が

かかって使用できないことがほとんどです。夜

間使用できるＡＥＤ台数をふやすために、実は

茨城県の龍ケ崎市というところの取り組みなん

ですけれども、茨城県龍ケ崎市では、市内のコ

ンビニエンスストア31店舗にＡＥＤの整備を進

めました。現在、公共施設にＡＥＤが設置され

ているが、深夜など24時間いつでも利用できる
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状態ではありません。24時間誰でも場所がわか

り、身近なコンビニに設置すべきと考え、設置

を考えたという報告がありましたけれども、や

はり私も救命のためには、今後夜間でも使える

ようなＡＥＤの設置場所の台数をふやしていく

というのは大切なことであると思いますが、こ

のことについては今後どのようにお考えかお伺

いしたいと思います。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 議員からも、市内のＡＥＤの

登録台数187カ所とありました。大体190弱の設

置場所があるわけですが、いずれも義務がない

ことから、消防本部でも正確には実は把握して

ございません。ですが、今おっしゃるように、

夜間での使用というのは有効であると思ってお

ります。夜間に限らず、学校施設におきまして

も、体育館で運動しているわけですが、実は設

置場所は事務室にあったりします。そういった

場所と実際に使うところがずれているところも

ございます。時間と場所とのずれというんです

かね。そういったことを、やっぱり一つ一つ埋

めていく必要があるのかなと思っております。 

  ただ、民間が設置したもの全てについて把握し

ているわけではございませんので、現在のとこ

ろはコンビニ等の台数についてはわかっており

ませんが、そういったことを、協力をしていた

だきながら全体をまず把握していく必要がある

のかなと思っております。その辺のところにつ

いては、消防署と連携をとっていきたいと思っ

ております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） やはり、コンビニとい

うのはすごくいい場所なのではないかなと思う

ところです。やはり、市としても、先ほども答

弁がありましたが、ＡＥＤ設置に対しての財源

確保というのを知恵を絞っていただいて、何と

か市内のコンビニにも設置できるような方法は

ないかと考えていただきたいと思います。 

  今の部長の話の中に、時間と場所とのずれとい

う話がありましたが、私、夏にある小学校に行

ったときに、ＡＥＤの設置場所について伺った

とき、ちょうどたまたま夏休みだったので、プ

ールで水泳をやっているときでした。そうした

ら、その監視員の先生方は、プールサイドにＡ

ＥＤを持っていって、そして監視をしていると

いう話を聞いて、ああすごいなと、やっぱりＡ

ＥＤというのはすぐに使えるような、ましてや

水泳をやっているなんていうときは、やはりそ

ういう危険が増すわけですので、そうやって先

見を持ってやっぱり予測しながらそういう対応

をしているということに、すごくすばらしいな

と校長先生とお話をしてきましたが、やはりそ

れが市内の全部の学校でもそのようになってい

ってほしいなと思ったところです。 

  やはり、今その場所ですが、あるコミセンに伺

ったときには、ＡＥＤの場所は金庫の奥のほう

にあったと。それを、やっぱりそれでは使い勝

手が悪い、やっぱり玄関のところに持ってきま

したという話も伺いました。やはり、ＡＥＤの

設置の指導とかというのは、実際にはどこでさ

れているのかを、ちょっとわかれば教えていた

だきたいと思います。指導とあとは管理状況で

すね。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 済みません、その前に、学校

について私事務室と申し上げましたが、申しわ

けありません、保健室あるいは職員室が多いよ

うでございます。事務室についてはコミュニテ

ィセンターということでございます。 

  指導についてでございますが、先ほど議員も壇

上から御紹介ありました９月９日救急の日とい

うことで、消防本部でこの内容を作成してござ

います。消防本部のほうでは、ＡＥＤの講習会、

救急講習会と銘打ちまして、使い方なんかを説

明してございます。そういった意味では、消防

本部を窓口にしながらその指導を考えていると
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ころでございます。ただ、そのＡＥＤの医学的

な有効性、そういったものについては本市の健

康課という形を考えてございます。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） 例えば、そのバッテリ

ー交換とかパッド交換などの、そういうコミセ

ンでの管理、交換などについては、多分コミセ

ンの職員が定期的に点検をやっているとは思い

ますが、その費用と管理の一括しているところ

はどこなんですか。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 それぞれの施設管理者という

ことになるかと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） ああ、そうですか、施

設の管理者。あるコミセンに伺ったときに、あ

る程度パッドの期間とかバッテリーの期間もそ

ろそろ交換しなくてはならないんだけれども、

１台１台すると市も負担が大変なので、一括し

て購入して交換するのでもうちょっと待ってほ

しいなどというふうに、あるコミセンは言われ

たなんていうことも伺っておりますが、やはり

その辺はもう少し徹底していただいて、各コミ

センに任せているとは建前はそうなっているの

かもしれませんが、やっぱり具体的にもう少し

きちんと踏み込んで、きちんと管理がされてい

るかどうかというのも、やはり公共施設に設置

しているＡＥＤですので、市の当局のほうもチ

ェックしていただきたいなと思うところです。 

  ただ、私今回部長のお話を伺っていて、すごく

うれしかったというか安心したのは、やはり米

沢の消防というのは、平成24年度に広域化にな

ったわけです。今までも私も何回か、この救急

だったり消防のことだったり御質問したいなと

思ったこともありましたが、なかなかスムーズ

に質問ができない部分もありましたが、きょう

は本当に消防本部にも問い合わせをしていただ

きながら返答いただいたということは、大変前

向きに返答いただいてうれしく思います。あり

がとうございます。 

  次に、スクールカウンセラーの小学校の配置に

ついて再度質問をいたします。 

  先ほどの返答の中では、小学校の児童や保護者

が中学校に出向いてスクールカウンセラーの面

談をするということでしたが、やはり実際には

どうでしょうか、相談しやすい環境と言えるで

しょうか、もう一度考えていただきたいと思い

ます。やはり、相談するまでには、児童も保護

者にとっても不安とか精神的にもぎりぎりの状

態のはずです。できれば、ほかの人にわからな

いようにと思うものではないでしょうか。にも

かかわらず、中学校に行かなければならないと

いうのはどうなんでしょうか。やはり相談しに

くい体制だと思います。子供たちの心の問題の

多様化、複雑化というのを考えると、やはり全

ての子供にもカウンセラーに相談できる機会を

設けるというのも大変必要なことだと思います

が、どのようにお考えなのか再度お伺いをした

いと思います。 

  あと、先ほど教育長の話にもありましたが、小

学校の不登校の数が増加しているということの

データ報告がありました。私の調べたところに

よりますと、富山県の教育委員会の報告書では、

不登校の学年別、学校復帰率の調査では、小学

校のほうが学級への復帰率が高いと。やはり小

学校のときから、小さい段階で早期発見、早期

対応が有効である、いわゆる中１ギャップの軽

減につながるといふうに報告が出ておりました。

やはり、先ほどの教育長の報告でもありました

ように、スクールカウンセラーの小学校への配

置というのは本当に急がれるものだと思います

が、ましてその有効性も裏づけられていると思

いますが、そのことについてもう一度お伺いし

たいと思います。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 



- 157 - 

○土屋 宏教育指導部長 ただいま議員お述べのよ

うに、小学校でもやはりいろいろな課題を持つ

子供さんがふえてきました。子供さんだけでは

なく、保護者さんもやっぱり悩んでおられると

いうことで、実際に小学校のほうでも校長先生

なり教頭先生も対応して、やはりこれは専門の

カウンセラーに対応してもらったほうがいいと

いうふうなことで、中学校のカウンセラーを紹

介してというふうなことで今年度も取り組んで

いる事例がございます。 

  ただ、中学校に行ってとなると、やはりハード

ルが高いというのはそのとおりだというふうに

思います。小学校にそういったカウンセラーの

先生が定期的に来られれば、なお安心して相談

できる環境ではないかなというふうに思うとこ

ろであります。やはり、小学校の段階でそうい

った専門のカウンセラーに相談をしながら、い

ろいろな課題を解決していくことができれば、

学校に安心して登校できるようになって、不登

校なり不適応も減っていくものというふうに考

えております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） 先ほどの返答の中にも、

スクールカウンセラーの配置については、県と

の調整ということも伺いました。やはり、先ほ

どもありましたように、米沢市においても小学

生の不登校の子供さんがふえている、しかしな

がら、小学校の早い段階でそういうカウンセリ

ングとかその相談体制をすることによって、学

校への復帰率も高いという、そういうデータも

出ておりますことから、やはり私は県へしっか

り米沢市の教育委員会としてもこの現状を話し

ていただいて、強く要望していただいて、小学

校へのスクールカウンセラーというのを配置を

お願いしたいと思うのですが、この小学校の子

供さんの不登校がふえているというのは、米沢

市だけと言ったらおかしいのですが、他の市の

状況でも、山形県内のほかの状況でもやはりそ

ういう傾向にあるものでしょうか、ちょっとお

伺いしたいと思います。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 今年度の状況はまだわか

りませんけれども、この間朝日新聞の報道によ

れば、全国的に小学校、中学校ともに不登校を

示す子供がふえているという現状がございます。

やはり、学習指導要領が改訂になりまして、学

習内容、学習時間がふえてきております。また、

そのいろいろな家庭的に課題を持つ子供さん、

それから発達障がい等のいろいろな課題を持つ

子供さんがふえてきている、そういった状況の

中で、不登校を示す子供さんがふえてきている

のかなというふうに捉えているところです。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） ありがとうございます。

やはり繰り返しになりますが、早期対応が早期

学級への復帰率が高いというデータもあること

から、スクールカウンセラーまたは学校の先生

方にも努力していただいて、やはり少しでも早

い段階で学校へ行けるような相談体制の充実と

いうのをお願いしたいと思います。 

  先週金曜日ですけれども、東京大田区では、小

学６年生の女児２名がマンションの敷地内で倒

れているというのが見つかりました。まだはっ

きりしたその原因とかはわかっていないようで

すが、大変痛ましいニュースだと思いました。

やはり、子供たちを取り巻く環境というのは本

当に複雑になっております。私たち大人が考え

られないような、いじめも陰湿だったり、また

隠蔽があったりということも伺っておりますの

で、やはりこれからも米沢の子供たちが大樹と

育つためにも、強くこの小学校へのスクールカ

ウンセラーの配置を要望していただきたいと思

います。 

  あと、もう一つ、スクールガイダンスプロジェ

クト事業のことについてですが、先ほど教育長

からは、来年度も継続していくというお話を伺
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って一安心したところです。やはり、先ほどの

データにもありますが、小学校、中学校、なか

なか子供さん難しくなってきておりますので、

このスクールガイダンスプロジェクト事業の果

たす役割というのは大きくなってきていると思

いますので、今後もしっかり予算をとって、子

供たちのために継続した事業を展開できるよう

切に要望するところであります。 

  以上で質問を終わります。 

○島軒純一議長 以上で５番山田富佐子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前 ９時４４分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前 ９時５５分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、本市中心部以南の整備構想について外１

点、13番工藤正雄議員。 

  〔１３番工藤正雄議員登壇〕（拍手） 

○１３番（工藤正雄議員） おはようございます。

一新会の工藤正雄です。 

  今回も、傍聴に来ていただきまして大変ありが

とうございます。予定よりこの私の質問が早目

になりました。その分頑張ってやっていきたい

なと思っております。 

  この一般質問の壇上に立つ前に、当局との聞き

取り調査があるわけですが、その聞き取り調査

のときに、委員会室半分を使って多くの当局の

方に囲まれて聞き取り調査をやりました。今ま

でこの一般質問をやってきたわけですが、その

ような聞き取り調査を経験したことがありませ

ん。そのぐらいこの今回の私の一般質問がいろ

いろとインフラ整備、また観光、あと福祉に関

しても、それから建設業などにかかわる、今喫

緊の問題が含まれているのではないかなと思っ

ています。そうでありますので、当局からの答

弁は前向きな答弁をいただきたいと思います。 

  人口減少・少子高齢化傾向・景気回復など、社

会・経済面においてさまざま日本の抱えている

課題があります。本市の場合も同様です。その

中の一端を注視し、何かよい方策があるかを考

え、少しでも本市の発展につながるように、ま

た少しでも劣悪な環境が改善し、持続可能な産

業となるように願って質問いたします。 

  この低成長期の今、米沢市を南北に分けて見た

場合、特に以南の発展はどうなっているか。そ

れと、建設業の労働者不足及び不安定な労働環

境等、公共工事にかかわることについて当局の

考えをお聞きしたいのでよろしくお願いします。 

  最初に、大項目の１、本市中心部以南の整備構

想について。 

  （１）インフラ整備による各地区のさらなる発

展を期待できないかです。 

  本市は、万世町片子の国道13号線から舘山・田

沢に向かう東西方向に国道121号線が走っていま

す。この国道121号線を境に以北と以南に分け、

現在の発展状況を比較してみますと、以北には

商業地域、近隣商業地域の全域が含まれます。

市役所前南側の道路、六部舘山線の沿線は、舘

山地区方面に衣料・家電の量販店、シネマ、フ

ァミレス、大型のスーパー、ホームセンター店

が林立し、道路は年中渋滞状態で、一帯のにぎ

わいを感じます。反対の六部地区方面は延長上

に六部長手線があり、平成24年に長手バイパス

が開通しました。平成29年までに東北中央自動

車道が供用開始される計画で、交差する付近に

は米沢中央インターチェンジと「道の駅」が建

設されます。これから周辺一帯の人のにぎわい

と地域の発展が期待できます。 

  本市中心部は、南北方向に都市計画道路石垣町

塩井線・南米沢駅外の内線・窪田諸仏線が縦断

しています。その沿線を、先ほど申し上げた国
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道121号線を境に比較してみますと、以北側にサ

ービス業系の建物が建ち並び、見ても町なかの

にぎわいを醸し出しています。これは、米沢市

が都市計画をもとに道路整備・用途地域整備を

実施されてきた成果と思います。 

  行政は、インフラ整備により広域の地域と地域

をつなぐ必要性の高い道路をつくり、民間企業

は地域の事業開発をすることにより、その沿線

に人が集まりにぎわいができて、地域の広い発

展につながります。また、地域のポテンシャリ

ティーを引き出すには、インフラ整備が重要に

かかわります。行政側は、必要なインフラ整備

事業を行えば、民間企業の活性、隣接する周辺

地帯一帯の発展への起爆剤になるのではないで

しょうか。 

  相対して、国道121号線から以南の地区ですが、

第１種住居専用地域・第２種住居専用地域・住

居地域と主に居住用の用途地域に指定されてお

り、南進するほど地域のにぎわいが薄らいでい

く感じがします。以南のインフラ整備で唯一期

待が持てるのは、都市計画道路万世橋成島線道

路改築促進事業です。米沢市まちづくり総合計

画第５期実施計画に登載され、毎年県に出され

る米沢市重要事業要望書にも掲載されています。

この交通基盤の整備事業は、一般県道米沢市環

状線として道路網の交通の円滑だけではありま

せん。隣接する沿線を造成開発することにより、

住居地域として居住用の用地を確保することが

できます。それにより将来を見通し、文教施設、

医療施設、福祉施設の建設が必要になるのでは

ないでしょうか。本市喫緊の検討課題の市立学

校適正規模・適正配置推進事業、また市立病院

建てかえ構想において建設予定用地として積極

的に考慮すべきです。そのために、平成29年度

に完成が見込まれる東北中央自動車道建設事業

と並行して、万世橋成島線の延伸活動を促進す

べきと思いますが、どう考えておられるかお聞

きします。 

  以前にも、以南の発展について、松川小学校正

門前東側道路の南端が行きどまりになっており、

その道路の延伸を提案、質問しました。行きど

まりの道路から下原地区の旧農免道路までの延

長約480メートルの延伸です。直進道路による区

間接続で、周辺一帯の地域開発、また同じ地区

内同士の交流の利便性がよくなり発展が見込ま

れます。延伸なれば、その先の山上地区へ大型

バスの市街地からの乗り入れが可能になり、遠

回りをせず目的地に着けます。前回質問をした

当時と松川地区内や敬師の里、山上地区の立地

条件が変わってきています。このように、利便

性・地区の発展向上を考えたとき、都市計画道

路に載っていない道路建設ですが、どう考えら

れるかお聞きします。 

  インフラ整備の最後です。現在おしょうしなマ

ラソンコースとなっている松川の河川敷、堤防

を活用し、下流の既設されているサイクリング

ロードから上流の松川右岸の県立米沢栄養大学、

そして近くの芳泉町生垣・町並みかいわいを通

り抜け、直江石堤までの区間をサイクリングロ

ードとする整備を考えられてはどうでしょうか。

この整備事業を生かせば、直江石堤から海老ヶ

沢を通って敬師の里へ、西へ向かえば笹野観音

へ観光ネットワークが創出されます。サイクリ

ングロードの整備によりゆったりした地域探索

ができ、観光振興に一役買うと思いますが、ど

う考えられるかお聞きします。 

  次に、小項目の（２）観光案内板等の設備環境

の改善と、観光資源の充実を図ってはどうか、

です。 

  ここでは、地域資源を生かした観光資源として、

東吾妻温泉郷と敬師の里、それに芳泉町生垣・

町並みについて、３カ所当局の考えをお聞きし

ます。 

  東吾妻温泉郷は、国道13号線沿いの板谷地域ル

ートで、峠駅から８キロメートルの日本秘湯を

守る会の姥湯温泉、峠駅より４キロメートルの
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滑川温泉と、板谷地内から７キロメートルの五

色温泉があります。東吾妻温泉郷組合は、それ

ぞれ一軒宿です。秘湯独特の景観が近年の温泉

めぐり志向に反映し、多くの方が訪れます。平

成25年度は、長期の道路工事にもかかわらず、

山岳客も含め約２万1,000人の入り込み客があり

ました。その中の宿泊客の90％が県外客です。

最近は、平日の日帰りリピーターの方もおられ

るそうです。実際その県外宿泊客は、市街の観

光地へ訪れていると思います。まちづくり総合

計画では、地域資源を生かした観光振興の米沢

八湯ブランドの向上を図り、誘客宣伝事業の実

施が目的になっています。市街地観光誘導の役

に貢献している東吾妻温泉郷への支援策として、

道路案内板の設置と、ＪＲと協力し峠駅構内の

公衆トイレを使いやすい水洗化に改良をし、誘

客促進を図ってはどうでしょうか。同じく、史

跡上杉治憲敬師郊迎跡の敬師の里に案内看板設

置と、観光客専用の公衆トイレの新設はできな

いかについてもお聞きします。 

  現在、敬師の里の普門院は、史跡保存整備事業

の年次計画にのっとり、平成24年度から７年を

かけて平成30年度までに普門院の庫裏・本堂・

山門が保存改修されていきます。その後は、ま

た平成31年度から３年かけて羽黒神社の社務

所・随神門の保存修理が行われます。この保存

整備事業は、平成20年度から羽黒神社の本殿修

理から始まり、14年の年月をかけて、当初総事

業費が５億4,000万円で執行されます。鷹山公が

師事した平州先生と再会された歴史施設として

だけでなく、鷹山公は平州先生を米沢郊外まで

足を運び出迎えられました。そして、江戸へ帰

られる際もこの地まで見送り、別れの杯を交わ

されました。鷹山公の師を敬う精神が、後世に

敬師の里として受け継がれております。この偉

大な精神文化と国指定文化財の歴史史跡を次世

代に知ってもらおうと、修学旅行や一般の観光

客が訪れており、本市の観光資源として充実さ

せるべきです。県外からの多くの観光客が不自

由せずに使用できる観光客専用のきれいな公衆

トイレが必要です。それと、観光客を敬師の里

に迷わず誘導できる、イメージ効果のある工夫

された案内看板の設置を図ってみてはどうでし

ょうか。当局の考えをお聞きいたします。 

  ３カ所目は、芳泉町のウコギ垣根・町並み景観

です。直江兼続の越後以来の家臣が移住してで

きた歴史ある町を、景観形成重要地区指定に図

れないかです。松川が洪水氾濫のとき、城下へ

の大きな被害を防止するために、備えとして直

江石堤がつくられ、さらに蛇堤がつくられまし

た。それでも氾濫した洪水は集落の中を流し、

下流で松川に戻す方策がとられました。石垣の

ウコギ生け垣は、そのために各屋敷の道路に面

したところに石垣を積み、その上にウコギの生

け垣をつくり、武家屋敷の体裁を考えて施した

ものだそうです。芳泉町・石垣町は、このよう

な史跡やカヤぶき屋根の古民家がまだ残ってい

る町です。この史跡等を減らさないように現在

の状態で保存をしていくために、景観形成重要

地区指定を進めるべきと思います。また、地元

が実施しようとしている山形県登録制度「未来

に伝える山形の宝」の登録申請に本市は支援を

して、観光資源の充実を図るべきと思いますが、

どうお考えかお聞きします。 

  次に、１の小項目（３）の自然環境を生かした

福祉の里構想はどうかです。 

  さきに述べたとおり、本市の以南は以北の商業

地域と違い、ほとんどが住居地域になっており

ます。その分、文教地域としても適し、山大工

学部や県立米沢栄養大学、興譲館高校があり、

ほかにも小中学校、社会教育施設があります。

また、社会福祉施設の養護老人ホーム、特別養

護老人ホーム、児童養護施設、障がい者支援施

設等、社会福祉施設等が数多く点在しています。

これは、文教施設や社会福祉施設を建設する場

合に共通する条件の、自然環境に恵まれている
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ことが必要とされ、その立地条件が適した地域

であるからだと思います。松川小学校の近くに

は、先人が残した流田堰があります。今でも吾

妻山系の伏流水の清水が湧水し、地域の生活用

水として役立っています。この流田堰一帯を整

備し、市民の憩いの場となる散策コースとして

自然環境を活用することができます。新規の社

会福祉施設を建設するときは、自然環境に恵ま

れた本市以南の地域に建設し、福祉の里となる

構築を図ってはどうでしょうか、お考えをお聞

きします。 

  続いて、大項目２、建設業の課題について。 

  （１）建設労働者不足解決の手だてについて、

（２）本市公共事業の労務単価について、

（３）小規模事業所における事務手続の負担軽

減についてです。 

  この件は、以前にも同じような内容の質問をし

ました。建設業界は、厳しい経済情勢の影響も

あり、低迷状態が続き、一向に改善が進んでい

ません。今手を施さなければ、将来部分的に市

民への行政サービスの供給ができなくなるおそ

れがあります。国政がかかわることであります

が、今の建設業は全般的に旧態依然のシステム

で、これを大きく変えていかなければ、あと数

年で崩壊します。そうならないように、本市で

は単独でしっかりとした施策で対応し、持久力

のある持続可能な建設業になるよう真剣に取り

組むべきです。それには、解決できる課題から

取り組み、前例にない改革を行っていくときで

す。 

  （１）の建設労働者不足の手だてについてです

が、１カ所の建設現場には、建設するに専門的

な熟練技能者が必要です。それと、補佐をする

単純な作業や軽作業があり、ある程度の技能を

持っていれば働くことができる仕事もあります。

しかし、危険が取り巻く現場内には、安全衛生

上素人の方は簡単に入れません。そんな状況を

解決するには、安全講習を受け現場の雰囲気を

知り、基礎的な軽作業の知識を体得することで

す。 

  軽作業の技能が習得できる実習コースを設けれ

ば、短期間で技能を身につけることが可能とな

り、十分現場内の仕事に従事することができま

す。短期間の基礎知識から現場で経験を積み、

高等な技能を習得すれば、将来専門技能者とし

て建設現場で活躍することができます。そのた

めに、建設作業の手助けとなる労働者を短期に

技能養成できる独自のシステムを構築する施策

に取り組むべきです。 

  建設業の職種はさまざまに分かれ、一職種の専

門技術をマスターするには長い時間と経費がか

かります。現在それを本人と雇い主で負担をし

ています。これは個人負担が大きく、専門技術

者のなり手がなく労働者不足の一因です。技能

によって長期的育成期間が必要な技術者には、

負担に苦しまず技能習得ができるような補助で

支援をして、労働者の確保に取り組んではどう

でしょうか。 

  建設労働者不足の背景に、社会保障制度が徹底

していない未整備な部分があります。事業所が

労働者を正規雇用するにも、雇う側の問題があ

ります。実行するには、事業所経営者の大きな

判断が必要です。私の知っている建設会社です

が、今までの現場常用労働者を正規社員として

待遇を変えたら、赤字決算となったそうです。

現場労働者の社会保障を安定させ労働条件を整

備するにも、短絡的に進めることができない問

題があります。このような状況下で建設労働者

の社会保障に努力をしている事業所に、何らか

の支援ができないかお聞きします。 

  次に、（２）本市公共事業の労務単価について

です。 

  私は以前に、公共工事事業に含まれている公共

工事設計労務単価が、現場労働者の賃金に反映

されておらず、その実態調査をすべきではない

かと質問しました。しかし、下請契約等におけ
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る労務単価や雇用契約における労働者の支払い

賃金を拘束するものではなく、賃金の額は会社

と個人の労働契約で決定され、本市が直接関与

することは困難との答弁でした。このときの私

の質問は、現場労働者の低賃金体制の改善が目

的でした。今回は労働環境の改善が目的です。

本市の公共事業を発注したときに含まれている

人件費・社会保障費・福利厚生費がどのように

支払われているのか実態調査を行い、本市とし

て把握する必要があると思いますが、どうお考

えかお聞きします。 

  最後になりました（３）の小規模事業所におけ

る事務手続の負担軽減です。 

  これは、本市が発注する公共事業に関すること

です。発注される物件は、工事金額の予定落札

金額によりＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ等格付ランクに分け

られ、入札指名業者が選定されます。それぞれ

ランク別に入札が執行され、大手業者から一人

親方の個人業者までさまざまの落札業者が決定

します。入札工事金額が130万円以上になると、

工事規模の大小にかかわらず工事契約から完成

までの書類を同様に提出しなければなりません。

少額工事の場合は、効率よく施工と現場管理を

実施しないと経費負けの赤字決算となる可能性

が少なくありません。このようなことを防ぐた

めに、工事の規模により格付ランクごとに必要

度の低い書類は省いて簡素化をし、小規模業者

の負担軽減ができないものでしょうか。それと、

入札のとき建設業者が積算資料にする当局から

出される物件の設計図書・金抜き見積書は、仕

様や数量等が正確に記されているものか、また

当局の公共設計単価の見積書と建設業者が積算

する実質単価の見積書に開きがあり、入札の辞

退や入札不調になった場合の原因を把握してい

るのかお聞きします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの工藤正雄議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、本市中心部以南の整備構想について

お答えをします。その他につきましては部長よ

りお答えをします。 

  初めに、万世橋成島線の促進についてお答えし

ます。 

  都市計画道路万世橋成島線は、市街地南部から

米沢インターチェンジへアクセスするとともに、

市街地の交通処理を円滑にする重要幹線道路と

して本市の重要事業に位置づけており、県に早

期着工を強く要望しているところです。また、

東北中央自動車道の開通に向け、市街地の道路

ネットワークを構築することは、高速道路の整

備効果をさらに高める重要な要素であることか

ら、交通量の変化などを考慮しながら、未整備

路線の道路構造などについても県と調整を図り

ながら検討していく必要があると考えています。

万世橋成島線と石垣町塩井線の一部は、市街地

環状線を形成し、市街地の道路ネットワークと

して重要な路線であると考えていることから、

本市としても整備に向けて昨年度末から県と勉

強会を行っているところです。さらに、関係地

区からの要望書もいただいておりますので、今

後も引き続き県との協議を進めていくとともに、

地域との連携を図りながら、早期に着工できる

よう環境を整えていきたいと考えています。 

  次に、通町花沢線を延伸すれば、松川地区から

下原地区への利便性が高まるとともに、沿線利

用が期待できるのではないかについてでありま

すが、工藤議員から前回も御提案いただき、松

川小学校東側の南北道路、都市計画道路通町花

沢線が現在行きどまりになっておりますので、

市道万世南原線まで延伸すれば、松川地区と下

原地区及び芳泉町との連絡距離が短縮されるた

め、利便性向上とともに沿線の利用も可能性が

広まると考えております。 

  しかしながら、市の道路事業では現在都市計画
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道路石垣町塩井線の国道121号立体交差まで延伸

を図る市道金池五丁目春日四丁目線道路整備事

業など、広域的な道路ネットワーク事業や東北

中央自動車道、国道287号米沢北バイパスなど、

国・県道の関連事業を数多く抱えております。

また、生活道路の改善要望も市内各地から多数

いただいている中、橋梁を初めとする道路施設

の老朽化対策及びメンテナンス対策に今後一層

力を入れていかなければならない状況となって

おり、厳しい道路予算を有効的に利用していく

には、現有道路施設の長寿命化や有効利用が大

切になってくるものと考えております。 

  そのような背景からも、御提案区間には万里橋

から通町を経由して関根・板谷地区までを連絡

している県道板谷米沢停車場線が並行してあり

ますので、現道の道路ネットワークを有効活用

していくためにも、この区間への新たな道路造

成は現在のところ難しい状況ですので御理解を

いただきたいと思います。 

  続いて、観光案内板等の設置環境の改善と観光

資源の充実についてお答えします。 

  まず、初めに五色温泉、滑川温泉、姥湯温泉の

道路上への観光案内標識の設置、ＪＲ峠駅付近

への公衆トイレの設置についてと、ＪＲ大沢・

峠・板谷駅の旧国鉄時代のスイッチバック遺構

を観光面で生かせないかについてお答えいたし

ます。 

  五色・滑川・姥湯温泉の誘導案内板については、

国道13号線上に設置をしているところでありま

す。御承知のように、この地域は磐梯朝日国立

公園の吾妻連峰を有する東吾妻への登山口とし

ての山岳観光拠点であることから、適切な誘導

が必要と考えておりますので、今後海外からの

観光誘客という点から、外国語表記も検討して

いきたいと考えております。 

  ＪＲ峠駅周辺への公衆トイレの設置については、

現在簡易的なトイレについて駅舎内に設置され

ております。今後トイレの設置に当たっては、

利用頻度なども十分に考慮する必要があると考

えています。 

  続いて、ＪＲ大沢・峠・板谷駅にあるスイッチ

バック遺構を観光面で生かせないかについてで

すが、３駅の奥羽本線板谷峠スイッチバック遺

構は、平成21年に経済産業省の近代化産業遺産

群に認定されています。そのようなことからも、

鉄道ファンを初めとして隠れた観光スポットに

なっておりますので、この遺構を観光資源とし

てどう発信していくかについては、今後安全確

保の問題も踏まえて、ＪＲ東日本とも相談しな

がら検討していきたいと考えています。 

  続いて、敬師の里の案内板、羽黒神社の公衆ト

イレ設置についてお答えします。 

  敬師の里は、御存じのとおり上杉鷹山の師であ

る細井平洲を迎えた地として、羽黒神社の本殿

境内と普門院を合わせて上杉治憲敬師郊迎跡と

して国指定史跡となっており、本市の重要な観

光資源の一つでもありますので、さらにＰＲに

努めていきたいと考えています。案内看板につ

いては、現在「輝くわがまち創造事業」として

山上地区では地区の見どころを紹介する「敬師

の里山上のたからもの今＆昔ＭＡＰ」の作成や、

地区内11カ所に木製の案内看板の設置を行って

おりますので、それぞれの地域特性を生かして

市民協働で進められるものがあれば進めていた

だきたいと考えております。なお、市としての

看板設置に対する考え方は、さきに申し上げま

したとおり外国語表記の関連もあることから、

今後検討していきたいと考えています。 

  また、羽黒神社への公衆トイレの設置ですが、

現在羽黒神社境内には、社務所の中と外に簡易

トイレが設置されております。また、普門院の

脇に市が管理する公衆トイレがありますが、現

在上杉治憲敬師郊迎跡保存修理事業が行われて

おり、今後羽黒神社の社務所の改修も予定され

ていることから、所有者と協議をしながらトイ

レの改修についてもあわせて検討していきたい
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と考えています。 

  続いて、芳泉町のウコギ垣根についてお答えし

ます。 

  まず、本市の町並み景観整備については、米沢

市景観計画において重点的に良好な景観を形成

する区間を景観形成重点地区として指定してお

り、米沢駅周辺、上杉家御廟所周辺、松が岬公

園周辺、小野川地区の４地区になっております。 

  芳泉町周辺地区は、武家屋敷群やウコギ垣根の

資源を生かした歴史や文化が薫る景観形成を図

る地区として景観形成地域に位置づけておりま

す。芳泉町の通り沿いのウコギ垣根については、

地域の方々で組織しています「芳泉町生垣・町

並み保存会」の御努力により垣根の修復が行わ

れており、現在ではかつての面影を感じさせる

までに整備されました。 

  景観形成重点地区に指定されますと、地区内の

住民による景観まちづくり活動や修景事業に対

して支援を行いますが、景観形成重点地区の指

定を希望される地区については、どの範囲を景

観形成重点地区に設定するか、町並みの景観や

意匠の制限など、住民が守っていく景観形成基

準の合意形成が必要となってきます。このよう

な景観に関する住民意識の熟度が高まった段階

で、景観形成委員会等において追加指定を検討

してまいりますので、今後につきましては住民

の方々の理解が深まり合意形成が図られるよう、

講演会やワークショップの開催を検討していき

たいと考えています。 

  芳泉町の町並み景観の観光資源の活用について

は、武家屋敷として以前から紹介しております

が、天地人放送をきっかけに地元でも熱心にウ

コギ垣根の環境整備が進められたことから、本

市でも観光資源として広くＰＲをしております

が、米沢市民、とりわけ子供たちにも米沢の伝

統的な暮らしぶりについて学ぶ場にもなれば幸

いだと考えております。 

  最後に、自然環境を生かした福祉の里構想につ

いてお答えします。 

  介護保険施設については、県が策定する介護保

険事業支援計画、市が策定する介護保険事業計

画の中で整備方針を立てております。高齢者施

設が設置される場所は、もともとは自然環境に

恵まれた静かな場所が選ばれる傾向にありまし

た。最近は家族の面会時の利便性などから、い

わゆる町なかの施設の要望、需要もふえる傾向

にあり、近年新設された施設も中心部に近いと

ころにあります。例えば、平成24年の回春堂、

そして平成14年のサンファミリアなどがありま

す。 

  一方、数多くの通所系・訪問系のサービス事業

は、利用者間の利便性から市内各所にあります。

今後は、地域密着型サービスのような小規模施

設については、高齢者が生き生きと暮らすまち

づくりの推進という基本理念のもと、高齢者が

住みなれた地域で安心して生活が送れるように、

それぞれの日常生活圏域の中に施設があること

を目標としておりますので、市内の一つのエリ

アに集中させるような福祉の里構想は想定して

おりませんので、御理解をお願いしたいと思い

ます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 工藤正雄議員の御質問にお答え

をいたします。 

  私からは、２点についてお答えをいたします。 

  １点目は、先ほどの市長の答弁内容と一部重複

いたしますが、答弁をいたします。 

  １点目は、石垣積みの生け垣やカヤぶき屋根の

古民家を史跡として保存できないかについてお

答えをいたします。 

  芳泉町の町並みにつきましては、平成４年度か

ら２カ年をかけて市教育委員会が文化庁及び山

形県の補助金を受けながら、伝統的建造物群保

存対策調査事業を実施したところてす。この調
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査事業は、旧武家住宅成立の歴史的背景と現状

を調査し、その保存活用と町並み景観を生かし

たまちづくりを検討するための資料作成を目的

としたものであり、当時13棟のカヤぶき家屋を

含め石垣や水路が当時の面影を残しており、貴

重な資料として確認されたところです。 

  一方、調査の一環として、実際に住んでおられ

る方を対象として町並み保存と整備を図るため

の意識調査も行ったところですが、多くの皆さ

んが、芳泉町の町並みについての文化財として

の重要性は理解しているものの、現状のまま保

存整備していくことについては消極的な考え方

が多いという結果でした。その後、大河ドラマ

「天地人」放映の際に、生け垣の保存・復元の

機運が盛り上がりましたが、現状では昔の面影

が徐々に薄らいでいるようです。カヤぶきの民

家や生け垣につきましては、単独の史跡あるい

は建造物としての指定は非常に難しいと思われ

ますが、直江石堤などを含めた文化的景観とし

て捉えていく方向にあり、次に申し上げます

「未来に伝える山形の宝」などの取り組みを経

て、将来的には文化的景観としての指定を目指

していくことになります。 

  ２点目は、山形県登録制度「未来に伝える山形

の宝」の登録申請への支援をすべきではないか、

そしてサイクリングロードの整備についてもお

答えをいたします。 

  「未来に伝える山形の宝」につきましては、山

形県の教育庁文化財・生涯学習課が進めている

事業であり、地域に残る有形・無形のさまざま

な文化財を保存・活用する取り組みを登録、推

進することで、文化財の保護を図るとともに、

郷土に対する誇りと愛着を育み、地域活性化や

新たな交流の拡大につなげていくことを目的と

しています。 

  登録の対象につきましては、重点テーマとして

最上川の文化遺産にかかわるものと、推奨テー

マとしての地域の自然及び歴史・文化の特徴や

魅力をあらわしているものの２つのテーマを設

定しています。芳泉町の取り組みにつきまして

は、最上川にかかわる重点テーマに該当するも

ので、最上川上流松川の治水事業完成の役割を

担ってきた歴史的集落である六十在家の町並み

保存があります。この取り組みにつきましては、

県としても重要な取り組みに位置づけており、

既に県担当課と地元芳泉町との間で登録申請に

向けた協議も進められているところです。 

  サイクリングロードの件につきましても、山形

の宝事業の中におきまして、その調査研究を進

めていく計画がございますので、計画全体を含

めて支援してまいりたいと思っております。 

  具体的な登録申請に際しましては、市町村の文

化財担当課の意見書の添付が必要となっており、

市教育委員会としても地元の意向に沿うような

形で、山形の宝登録制度を活用しながら芳泉町

のまちづくりを側面から支援していくこととし、

現在県と芳泉町の調整で出てきた取り組み内容

を確認しながら、意見書の作成に向けた準備を

着実に進めているところです。 

  なお、登録申請は、当初８月中とのことであり

ましたが、県と芳泉町との調整の中で、９月半

ばまでに申請書を市教育委員会に提出いただき、

文化課で意見書を添付して、年度内の登録審査

会の審査にかける予定となっております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、２番の建設業の

課題についてのうち、（１）の建設労働者不足

解決の手立てについてと、（２）本市公共事業

の労務単価についてお答えします。 

  初めに、単純軽作業者の育成についてでありま

すが、議員仰せのとおり、建設業にかかわる労

働者は、近年の全国的な公共事業の縮小や景気

の停滞等に伴って減少が続いております。本市

においても同様の傾向となっており、事業所統
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計によると、平成８年の4,968人をピークに減少

が続いており、平成21年調査では3,088人とピー

ク時の62％まで減少しております。 

  しかしながら、昨年から東日本大震災の復興需

要や2020年の東京オリンピック開催に向けての

建設需要を初め、景気の回復傾向を受けて全国

的に建設業関係の労働者の不足感が出てきてい

る状況であります。本市を含む東南置賜地域の

雇用環境全体につきましても改善傾向にあり、

ハローワーク米沢管内の６月の求人倍率は、県

内や全国には及ばないものの1.03倍となってお

り、３カ月ぶりに１倍を超えております。また、

建設業の新規求人数につきましても、前年同月

及び前月に比べて減少したものの、昨年から引

き続き堅調に推移しており、本市においても人

手不足感があるものと認識しております。 

  このため、本市では雇用環境の変化に対応した

就業の促進を図るため、今年度新たに厚生労働

省から受託した実践型雇用創造推進事業により、

米沢高等技能専門校と連携しながら、建設業で

活躍する人材を育成する、楽しく建設業の現場

を体験しながら学ぶ実践セミナーを開催する予

定であります。本市といたしましては、まずは

ハローワークなど関係機関とも協力しながら、

こうした事業により建設業の現場に興味を持っ

てもらい、就業希望者をふやしてまいりたいと

考えております。 

  また、中小建設事業主が有給で認定訓練を受け

させた場合に、賃金の一部を助成する国の建設

労働者確保育成補助金の訓練コースなどの支援

制度のＰＲを図るなど、各種制度の有効活用を

していただき、各企業が人材の育成に取り組ん

でいただけるよう支援してまいりたいと考えて

おります。 

  また、専門技術者の育成につきましては、先日

の木村芳浩議員の御質問にもお答えしたとおり、

まずは国の建設労働者確保育成補助金の技能実

習コースなどを活用していただき、技能の向上

を図っていただきたいと考えており、各種制度

のＰＲを行いながら積極的な利活用を促進して

まいりたいと考えております。 

  さらに、中小企業振興条例検討委員会に建設業

からも委員として参加していただいております

ので、建設業界としての御意見などもお聞きし

ながら、今後の施策について検討してまいりた

いと考えております。 

  次に、従業者を正規雇用する小規模事業所に対

する社会保障や福利厚生の負担に対する補助に

ついてのお尋ねでありますが、議員のご指摘の

とおり、正規雇用をふやしていくことで、事業

所の社会保障関係の事業主負担がふえてくるこ

ととなりますので、小規模事業所における正規

雇用をふやしていくため、小規模事業所の社会

保障費の負担を軽減するという考えについては

一定程度理解できるものであります。 

  しかしながら、社会保障制度は、一定のルール

に基づいて社会全体で医療や介護を行っていく

という考えで全国一律に運用されているもので

あり、たとえ小規模事業所における正規雇用者

の確保という目的があったとしても、小規模事

業所に対して社会保障の一部を市が助成するこ

とは、公平性の観点や制度そのものの考え方に

基づき困難であると考えておりますので、御理

解を賜りたいと考えております。 

  次に、本市公共事業の労務単価についてであり

ますが、労働環境の改善を目的とした実態調査

のことについて、以前議員から御質問を賜って

おり、設計労務単価については、元請人、下請

人が支払う賃金まで拘束するものではなく、賃

金の額の決定についてはあくまでも会社と個人

の労働契約によって決定されるものであり、本

市が直接関与することは困難であると考えてい

るとお答えさせていただいたとおりであります。 

  また、今回も議員から本市の公共事業を発注し

たときに含まれている人件費、社会保障費、福

利厚生費がどう支払われているのか、本市とし
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て把握することについてどう考えているのかと

の御質問をいただきましたが、賃金等について

は各企業における労働契約の中で決めていただ

くものと考えており、現時点においては賃金の

ベースアップを目的とした調査を行う考えは持

っていないところでありますので、御理解をお

願いしたいと思います。 

  なお、建設業における労働環境の改善に向けて

は、国・県も対策を講じているところであり、

今後若年層の建設業の入職が促進されるよう、

設計労務単価の引き上げに伴う技能労働者の適

切な賃金水準の確保について、建設業の法定福

利費の適正な支払いと社会保障への加入徹底に

ついては、建設業団体の長に宛て文書で要請を

しておりますとともに、建設業法の一部改正に

ついて、建設業者の責務として建設工事の担い

手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努

めなければならない旨を規定するようになって

いることなどを行っておりますので、市として

も今後とも国・県と同調しながら、地元企業に

対しては改善を促していきたいと考えておりま

すので、御理解をお願いしたいと思います。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、２の（３）のうち、

格付ランクごとの提出書類に関することについ

てお答えいたします。 

  議員からは、工事の規模によって格付ランクご

とに必要度の低い書類は省いて簡素化し、小規

模業者の負担軽減ができないかということの御

質問でございました。公共工事の施工管理につ

きましては、基本的に公共工事の標準仕様書な

どに従って書類を作成し、提出することが義務

づけられております。また、そのほか工事発注

課が特記仕様書などによって提出を求めている

書類もあります。こうした書類を作成の上、提

出していただくことになっております。このよ

うなことから、建設工事ではＡランクの業者が

受注するような大規模工事では、施工範囲も広

く工事期間も長期にわたることから、必然的に

作成する書類も膨大になります。一方で、Ｄラ

ンクのような小規模事業者におきましては、工

事規模も小さくなることから、それぞれの規模

に応じた作成書類の量になるものと捉えている

ところでございます。 

  一方で、元請、下請関係などに関する書類作成

が追加されたこともありますので、結果として

Ｃランク、Ｄランクといった小規模事業者にと

っては負担になっているということがあるかも

しれません。 

  こうした状況にあるわけですが、現場での出来

形管理、それから品質管理、それから写真管理

などにつきましては、安全等を担保するための

一定の基準のもとに求められているものであり

まして、これを簡素化することについては慎重

であるべきと思っているところでございます。 

  本市といたしましても、工事の完成検査の実施

に当たっては、必要とする書類は必ず提出する

ように指導しております。一方で、公共工事の

標準仕様書などで定めているもの以外につきま

しては、書類の提出を求めておりませんので御

理解をいただきたいと思います。 

  最後になりますが、他の自治体において、提出

書類の簡素化について試行で取り組んでいる事

例もあるようでございます。こうしたものを参

考にしながら、工事担当課と調査研究しながら

取り組んでいきたいと思っているところでござ

います。 

○島軒純一議長 細谷建設部長。 

  〔細谷圭一建設部長登壇〕 

○細谷圭一建設部長 私から、２の建設業の課題に

ついてのうち、小規模事業所における事務手続

等の負担軽減について申し上げます。 

  入札時に示している設計図書等の正確性をどの

ように把握しているかについてですが、建物の
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修繕工事等を発注する際には、現状の仕上げ状

況などにつきまして現場調査を実施し、工事に

必要な書類を作成しまして設計図書として整備

を行うものであります。なお、現場調査に当た

りましては、くまなく現場状況の把握に努めて

いるところであります。 

  また、工事費の積算における採用単価につきま

しては、実勢単価との差額が生じることのない

ように努めております。 

  今後におきましても、より慎重を期して現場調

査に当たるとともに、工事費の積算につきまし

ても、極力設計価格との差額が生じないように

設計単価の設定に努めていきたいと考えており

ます。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） 今回の質問がいろいろ

ありまして、ボリュームがありまして、私の持

ち時間があと５分というようなことになりまし

た。そういうふうな中で、全て再度質問するわ

けにはいきませんが、時間の許す範囲内でやっ

てみたいと思います。 

  このインフラ整備で、道路３点挙げました。万

成線、松川地区の通町花沢線の延伸、あとこの

サイクリングロードの接続というふうな感じで

やりました。これは、いろいろその行政側の環

境があると思います。しかし、そこを地元の地

域の方と一緒になって、強い気持ちを県・国の

ほうに訴えていくというふうな、その姿勢が大

切だと思います。万成線は、米沢市の重要事業

要望書に載っているわけですが、これはただ載

せているだけで、実際の運動をしないとなかな

か通じないのではないかなと、実際やっている

と思いますが、それ以上のまず運動、活動をし

ないと上の行政側には通用しないのではないか

なと思っております。 

  実際に、この短大の４年制化ということで、平

成元年から20年かけてその４年制化の要望を重

要事業として県のほうに上げていたわけですが、

20年かかってようやくそれが要望がかなったと、

それは市長から言わせれば、その機会というか

機が熟したときというふうなことを前にお聞き

しました。それもあるかもしれませんが、実際

はそのときに地元の県議が予算委員会でこの具

体策を挙げ、説得力のある４年制化というふう

なことを提唱しまして、それが具現化したとい

うふうなことがありますので、やはり月並みな

やり方、訴え方でなく、具体的にできるような

ことを挙げながら、そしてまたこの万成線の場

合ですと、そのとおりに今米沢の課題としてい

る予定用地というふうな感じで利用できますの

で、そういう面を強く訴えながらやっていって

いただきたいなと思っております。 

  通町花沢線のときの市長の答弁は、前に聞いた

ときに私がいただいた答弁と何ら変わっていな

い。その松川地区、あとこのかいわいの地域も、

あのときから比べれば大分事情が変わってきて

いると。ただ、その都市計画の道路整備には載

っていないからというふうなことだけでは、そ

の行政のやり方、なかなか市民の方に理解が求

められないのではないかなと思いますので、そ

の辺もやはり機運が高まっているときに、この

道路建設、やはりこの以南は以北と比べると、

なかなか発達、発展していない部分があると、

そういうふうな面を発展させるためにも、この

インフラ整備を挙げているわけでございますの

で、よくその辺を考えていただきたいなと思い

ます。 

  あと、サイクリングロードのあれも、やっぱり

観光資源につながると。また、それを整備すれ

ば、冬期間だってサイクリングロードでなく別

な意味で利用ができます。今健康を考えた場合

に、歩くスキーとしてのクラシカルスキーコー

スというふうな感じでも利用できます。夏の間、

雪のないときに散歩をして健康を維持している

方が多くおられます。その冬期間、今度は歩く

スキーで健康維持をするような、そういうふう
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なことも考えられますので、このサイクリング

ロードの整備にも十分に力を入れてほしいなと

思っております。 

  あと、いろいろと観光資源としての地域として

東吾妻温泉郷、また敬師の里、芳泉町を挙げた

わけです。そして、先ほど敬師の里の公衆トイ

レ、簡易トイレがあるという、あれは本当にあ

んな簡易トイレで使用する人がいるかというふ

うなことであります。敬師の里には、東海市の

ほうからも1,000名以上の方が修学旅行として中

学生が来ております。そういうときに、手洗い

でいろいろと完全に整備なっていないもので時

間がかかり…… 

○島軒純一議長 工藤議員、時間が来ましたのでま

とめてください。 

○１３番（工藤正雄議員） スケジュールを狂わす

なんていうようなこともありますので、敬師の

里の公衆トイレの整備をよろしくお願いいたし

たいと思います。 

  ほかのことは、これから機会あるたびにいろい

ろと御質問していきたいと思います。よろしく

お願いします。ありがとうございました。 

○島軒純一議長 以上で13番工藤正雄議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５６分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０６分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、子育てに優しい米沢・子育てしやすい米

沢を目指す政策について、14番齋藤千惠子議員。 

  〔１４番齋藤千惠子議員登壇〕（拍手） 

○１４番（齋藤千惠子議員） 一新会の齋藤千惠子

です。 

  暑かった夏も過ぎ、朝、庭の草花に透明な露が

結ぶ季節となりました。この夏、日本各地で豪

雨による災害、土砂災害などが相次ぎ、甚大な

る被害をもたらしました。被害に遭われた方々

に、謹んで心より哀悼の意を表しますとともに、

一日も早い復興をお祈り申し上げます。その報

道を見るにつけ、米沢市も我が身に置きかえて

防災対策をスピード感を持って推し進めること

が重要であると、改めて認識したところです。 

  さて、今回は、子育てに優しい米沢・子育てし

やすい米沢を目指す政策について質問させてい

ただきます。 

  心身ともに健全に育つことが、全ての親の願い

です。だからこそ、子育て支援は親の経済的負

担を軽減するとともに、子育てしやすい環境を

整えること、そして子育ては米沢でしようと選

んでもらえるような特化した支援が必要です。

この視点で、多岐にわたる質問をさせていただ

きますので、当局におかれましては、簡潔に誠

意ある御答弁をお願いいたします。 

  １項目、子育て家庭への経済的支援の充実につ

いてお伺いいたします。 

  まず、初めに保育料の軽減について。 

  小学校就学前の施設として、幼稚園・認可保育

園・認可外保育園・児童センターなどがありま

す。もちろん家庭で子育てをしていらっしゃる

方もいらっしゃいます。本市でも、それぞれに

さまざまな支援を行っているわけですが、その

支援の中身、根拠がいかんせんわかりにくい、

かつ本市が上乗せをしている助成もわかりにく

いし、ＰＲも不足していると思います。まず、

保育料の助成について現状をお知らせください。 

  子ども・子育て支援新制度が迫ってきておりま

す。国の制度を受けて、さらに米沢市が上積み

できればと考えます。 

  次に、医療費給付事業についてお伺いいたしま

す。 

  本市が、ことし４月より外来受診に対する給付
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を小学校６年生まで拡大したことは、大いに評

価するものです。子供の病気は、親にとって身

を切るほどつらいものです。こんなときこそ医

療費の支援が必要と考えます。現在、中学校１

年生から中学校３年生までの通院時の自己負担

分をお知らせください。 

  次に、任意の予防接種費用助成についてお伺い

いたします。 

  季節性インフルエンザや水ぼうそう、ムンプス

ウイルス感染症、通称おたふく風邪などの感染

症にかかった場合、出席停止となると子供の預

け先のない保護者は仕事を休まなくてはならな

い。経験なさった方が多いと思います。そこで

お伺いいたします。水ぼうそうは、本年10月１

日より助成実施とお聞きしておりますが、ほか

の感染症に対する予防接種費用助成をお考えか

どうかお尋ねいたします。 

  ２項目、母と子の健康づくり支援についてお尋

ねいたします。 

  まず、初めに特定不妊治療費助成事業について

お尋ねいたします。 

  本市においては、県の事業に独自に助成金を上

乗せし、治療している方の経済的支援を行って

おり、評価すべきものと思います。さらに、回

数制限・金額をふやすなど、本市独自にこの事

業を進めていただきたいと思います。不妊に悩

む方々の経済的・精神的な負担の軽減を図るき

め細やかな支援が必要と思いますが、いかがで

しょうか、お尋ねいたします。 

  次に、母と子の歯の健康事業について質問いた

します。 

  歯と口腔の健康を保つことの重要性は、今さら

申し上げるまでもありませんが、乳歯と永久歯

の虫歯には強い関連が認められます。乳歯の虫

歯は減少傾向にあるものの、学校保健統計調査

によると、山形県は全国平均と比較すると、就

学前・小学校児の虫歯は平均を上回っています。

そこでお尋ねいたします。フッ素塗布を現在の

１歳８カ月健診のときだけでなく、複数回歯磨

き指導と合わせて自己負担なしに実施してはい

かがでしょうか。また、妊娠中のお母さんにも、

妊婦さん本人の口腔管理や、子供への虫歯感染

予防の意識づけのために歯科検診をお考えいた

だきたいと思いますが、予定はおありでしょう

か、お尋ねいたします。 

  ３項目の子育て支援の充実についてお聞きいた

します。 

  まず、最初に屋外・屋内の子供の遊び場の充実

についてお伺いいたします。 

  子供たちの健全な成長は、いつの世も親の切な

る願いです。子供たちが大勢の子供たちとかか

わりを持ちながら、伸び伸びと遊べる空間を整

えることは、今の米沢市では急がなければなら

ない事業の一つと考えますが、いかがでしょう

か。屋外だけでなく、長い冬や雨天時の遊び場

が欲しいという市民の多くの声が寄せられてい

ます。安全な遊び場を整えることは、長年の多

くの保護者の方々の要望であり、今こそ子供に

視点を当てた施策が必要と考えます。児童厚生

施設の充実をお考えかどうかお答えください。 

  次に、公園遊具の充実について。 

  平成24年12月議会の一般質問においても、同様

の公園の充実について質問いたしました。その

後、修繕費の予算も以前より多くなり、少しず

つですが整備が進んでいる現在です。しかし、

場所によっては雪置き場にしかなっていないと

ころもまだまだあります。遊具が古くなり撤去

された後、補充や管理が行われていないので遊

具では遊べず、また環境の管理がされていない

ため遊べないという公園も多いのです。人との

かかわりが苦手な現代の子供にこそ「みんなで

遊べる遊具」が必要なのです。年次計画を立て、

ぜひ加速して整備していただきたいと思います。 

  次に、地域子育て応援サポート事業についてお

尋ねいたします。 

  核家族化、超少子化が進む現代の子育ては、近
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隣に助けてくれる人も少なく、孤立・不安・ス

トレスに陥りやすいものになっています。親

子・家族のニーズも多様化していますが、これ

にしっかり向き合い、地域で支え応援していく

システムづくりが今さらに必要だと思います。

例えば、時間的にも経済的にも余裕のあるお元

気な人生の先輩がたくさんいらっしゃいます。

その方々のお力をおかりしてはどうでしょうか。

家事もベテランです。長い間の知恵も備わって

おります。家事代行サービスも考えられます。 

  また、産後の無料ヘルパーの導入を提案いたし

ます。里帰りできない人、親の援助を受けられ

ない人も多い中、育児に対する肉体的疲労は精

神的不調につながり、母子の健康を損ねるおそ

れもあるのです。未来の「米沢」を支える子供

たち、その「社会の宝」を守り育てている親御

さんたちを、ぜひ地域全体で支える仕組みづく

りの拡充を提案いたします。 

  ４項目、仕事と生活の調和の実現に向けての支

援について。 

  まず、初めに産休・育休明け入所予約制度につ

いて質問いたします。 

  産前・産後休暇、育児休暇をとり、いざ職場復

帰をする場合、年度途中では保育所入所が決ま

らず、復帰を延長したりするケースが多く、復

帰月からの入所予約ができる制度を検討いただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。事前

に入所予約の定員枠の確保が必要となるわけで

すし、待機児童がいないことが条件となるわけ

ですが、他自治体で先駆けているところもあり

ます。米沢市は、子育て中のお母さんの潜在的

就労意向が非常に高いというアンケート結果も

出ています。先の見えない子育ての不安解消の

ためにも、ぜひ取り入れていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

  最後に、仕事と家庭の両立支援に取り組む企業

のＰＲについてお尋ねいたします。 

  希望する人全てが子育てしながら安心して働く

ことができる社会の実現に向けて、国は法律に

基づき育児休業等両立支援制度の整備、またそ

れを利用しやすい職場環境づくりを進めていま

す。また、県も「男女いきいき子育て応援宣

言」企業を推進していますが、本市では登録企

業の積極的ＰＲのほか、何か支援を考えている

のかどうかお尋ねいたします。表彰制度など、

もう少し行政の積極的な姿勢があってもいいの

ではないかと考えますが、いかがでしょうか、

お尋ねいたします。 

  以上、さまざまな提案をいたしましたが、住民

が自治体を選ぶ時代です。子育て支援において、

他市町村にない独自の制度を設け、いかに魅力

的な政策を打ち出していくか、特色を出すかに

かかっています。子育て支援が若い世代を引き

つけるのは、間違いのないところです。ぜひと

も前向きな御答弁を御期待申し上げ、壇上から

の質問といたします。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの齋藤千惠子議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、子育てに優しい米沢・子育てしやす

い米沢を目指す政策についての基本的な考え方

を答えをいたします。具体的なものにつきまし

ては部長よりお答えします。 

  平成24年８月に公布された子ども・子育て支援

法では、基本理念として、子育てについての第

一の責任を有するのは父母その他の保護者であ

るとの基本的認識のもとに、家庭、学校、地域、

職域その他のあらゆる分野における社会の全て

の構成員が、それぞれの役割を果たしながら相

互に協力しなければならないとされています。

米沢市の子育て支援施策は、保護者に対し子育

てしやすい環境を整えるため、これまで需要調

査を行い、国等の補助制度等を活用しながら、

子育て世代の方々に寄り添った子育て支援事業

を実施してきました。今後も、子育て支援に対
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するこの姿勢は変わるものではありません。 

  来年度、子ども・子育て支援新制度がスタート

する予定ですが、全ての子供に対し良質の子育

て支援を同じ水準で提供することが求められて

おります。本市としましても、この新制度に従

い、乳幼児期の良質の保育、教育の提供に努め

ていきたいと考えております。 

  また、この新制度では、共働き家庭だけでなく、

家庭で保育を行っている家庭も含めた全ての子

育て家庭に対する地域の子育て支援施策が重要

となっております。既に本市において実施して

いる事業もありますが、地域に根差した事業と

するためには、地域力ともいうべき地域の方々

の協力の必要性を強く感じております。家庭、

学校、地域など子供たちを取り巻く全ての市民

が、次の時代を担う子供たちを協働で育む姿が

子供たちにとっての心の財産となり、次の世代

にも受け継がれていくものと考えます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、まず保育料負

担軽減についてお答えいたします。 

  認可保育所における保育料につきましては、保

護者の所得の状況により区分される応能負担と

なっております。また、国が定めた保育所徴収

基準額、これをもとに市独自に軽減を行い、保

育料を市が規定し徴収をしており、平成25年度

の実績ベースでは、国の基準の73.4％の保育料

となっております。このため、本市の保育料は

国の基準額より約27％ほど軽減されております。

これは、本来保育所に支払う運営費の利用者負

担分を除いた金額に対する負担割合は、国が２

分の１、県が４分の１、市が４分の１でありま

すが、市独自の負担軽減を実施しておりますの

で、実際はその上乗せした分を負担しているこ

とになります。あわせて、多子世帯への軽減と

して、同時在園の第２子を半額、第３子以降を

無料としております。 

  一方、幼稚園に入園されている世帯に対する保

育料の軽減制度として、幼稚園就園奨励費の補

助制度があります。この補助金は、保護者が一

旦幼稚園が定めた保育料を園に支払い、その後

保護者の所得に応じ、また兄弟数に応じ算定さ

れた金額が支払った保育料の一部として戻ると

いう制度です。幼稚園に入園されている世帯の

約８割がこの補助金の該当となっており、子供

１人当たり平均10万5,000円の補助額となってお

ります。この補助は、国が３分の１以内、残り

を市が負担するという割合になっておりますが、

実質は４分の３近くを市が負担しており、国に

対してこの補助率３分の１の完全実施を強く求

めているところであります。 

  また、認可外保育所の保育料につきましては、

設置者が定めた保育料を保護者から直接徴収す

ることになっております。認可外保育所の保育

料は、各施設ごとに年齢別の定額となっており

ます。この保育料について、保護者に対する市

の補助制度はありませんが、現在山形県認可外

保育施設すこやか保育事業補助金を活用し、県

２分の１、市２分の１の負担割合で多子世帯の

保育料の軽減を行っており、第２子に月１万

2,000円、第３子以降に月２万4,000円の補助を

行っております。 

  児童センターの保育料につきましては、米沢市

児童センター使用料条例で定めております。第

１子が１万5,000円、同時在園の多子世帯の軽減

につきましては、第２子以降を１万2,500円とし、

多子世帯の保育料軽減を行っております。 

  次に、中学生の医療費の自己負担についてであ

りますが、国の平成24年度の統計データから試

算しますと、中学１年生と２年生につきまして

は、１人当たり平均で年間２万4,933円、中学３

年生につきましては、１人当たり平均で年間２

万105円となります。これをもとに、本市の中学

生全体では合計5,730万円となります。なお、入



- 173 - 

院分につきましては、既に中学生まで子育て支

援医療の対象となっておりますので、これを勘

案しますと4,490万円ほどが市単独分になると試

算されます。 

  次に、予防接種費用の助成についてお答えいた

します。 

  乳幼児・小児の予防接種は、予防接種法に掲げ

るＡ類疾病について無料で実施しており、10月

からは水痘がＡ類疾病に追加になり、無料で接

種していただけるよう現在準備を進めておりま

す。 

  乳幼児・小児の予防接種は、感染症を防ぐため

に重要なものですが、まれに健康被害の発生が

見られます。予防接種法に基づく予防接種を受

けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害

が接種を受けたことによるものであると厚生労

働大臣が認定したときは、市により医療費など

の給付が行われます。しかし、おたふく風邪な

どの任意接種により健康被害が生じた場合、独

立行政法人医薬品医療機器総合機構からの給付

となり、給付の内容も異なる場合があります。

そのため、接種者の安全の確保や、万が一不慮

の事故が起きたときの補償などを考慮し、予防

接種法の規定どおりに実施するのが望ましいと

の観点から、任意接種に対する助成は現在考え

ていないところであります。 

  続きまして、特定不妊治療助成につきましてお

答えいたします。 

  国は、今年度この助成事業につきまして、対象

年齢や助成回数の見直しを行いました。今年度

と来年度は、既に助成を受けている人に対して

経過措置がありますが、平成28年度からは通算

助成回数を、治療開始年齢が40歳未満の人は６

回まで、43歳未満の人は３回までとし、年間の

助成回数や通算助成期間の制限は設けないよう

にする予定であります。これは、厚生労働省が

医学的見地から結論を出したもので、治療によ

り分娩に至った件数の約90％が治療回数６回ま

での人であること、実際に助成を受けた回数の

割合が６回までの人が約95％であること、治療

開始年齢が40歳以上では、治療回数を重ねても

分娩に至る割合がほとんど増加しないことなど

を考慮し、国が見直したものであります。また、

助成や生まれてくる子供への健康影響などのリ

スクは、30代後半以降上昇する傾向にあり、本

人の身体的、精神的な負担の軽減や、より安全

で安心な妊娠・出産のためにも望ましい制度と

したものであります。したがいまして、本市の

特定不妊治療助成事業につきましても、厚生労

働省の方針に基づき実施している山形県の補助

事業への上乗せ補助として、県の補助回数と同

じ回数で実施してまいりたいと考えており、御

理解いただきたいと思います。 

  次に、母と子の歯の健康事業についてでありま

す。 

  フッ素塗布につきましては、１歳８カ月健康診

査で実施しており、平成25年度からは３歳児健

康診査でも開始しております。これは、健康診

査時に実施を義務づけられている事業ではあり

ませんので、300円の自己負担を頂戴し、希望者

のみに実施しており、今後も自己負担をいただ

きながら実施してまいりたいと考えております。 

  また、米沢市歯科医師会では、歯と口の健康相

談等無料検診を年１回実施し、無料でフッ素塗

布をしておりますので、検診時にリーフレット

を配布し、希望者の申し込みを受け付けるなど

御案内しているところであります。あわせて、

２歳、そして４歳６カ月のお子さん全員にはが

きをお送りし、かかりつけの歯科医院での定期

検診やフッ素塗布をお勧めしながら、歯科保健

に対する意識啓発を行っております。 

  また、妊娠中の女性に対する歯科検診は実施し

ておりませんが、母子健康手帳の中に、妊娠中

と産後の歯の状態を記入する欄がございますの

で、母子健康手帳交付時に説明とともに声がけ

を行っております。現在、出産年齢となってお
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ります女性は、小中学校在学時に歯科衛生の指

導をしっかり受けておられる年代で、その意識

は高く、歯の状況は良好なことから、市として

の妊婦歯科検診の必要性につきましては、現状

を見守っているところであります。 

  次に、屋外・屋内の子供の遊び場の充実につい

てであります。 

  まず、屋外の遊び場につきましては、児童厚生

施設のうち、特に大型遊具を備えた成島児童遊

園ワクワクランドは、市内のほか県内外からも

多くの利用者でにぎわっております。雪の状況

にもよりますが、毎年４月下旬から11月上旬ま

で開園しており、平成25年度では約５万人の利

用者がありました。今年度は開園20年目の節目

となり、記念イベントをおととい土曜日に実施

したところであります。また、大型遊具につき

ましては、点検により使用できなくなった遊具

を取り外し、新たなものへの交換を今年度行っ

ているところであります。 

  屋内の遊び場につきましては、中心商店街の空

き店舗などを活用し、特に需要が求められてお

ります３歳以上から就学までの子供たちを中心

とした遊び場の検討を前向きに行っているとこ

ろであります。子供が集う場を中心商店街に設

置することにより、中心商店街の活性化にもつ

ながり、また近くにある新文化複合施設とも融

合が図れるなど、市民の交流の拠点施設となる

ものと考えております。今後は、子育て支援拠

点施設として必要となる機能や運営の方法、設

置遊具の選定など、利用者の御意見を取り入れ

ながら、設置に向けさらなる検討を進めてまい

ります。 

  次に、地域子育て応援サポート事業についてで

ありますが、出産後の家庭の状況、近親者など

の協力体制につきましては、母子の健康や孤立

を防ぐためにも重要なものであると認識してお

ります。現在、市では赤ちゃんの全戸訪問を実

施しており、またリスクの高い御家庭に対しま

しては、相談員や保健師の訪問などによる支援

体制を整えております。 

  また、育児の負担軽減を図る事業としましては、

ファミリー・サポート・センターや保育所での

一時預かり事業がございます。ほかに、子育て

全般の相談に関する窓口などの設置も行ってお

り、これらの子育て支援のサービス内容につき

ましては、母子手帳を交付する際に各種サービ

スを記載した子育てハンドブックを配布し、お

知らせしているところであります。 

  最後に、産休・育児休暇明けの入所予約制度に

ついてであります。 

  今年度４月１日現在、平成12年度から発生して

おりました待機児童が14年ぶりにゼロとなりま

した。その後、年度途中の希望者につきまして

は、５月以降も入所の決定を行っており、８月

１日現在でゼロ歳から１歳児を中心に25人の待

機児童となっている状況です。年度途中の入所

希望者の多くは、産後明け、育休明けの子供た

ちです。市としましては、途中入所となる産後

明け、育休明けの子供たちが入所できる環境を

整える必要があります。入所予約制度を行うた

めには、保育所全体の受け入れ人数にある程度

の余裕が必要なことから、待機児童の動向や今

後の子ども・子育て支援制度での動向を見なが

ら、入所予約制度を検討してまいりたいと思い

ます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 細谷建設部長。 

  〔細谷圭一建設部長登壇〕 

○細谷圭一建設部長 私から、３の子育て支援の充

実についてのうち、公園遊具の充実についてで

すが、本市の管理している公園につきましては、

都市公園等が37カ所、また宅地開発等に伴う緑

地、いわゆる開発緑地につきましては146カ所あ

ります。うち、遊具等の設置状況につきまして

は、現在都市公園24カ所及び開発緑地19カ所、

合計で43カ所に設置しております。これら全て
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の遊具について、毎年１回定期点検を専門の事

業者に委託し実施しているとともに、そのほか

都市公園については維持管理上の日常点検も行

っており、それらの点検結果により修繕等や使

用中止等の措置を行っているところであります。 

  都市公園及び開発緑地につきましては、遊具な

どについて引き続き定期点検を実施し、安心・

安全の確保に努める必要があるものと考えてお

ります。特に、開発緑地の遊具については、更

新及び修繕などについて関係する町内会と協議

を行いながら進めてまいりたいと考えておりま

す。議員お述べの昨年に撤去いたしました開発

緑地におきまして、関係する町内会と協議を行

いましたところ、以前設置してあった遊具とは

別の遊具になりますが、新たに設置する予定で

いるところでございます。遊具の更新や修繕を

行う場合、遊具の安全性を最優先に考えて、利

用状況などを総合的に判断しまして、優先順位

をつけながら計画的に整備を進めてまいりたい

と考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、（４）の仕事と

生活の調和の実現に向けての支援についての中

で、②の仕事と家庭の両立支援に取り組む企業

のＰＲについてお答えします。 

  平成24年３月議会において、議員より御質問あ

りました仕事と家庭の両立支援に取り組む企業

のＰＲについてのその後の進捗状況についての

御質問でありますが、まず平成17年に施行され

た次世代育成支援対策推進法がことし４月に改

正され、法律の有効期限が平成37年３月31日ま

での10年間延長となりました。これにより、企

業は引き続き従業員の仕事と子育てに関する一

般事業主行動計画を策定することとなっており

ます。山形労働局によりますと、８月末現在、

米沢市内で行動計画を策定し届け出を行った企

業数は45社で、そのうち届け出が義務づけられ

ている労働者数101人以上の企業は35社、届け出

が努力義務となっている労働者100人以下の企業

は10社です。なお、義務づけ企業の届け出率は

100％となっております。さらに、行動計画を策

定し、かつ計画目標を達成するなど認定基準を

満たせば、企業からの申請により認定が受けら

れ、次世代育成支援対策に積極的に取り組んで

いる企業であることを対外的にアピールするこ

とができる認定マーク、愛称「くるみん」の利

用が認められますが、県内の認定数14社のうち、

山形市が５社、東根市が２社となっており、本

市の企業認定は１社という状況であります。 

  また、山形県の取り組みである「山形いきい

き・子育て応援宣言企業認定制度」につきまし

ては、本市の企業は46社が登録されております。

これらの制度では、女性管理職の登用や男性の

育児休暇取得に応じた奨励金が支給されるなど

の直接的なメリットのほか、企業イメージや信

用・知名度の向上につながるなど間接的な効果

も考えられ、今後特に若い世代の労働力人口が

縮小する時代を迎え、働きたい企業を選ぶ際の

指標としてウエイトが高まってくるものと思っ

ております。 

  本市といたしましては、これらの制度の普及Ｐ

Ｒのため、これまでの広報よねざわによるお知

らせに加え、新たに昨年から粡町ドラマチック

戎市で厚生労働省の両立支援キャラクターの着

ぐるみ「ファミちゃんファミリー」を活用した

男性の育児休業取得推進ＰＲを実施し、市民へ

の意識啓発に努めているところであります。 

  なお、市独自の表彰制度を設けることにつきま

しては現在考えておりませんが、厚生労働大臣

の認定制度、くるみん認定や、県の山形いきい

き・子育て応援企業認定制度などのＰＲを行い、

制度の活用を推進することで、仕事と生活の調

和の実現に向けて積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。 
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  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） 御答弁ありがとうご

ざいました。特に、保育料助成について詳しく

御答弁いただき本当にありがとうございました。

項目ごとに、順次もう一度質問させていただき

ます。 

  まず、最初にいろいろ保育料助成について御答

弁いただきましたが、認可外保育園は認可保育

園と比べると、県の助成はあるものの、実際の

ところは保護者の方の負担が多いとお聞きして

いますが、そこについてお尋ねいたします。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 恐れ入ります、認可外の

ほうの助成の部分でございますか。（「はい」

の声あり）認可外につきましては、先ほど申し

ましたように、県の補助というところで、その

ほか代表的なものを先ほど壇上で申し上げまし

た。そのほか各種ございまして、そういったと

ころを比べれば、特に認可外それから認可保育

所についての割合の高低差というのはないので

はないかなというふうに私どものほうでは考え

ております。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

す。 

  次に、医療費給付事業についてですが、今御答

弁いただいて4,490万円ということなんでしょう

か、中学校１年生から３年生まで。ぜひ、この

自己負担分なんですが、入院の助成と同じよう

に通院の助成もぜひとも中学校３年生までの拡

大を実現していただきたいものと思いますが、

いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 本市独自に、さらに中学

３年までの拡大というふうな御質問だと思いま

す。これにつきましては、まず中学生全体の人

数が３年生まで拡大しますと約2,060人ほどの人

数になるということで、新たにこの人数がふえ

てまいります。あわせまして、金額では先ほど

答弁申し上げましたように、全体額で5,700万円

ほどというふうに、受給対象者の増加によりま

して、給付費にかかる財政面での問題とともに、

その事務処理体制それから人員体制などの課題、

これらを勘案しながら検討していかなければな

らないものというふうに考えてございます。 

  なお、本来県内どこでも同じ医療給付が受けら

れることが望ましいのでありまして、引き続き

山形県のほうに、重要事業の要望などというふ

うな機会を捉えて、対象者を拡大していただく

よう私どものほうで要望してまいりたいという

ふうに考えております。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） ぜひよろしくお願い

いたします。 

  次に、２番目の母と子の健康づくり支援につい

ての特定不妊治療費助成事業についてでござい

ます。先ほど壇上でも申し上げましたが、大変

ナイーブな問題でございますので、上乗せをし

て経済的にも精神的にも負担の軽減を図ってく

ださっているということでございましたが、１

つ御提案を申し上げたいのですが、産院等々で

もあるわけですが、ネーミングをもう少しやわ

らかく希望の持てる名前をつける、例えばコウ

ノトリ助成事業とかそういった名前をつけたら

どうかなと御提案をしたいと思います。そして、

米沢でせっかくこうして上乗せをして経済的支

援を行っているわけですので、もっと積極的な

ＰＲに努めていただきたいと思います。本当に

大変な思いをなさっていらっしゃる方がたくさ

んいらっしゃいますので、ぜひその特定不妊治

療費助成事業などという、そんなおかたい名前

でなく、もう少しやわらかめな希望の持てる名

前をつけていただきたいと要望いたしますが、

いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 
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○菅野智幸健康福祉部長 特定不妊治療、確かにち

ょっとかたい名前だと思います。この名前につ

きましては、厚生労働省を初め県が始めた事業

としては大体約10年くらいになっているという

ふうに思います。これまでの中のこの10年の経

過の中で、ある程度この名前そのものが、かた

い名前ではございますけれども定着していると

いったところと、あわせまして本日議員からの

御提案があるということですので、その辺につ

きましては本市の事業としてちょっと考えてみ

たいというふうに思います。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） ぜひ前向きに御検討

をお願いいたします。 

  次に、②の母と子の歯の健康事業についてでご

ざいますが、実情はよく伺ってわかりましたが、

歯科検診、要するに歯科医でのところでのフッ

素塗布は自己負担なしということでございまし

たが、いろいろはがきを出したりＰＲに努めて

くださっているようですが、実際のところ、そ

のＰＲの効果があるのかどうかお尋ねいたしま

す。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 ＰＲの効果ということで、

小さい子供さんをお持ちの御家庭にはそれぞれ

ＰＲはしている状況でございます。ただ、一方

でフッ素塗布により虫歯がある程度防がれると

いうような効能のほか、またある一方では、科

学者の中にはフッ素そのものの毒性を訴えてい

る方もいらっしゃるということで、保護者の中

には、その数はちょっとわからないんですけれ

ども、実際塗布を選択されていらっしゃらない

保護者もいらっしゃるということでございます。

ですから、数につきましては、子供さんの歯の

健康を考えられて私どものＰＲに沿いながら、

具体的な数字はちょっと現在手元にございませ

んけれども、それぞれの保護者の方が実際は塗

布していただいているものというふうには考え

てございます。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） わかりました。です

から任意ということなのだなと私も理解してお

りますが、なおぜひ御検討ください。 

  次に、３項目の子育て支援の充実についての①

屋外・屋内の子供の遊び場の充実についてでご

ざいますが、今それぞれに屋外に遊び場がある

ということは私も認識しておりますが、なかな

か例えば遊び場の充実ということについては、

まだまだ検討の余地があるように私には思えま

す。特に、屋内の子供の遊び場の確保というこ

とに関しては、この雪国です。本当に長い間閉

ざされていると言っても過言ではないような状

態が続く中で、子供たちに少しでも、しかも思

い切り羽を伸ばせるような遊び場をと考えるの

は、これは当たり前のことであると思いますの

で、どうぞ検討を重ねているではなく、もっと

早急に、早く実現に向けてお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 屋内の遊び場につきまし

ては、先ほど壇上でも申し上げましたように、

現在具体的な店舗というところで、その中身な

ど具体的に検討を行っているところでございま

す。したがいまして、今現在対象となる子供さ

んにつきましては、就学前のどちらかというと

小さい子供さん向けということで、こちらのほ

う順次検討について前向きにさらに進めていき

たいというふうに考えております。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

す。よろしくお願いいたします。 

  最後の仕事と生活の調和の実現に向けての支援

についてということで、産休・育休明け入所予

約制度についてはさまざまな課題があるという

ことで、私もそういうふうに把握はしておりま

すが、ぜひ予約制度ができるように進めていた
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だきたいものだと思います。 

  次に、仕事と家庭の両立支援に取り組む企業の

ＰＲについてでございますが、一つここで、ち

ょっと長くなりますが御紹介申し上げたいとこ

ろがあるので、紹介させてください。 

  昨年の11月、横浜国立大学の構内にある森のル

ーナ保育園というところを視察してきました。

この保育園は、横浜市の認可保育園として平成

24年４月に設置されました。横浜国立大学は、

御存じのとおり留学生も多く、国際性に富んだ

大学であり、女性の研究者・大学院生の研究環

境改善、そして近隣の待機児童解消の一助を目

指して設置されたものだそうです。園児が65名、

そのうち大学関係者の子供さんが２割ほど、一

時保育や留学生の子供を預かるケースも多い保

育園だそうです。保育園を訪れてみて、研究や

キャリアアップなどで女性にとって再チャレン

ジできる環境を整備し、その一環として保育園

の関連の設備を充実させ、女性研究者へのさま

ざまな支援をしている教育の現場でした。 

  そのほか、育児支援事業としてベビーシッター

の割引券の発行、また大学入試センターの試験

やオープンキャンパスなど、全学一斉行事の際

の未就学児の一時預かり保育、サポートルーム

の設置など視察させていただきました。 

  女性の生き方は、本当に多様になっております。

政策というのは、この多様性にどのように対応

していくのか、大変難しい問題だとは思います

が、伺ってみて女性の力をもう一度発揮できる

環境だなとつくづく実感してまいりました。 

  そこでお尋ねしたいのですが、本市では企業内

保育に対する支援をどのようにお考えになって

いるのかお聞かせください。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 企業内保育におきまして

は、本市でも、名称としては認可外保育所とい

うふうな形の中でくくられておりまして、具体

的に認可外保育所といった制度の中で支援を行

ってございます。なお、これにつきましては、

今後の子ども・子育て支援制度の中で、新たに

企業内保育といった部分を打ち出されてござい

ますので、今後はこの制度にのっとって、今よ

りは相当違ったものになるというふうに私ども

も認識してございます。したがいまして、そう

いったところの必要性を感じ、企業さんでそう

いったところを設けられるといったところにあ

りましては、私どもとしても積極的に支援はし

ていかなければならないものというふうに考え

てございます。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

した。引き続きよろしくお願いいたします。 

  最後に、市長にお伺いしたいのですが、どの事

業を進める際にも、まず課題として財源確保と

いうことがあるわけですが、自治体は今まで以

上に創意と工夫と知恵をみんなで出し合って財

源を捻出して、浮いた財源を多様化する市民ニ

ーズに充てるべきと皆さん思っていらっしゃる

とは思うんですが、その辺のところはいかがお

考えでしょうか。ぜひお考えをお聞かせ願いま

す。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 昨日、山形おきたまＪＡの合併

20周年の式典に行ってまいりました。記念イベ

ントで舞の海さんの講演があって、いわゆる小

兵力士がなぜ大きい力士に勝てるのかという話

で、今までの既成概念を疑ってみる、小兵には

小兵の強みというのがあるという、そこを生か

すという話がありました。その後、市役所に戻

って幾つかの新聞を読んだところ、東大の野球

部を今指導している桑田真澄さんの話が出てい

て、非常に難しい試験を通って普通に合格して

きた学生が他の大学と戦う。そうしたら、やは

り今までの練習方法をもう一遍見直して、合理

的な練習の仕方があるんだという話でした。全

く今御質問のあった点と共通するというふうに
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思っています。普通に考えれば、なかなか地方

交付税が下がってくる、あるいは地域の産業が

海外移転等によって空洞化してきて、どの自治

体も自主財源が厳しいという中で、これまでの

普通の既成概念が本当に全て正しいのか、どこ

かにそうではない別な発想があるのではないか

というそういう物の見方、究極の捉え方、そう

いうことをしていく努力も重要だというふうに

考えているところです。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

した。検討でなく、ぜひ実施されるものから実

施していっていただきたいと思います。重ねて

申し上げますが、これからは住民が自治体を選

ぶ時代です。ほかの自治体にない特化した子育

ての支援を実施していただけますように念じ、

質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○島軒純一議長 以上で14番齋藤千惠子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開を午後１時といたします。 

 

午後 ０時０１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、本市の宣伝について外４点、12番堤郁雄

議員。 

  〔１２番堤 郁雄議員登壇〕（拍手） 

○１２番（堤 郁雄議員） 自民クラブの堤郁雄で

す。 

  きょうは９月８日ですが、９月１日は防災の日

ということで、全国的には防災訓練を行ってい

る地域が多いようです。ことしは本当に災害の

多い年です。南陽市を初めとして、広島市では

多数の犠牲者が出ました。総務文教常任委員会

の視察研修でお世話になりました京都府福知山

市も大きな被害に遭われました。犠牲になられ

ました皆様に哀悼の意を表しますとともに、一

刻も早い復興を祈念申し上げます。 

  本市におきましては、10月５日に総合防災訓練

を行うということですので、これらの災害も勘

案して、市民の皆さんが安心して暮らせるよう、

実のある訓練にしていただきたいというふうに

思います。 

  さて、本題に入りますが、私からは本市の宣伝

について、愛の武将隊の今後について、本市の

資源を生かした産業の創出について、歩いて楽

しめるまちづくりについて、子育て支援医療の

外来診療助成対象を中学３年生まで引き上げら

れないか、以上５点について質問いたします。 

  まず、このたびの質問のテーマでありますが、

一見ばらばらなようでいて、実はいかに本市が

よいところで、県外の方にも来ていただいて、

最終的には本市に住んでもらうという目的を秘

めての質問であります。 

  では、まず本市の宣伝についてでありますが、

本市にはすばらしい観光資源、食や文化があり

ます。しかし、宣伝が下手であるため十分な観

光客を呼べなかったりする事実はないでしょう

か。６月に始まり９月13日に終了する山形デス

ティネーションキャンペーン、以下山形ＤＣと

申しますが、このおかげで県内観光地はどこも

震災前の観光客数に戻って、あるいは超えると

ころが多いようです。本市のメーンのお祭りで

ある上杉まつりは、山形ＤＣの始まる前に終わ

っていますし、夏場は大きなイベントも少ない

ので、ＤＣ期間中十分な観光客誘致ができたの

か心配が残るところです。山形ＤＣの効果につ

いては、これから検証されるとは思いますが、

これまでの本市の宣伝はどのように行われてい

るのか、十分な効果を上げているのか、当局の
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見解をお聞きします。 

  次に、おきたま愛の武将隊についてお聞きいた

します。 

  皆様御存じのように、愛の武将隊が９月いっぱ

いで終了することが発表されました。愛の武将

隊は緊急雇用対策事業として運営されてきまし

たが、山形県が８月での終了を発表し、９月い

っぱいは置賜３市５町の資金でかろうじて生き

延びているという状況です。上杉景勝公や直江

兼続、前田慶次など多彩で魅力的なキャラクタ

ーで構成され、皆米沢・置賜と縁のある武将た

ちですから、その宣伝効果は抜群のものがある

というふうに思います。しかるに、緊急雇用対

策が終了して予算がなくなるから、はい武将隊

も終了です、でいいのでしょうか。雇用対策だ

からと、当局はただ頭数だけ雇えばいいと、今

もそういうお考えなのでしょうか。 

  そこで、愛の武将隊に対する認識をお聞きしま

すが、本市ブランドの宣伝効果としてどうお考

えでしょうか。また、追っかけファンも多数存

在し、本市への経済的効果も少なくないと思い

ますが、その点どう評価なされているでしょう

か。また、存続する場合の経費はどのくらいか

かるのでしょうか。その存続の可能性について

お答えください。 

  次に、本市の資源を生かした産業の創出につい

てです。 

  ことし３月の代表質問でもいたしましたが、そ

のときは、本市の森林資源を生かしたバイオマ

ス発電所を八幡原工業団地につくれないかとい

う質問でした。それに対する回答は、現在それ

をつくる計画はないとのことでした。市として

はやらないが、民間企業がやるなら後押しはし

ますよと。一番ネックになっているのは、建設

コストではないかと思います。そこできちんと

ペイできれば、やる意義はあると思います。 

  そこで、まず現在市役所で使っている電気、冷

暖房の年間使用料金は幾らなのかお答えくださ

い。さらに、市立病院の使用料金もお答えくだ

さい。それらを踏まえて、バイオマス発電の可

能性について御回答ください。 

  次の、雪を生かした産業とは、雪室を使った産

業の創出をしてはどうかという質問です。雪室

を使って市役所の冷房をしたり、農産物の貯蔵、

あるいは生産時期をずらして高付加価値の農産

物をつくることが可能となりますが、一農家や

中小企業では建設コストの負担が難しいという

問題があります。川西町では、既にフレンドリ

ープラザにおいて雪冷房システムを実用化して

います。そこで、本市が行ってはどうか、その

計画はないかお聞きしたい。 

  次に、水を生かした産業の創出ですが、本市は

お米もお酒もおいしい土地です。お米もお酒も

おいしい土地は、水も豊富でおいしい土地です。

しかし、米沢の名前を冠した水は売られていま

せん。本市でおいしい水をつくって、名産の一

つに加えてはいかがでしょうか。聞けば、以前

イベントのときにつくっていたともお聞きしま

した。コストの問題等もあるとは思いますが、

その実現の可能性はいかがでしょうか、お答え

ください。 

  次に、歩いて楽しめるまちづくりについてです

が、本市は上杉の城下町をキャッチフレーズに

していますが、大正時代の二度の大火で城下町

らしい町並みはほとんど残っていません。もち

ろん、残った建物の維持のための条例や補助、

寺町の板塀づくりなどで城下町の風情を残そう

という気持ちはわかるのですが、もっと積極的

に城下町の町屋景観を創出しませんか。通りを

決めて町屋の外観を復活させてはいかがでしょ

うか。他の自治体のような町屋景観があれば、

観光客もバスをおりて歩いて景観を楽しみ、途

中でお土産を買ったりお茶を飲んだり、経済的

効果も大きいと考えます。そこで、町屋景観を

復活させるための条例の制定や補助を行っては

いかがでしょうか。考えをお聞きします。 
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  次に、子育て支援医療の外来診療助成対象を中

学３年生まで引き上げられないかです。 

  これは、今議会の初日にも高橋壽議員から、ま

た先ほどの齋藤千惠子議員の質問された内容と

も同様の趣旨ですので、よろしく御回答くださ

い。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの堤郁雄議員の御質問

にお答えをいたします。 

  私からは、本市の宣伝についてお答えをいたし

ます。その他につきましては部長よりお答えを

いたします。 

  まず、近県や県内の方から、米沢は宣伝が上手

だという声もお聞きしておりますので、米沢が

宣伝が下手かどうかについてはさまざまな評価

があるものと認識をしています。インパクトの

ある手法というのは、宣伝としては効果的であ

ると思いますが、一面では一時的効果に終わる

という嫌いもなくはありません。米沢の場合、

一番必要なのは、せっかくすぐれた観光資源が

たくさんありますので、それをどのように宣伝

するかというより、むしろその一歩手前のどの

ように表現するかというところから努力を始め

ることが重要ではないかと思っています。 

  わかりやすいように一例を挙げますと、先ごろ

米沢市と境を接している北塩原村から、小瓶に

入ったごま塩のふりかけをいただきました。北

塩原村では、温泉のお湯を煮詰めてつくる山塩

がかつて特産品でした。現在、北塩原村の住民

の方々は、日常の生活で山塩を使っているとは

思えませんが、観光客向けのお土産品としては

北塩原村の地理、歴史等がよく感じ取れるもの

だと思います。言いかえれば、北塩原村のほか

にない特色を表現しているのが、この山塩のふ

りかけだと思います。 

  また、昨日町なかのそば屋さんで、山形市から

おいでになった御夫婦と話をしましたが、米沢

はどこへ行っても対応が親切で、しかも「おし

ょうしな」という言葉をかけられて、米沢らし

さを感じるということでした。この場合「おし

ょうしな」が親切さ、優しさを米沢らしく表現

しているものと思われます。このように、地域

の特色をわかりやすく、しかもインパクトがあ

るように表現するという観点から、知恵を絞っ

た努力をしたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、２の愛の武将隊

の今後についてと、３の本市の資源を生かした

産業の創出についての御質問にお答えします。 

  初めに、愛の武将隊の今後についてであります

が、まず山形おきたま愛の武将隊の結成の経緯

について御説明申し上げます。本事業は全国的

な武将隊ブームに乗り、置賜地方への観光誘客

宣伝部隊として、県内外からの観光誘客を目的

に山形県が平成22年度に緊急雇用再生創出事業

として、置賜３市５町と観光事業者で構成する

山形おきたま観光協議会に事業委託をして始ま

りました。翌23年度からは、山形県が直接民間

業者に事業を委託し、平成25年度まで武将隊の

人数等は変動していますが、同様に緊急雇用再

生創出事業として実施してまいりました。そし

て、今年度については置賜３市５町及び置賜総

合支庁で協議を重ね、山形おきたま観光協議会

単独事業として山形デスティネーションキャン

ペーン終了の９月末までの事業期間として、そ

の経費を３市５町で分担することで進めてまい

りました。 

  その宣伝効果についてでありますが、昨年度は

年間200回近い活動実績を数え、米沢市内はもと

より置賜管内及び県内外のイベントに参加し、

置賜の観光ＰＲとお越しいただいた観光客への

おもてなしのサービスなどを行うことにより、
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県内外に山形おきたま愛の武将隊が知られ、米

沢さらには置賜の知名度が上がったものと思っ

ております。また、愛の武将隊によって米沢や

置賜を知るきっかけとなり、本市に幾度となく

お越しいただいているという方のお話もお伺い

しておりますので、そういうことからしても愛

の武将隊による本市の宣伝効果は十分にあった

ものと認識しております。 

  次に、愛の武将隊の経済効果についてでありま

すが、武将隊の活動範囲が県内外においての誘

客宣伝とおもてなしの両面での活動であること

などから、なかなか数字では捉えるものではご

ざいませんので、御理解をお願いしたいと思い

ます。 

  しかしながら、繰り返しになりますが、武将隊

をきっかけに米沢に興味を持ち、たびたびお越

しいただいている方も多数いらっしゃいますの

で、本市への宣伝効果と同様に一定の効果があ

ったものと認識しております。 

  次に、存続するための経費についてであります

が、今年度の例で申し上げますと、武将隊５名

とスタッフ３名の体制で、９月末までの半年間

で３市５町の負担金約1,500万円で運営をしてお

ります。本市としては、事業が終了する今年度

10月以降の存続については、事業主体である山

形おきたま観光協議会として一定の事業評価を

行った上での半年間の事業であったことなどか

ら、今年度の事業継続については考えていない

ところであります。 

  なお、今年度10月以降の武将隊の存続について

は、御承知のとおり存続の署名活動が行われた

り、存続の要望などが山形県や本市を初め置賜

管内の市町へも届いている状況であります。そ

のようなことも踏まえ、山形県では改めて10月

以降の事業継続について検討しているとお伺い

しておりますので、県の動向を注視していきた

いと考えております。 

  次に、本市の資源を生かした産業の創出につい

てお答えします。 

  初めに、市庁舎の電気料金と灯油料金を合わせ

た使用料金については、平成23年度から25年度

までの３カ年の平均で申し上げますと、約3,700

万円となっております。米沢市立病院の電気料

金及び冷暖房のエネルギー源は、電気に加えて

Ａ重油、ＬＰガスになりますが、それらを合わ

せた使用料金については、同じく３年間の平均

で9,500万円となっており、市庁舎及び市立病院

の合計で約１億3,200万円となっております。な

お、両施設とも平成26年度の各使用量は、これ

までと比べ減少傾向にありますが、値上げによ

り使用料金としては増加しております。 

  次に、林業を生かした産業の創出についてであ

りますが、木質バイオマス発電により市庁舎や

市立病院の電気代を節約することができるので

はないかについてでありますが、林業を生かし

た再生可能エネルギーへの取り組みについては、

地球温暖化防止や森林整備の観点からすれば推

進すべきものと考えておりますが、木質バイオ

マス発電は水を使うため工業用水が必要と思わ

れ、建設地も限られてくることや、送電設備に

膨大な経費がかかることなどが考えられます。

また、発電方式には、直接燃焼方式の蒸気ター

ビン発電、熱化学的変換方式のガスタービン、

そしてガスエンジン発電などさまざまなタイプ

があり、事業費の算出については専門的な知識

や具体的な構想が必要でありますので、電気代

の節約につながるのかどうかの判断は現時点で

は難しいものと考えております。 

  なお、木質バイオマス発電の推進は、不況にあ

えぐ林業現場では、木材の需要の拡大に活路を

見出せるとの期待の声が高まっている一方、木

材の搬出には林道や作業道の路網整備が必要で

あり、木質バイオマス発電の取り組みが加速化

し、本格稼働の施設がふえれば、常時発電を続

けるほどの木材を安定的に供給することができ

るかといった非常に不安な側面も抱えておりま
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す。県内でも、現在稼働中の村山市にあります

山形グリーンパワーのほか、鶴岡市と長井市で

もバイオマス発電が計画されておりますので、

今後県内外の施設を参考にしながら調査研究を

重ねる必要があると考えているところでありま

す。 

  次に、雪を生かした産業の創出についてであり

ますが、農業分野における雪の活用としまして

は、雪室低温貯蔵施設を利用して農産物の長期

貯蔵及び品質保持、食味向上による付加価値を

高める取り組みや、同様の目的で直接雪の中で

栽培、保存する取り組みなどが考えられます。

直接雪の中で栽培、保存する取り組みについて

は、既に上長井地区の雪菜や米沢青果株式会社

生産組合寒中野菜部会が行っているネギ、キャ

ベツ、白菜の寒中野菜で取り組まれており、い

ずれも創意工夫を生かし、付加価値向上と消費

拡大に取り組んでおり、今後は冬期間における

農業所得確保の大きな柱として産地化の取り組

みなども目指していきたいと考えております。 

  また、雪室低温貯蔵施設を利用した取り組みに

ついては、本市ではまだ行っておりませんが、

飯豊町では中津川地区や道の駅の隣接地に雪室

施設を建設し、農畜産物の保存や地域のイベン

トでの雪の活用などを通じて、地域経済の活性

化に取り組んでいる優良事例があることや、雪

室施設などの設備投資をしなくても、冬場に積

もった雪を６メートル程度の高さの雪山にして

おき、もみ殻とシートで雪山を覆っておくこと

で、９月ごろまで雪山からの冷気を利用した農

作物栽培を行っている事例もあることなどから、

今後先進事例などをさらに研究しながら、雪を

生かした農業分野の活用を検討してまいりたい

と考えております。 

  次に、水を生かした産業の創出でありますが、

本市は吾妻山の山麓に広がる米沢盆地にあり、

吾妻山の伏流水や吾妻山に降った雪の雪解け水

などが、米沢米を初めとするおいしい農産物の

生産に大きく寄与していると考えております。

また、本市では、この美しい地下水を使って４

つの蔵元が日本酒やワインなどを生産しており、

全国的に高い評価を受けているのも、生産技術

はもちろんでありますが、素材の一つであるお

いしい水が果たしている要素も大きいものと考

えております。 

  こうしたおいしい水を、市でも販売できないか

との御質問でありますが、全国的には自治体が

地元の名水や湧水を活用して水を販売している

事例が見受けられ、県内の事例としては、西川

町が道の駅に月山銘水館を設置して、水や水を

活用した地ビールの生産、販売を行っているほ

か、山形県内の水道事業体の中にも、浄水をペ

ットボトルに詰め販売している事例もあります。

しかしながら、全国的には国内大手メーカーや

海外産の天然水を使った商品が格安であるため、

製造本数の少ない地方自治体の製品では太刀打

ちできないことから、今後事業採算が見込めな

いとして、事業から撤退する自治体も見受けら

れますので、相当難しいものと受けとめている

ところであります。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 細谷建設部長。 

  〔細谷圭一建設部長登壇〕 

○細谷圭一建設部長 私から、４の歩いて楽しめる

まちづくりについて申し上げます。 

  町屋景観の復活を、についてでありますが、本

市では住む人が誇りと愛着を持ち、訪れる人が

喜び満足できる米沢らしさを生かした美しい町

並みを形成し、次世代に継承していく必要があ

ることから、平成22年度に米沢市景観計画及び

米沢市景観条例を施行し、市民、事業者、行政

の協働で歴史、文化が薫る景観の形成や魅力と

にぎわいの景観の創出を推進するため、米沢市

景観形成推進事業を進めております。 

  重点的に良好な景観を形成する地区を景観形成

重点地区としまして、米沢駅周辺地区、上杉家
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廟所周辺地区、松が岬公園周辺地区及び小野川

地区の４地区を指定しております。この重点地

区における景観整備の取り組み方につきまして

は、地区ごとの景観形成デザインガイドに基づ

き、建築物及び工作物の新築、改築、増築また

は移転に係る工事等のうち、外観に関する事業

や外観模様がえまたは色彩変更に係る工事等に

補助をいたしまして、町並み景観の整備を進め

ております。 

  美しく魅力あるまちづくりを推進するため、米

沢市景観重要建造物等保存対策事業としまして、

米沢市景観賞のうち残したい建物部門を受賞し

た物件につきましては、建造物の維持修繕に補

助いたしまして、保存のため維持修繕を行って

おります。 

  ３つ目が、東寺町においては、寺町を生かした

まちづくり協議会と協働による東寺町景観整備

事業により、塀の新設や修繕等に対して補助を

行っており、寺町を生かした歴史、文化的景観

資源の保全及び活用を図っております。 

  また、花と樹木に覆われた潤いある城下町らし

い風情のあるまちづくりを進めるための、「花

と樹木におおわれたまちづくり」計画の中でも、

身近な景観の形成や市民、観光客の町なか歩き

を促進する取り組みを推進しております。 

  議員お述べの、新たに松が岬公園から九里学園

を通り新文化複合施設までの通り沿いを、昔の

町屋風の木造建築に整備することにつきまして

は、地域住民、事業者そして行政がそれぞれの

役割を明確に意識し、協力して取り組む必要が

あります。そのためには、景観整備に対する市

民の皆様の理解や住民意識の高まりなどを得る

ことが重要となりますので、今後先進事例を研

究し、米沢市景観賞等による良好な建築物の奨

励や地域の特性を生かした住宅等の景観形成に

ついて検討してまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、子育て支援医

療の外来受診助成対象を中学３年生まで引き上

げられないかについてお答えいたします。 

  医療費助成制度につきましては、御存じのとお

り山形県の助成をもとに子育て支援医療として

県内各市町村ごとに実施しております。現時点

での山形県の制度としましては、就学前の乳幼

児の外来通院費と中学生までの入院の助成を実

施しており、ことし７月からは外来通院費の助

成が小学３年生まで拡大されております。県内

各市町村では、この県の助成制度にさらにそれ

ぞれ独自の事業として上乗せの給付を行ってお

り、本市におきましても、御要望を受けまして

毎年対象を拡大してきております。今年度も小

学６年生まで対象の拡大を行ったところであり

ます。 

  さて、この子育て支援医療の対象者につきまし

て、本市独自にさらに中学３年生までの拡大を

とのことでありますが、受給対象者の増加によ

り給付費に係る財政面での問題とともに、事務

処理体制、人員体制などの課題を勘案しながら

検討してまいりたいと考えております。 

  なお、本来県内どこでも同じ医療給付が受けら

れることが望ましいものであり、引き続き山形

県に対しましては、重要事業の要望などの機会

を捉えて対象者を拡大していくよう要望してま

いりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 御答弁ありがとうござ

います。限られた時間ですので、順番にやって

いきたいところなんですが、ちょっとばらばら

にというとあれですが、順不同でやらせていた

だきます。 

  とりあえず宣伝ということで最初に申し上げま

すが、最初に私が壇上で、今回の質問のテーマ

は一見ばらばらなようで、県外の方にも米沢市
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がいいというところを見ていただき、聞いてい

ただく、最終的には米沢市に住んでもらうとい

うようなことができればいいなというのを、ま

ず根本のところに置いて質問をさせていただい

ているというふうにお話ししたと思うんですが、

普通宣伝というと、新聞の広告であるとかテレ

ビであるとか、そういうところのいわゆる枠を

買って、それで宣伝するというようなことが考

えられると思うんですけれども、米沢市の場合

だとラジオをやったり、そういうことも宣伝の

一つだなというふうに私は思っていて、それ自

体はいいんですが、お金をかけなくてもできる

宣伝というのもあるわけです。例えば、ここで

私が質問して当局の皆さんが答えると、これも

実は宣伝になっているんですね。つまり、ここ

でいいことも悪いことも宣伝になっているとい

うことになるんです。米沢はこんないいところ

ですよと宣伝したいところなんですが、中には

悪いニュースもあるわけです。ちょっと最後の

ほうにしておこうかと思ったんですが、子育て

支援医療の外来の対象の部分とか、もう山形県

内ではほとんど米沢市以外のところは既に実施

しているか、あるいはもう実施するという方向

を決めているところですよね。今回齋藤千惠子

議員とか小久保広信議員あたりもその中で質問

出てきたと思うんですが、結局外から見る人が

米沢を、住民が自治体を選ぶんだというふうな

考え方からいうと、米沢は子育て支援に関して

は後ろ向きだなという宣伝をしているようにし

か見えないわけですよ。ほかの自治体に先駆け

て米沢がぽんとやりますよ、こういうのをやり

ますよ、ほかの自治体よりもっとこういうのを

やりますよというふうなのだったら宣伝効果は

かなりあって、米沢を選ぼうかという方向にな

るかと思うんですが、この場合だと逆に米沢は

後ろ向きなんだ、じゃあ高畠町に住もうかな、

白岩市長になったとたんに中学生までやります

よと、なったとたんにやった。白岩市長は前向

きなんだなと、じゃあ南陽市に住もうかなとか、

そうならないとも限らないわけですよね。国あ

るいは県のほうの施策で、やがては中学生まで

支援対象が広がるかとは思いますが、そうなっ

てから重い腰を上げるように嫌々米沢市がやる

みたいなふうに捉えられたのでは、非常に米沢

のイメージが悪い、非常に後ろ向きだと捉えら

れると思います。今は部長のお答えで、ちょっ

とまだやらないということでしたが、では市長

にお聞きしますが、やろうというお気持ちはご

ざいますか。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 今回の議会でも御質問がありま

したし、前回もあったと思います。一貫して同

じ答えをしてきておりますので、ここで今まで

部長がお答えした答えと違うようなお答えをす

べきではないというふうに思っております。た

だ、たくさんの議員の方から御要望というか、

そういう御意見という形で御質問がありますの

で、そのことは重く受けとめていかなくてはな

らないというふうに思っています。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 部長が今まで答えたこ

とと急にここで違うことを言ったというのでは

大きな問題かと思いますけれども、市長が今ま

ではこういうふうに答えたけれども、やっぱり

よく考えてみるとやったほうがいいので早速始

めますというのは、市長としては別に間違って

いる答えではないと思うんですが、今答えを変

えるつもりはないということですので、その点

はいいです。 

  それでは、愛の武将隊のほうに行きたいんです

が、宣伝効果はあったと、経済効果もあっただ

ろうと、これは数字では幾らというのはちょっ

と示しにくいけれども、それは当局としては認

識しているというお答えでよろしいんですよね。

そういう認識がおありで、今後どうするかとい

うときに、県がお金を出さなくなったので、経
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費がかかるのでやりませんということですよね、

基本的には。ですが、経済効果が目に見えない

というふうにおっしゃられましたけれども、実

は私のところに長野県の上田市というところか

らお手紙をいただきまして、何だろうなという

ふうに思って読ませていただいたらば、この愛

の武将隊を何とか継続してくれということでお

手紙をいただいていました。この中身を読むと、

切々と愛の武将隊のことももちろんですが、米

沢というのはさまざまな武将を生んでいる、つ

まりそういうネタのあるすごくいいところなん

だと。考えてみればそうですよね。この間大河

ドラマになりました直江兼続はもちろんですが、

伊達政宗、米沢では直接ありませんが、上杉謙

信とか名前が載ってくれば当然米沢というのも

名前が載ってきますし、伊達政宗の生誕の地で

もありますし、支倉常長、片倉小十郎、この辺

は直江兼続に匹敵するキャラクターだと私は思

うんですけれども、当然前田慶次であれば大河

ドラマの主人公になってもおかしくないという、

そういうレベルの人ですよ。そういうふうな素

材をたくさん抱えていて、米沢市では余り取り

上げていませんよね。支倉常長は伊達政宗関連

でちょっと出ていますけれども、片倉小十郎な

んか余り名前も載ってきませんし、そういう素

材をもっと生かして宣伝していく材料があるの

に宣伝しないで、むしろ宣伝する以前の問題だ

みたいな、そういうふうな答えになってくると

もったいないと思うんですよね。子供の子育て

とは違いますけれども、何か根っこのところで

ちょっと共通するような認識がおありなのかな

という、私はそう感じてしまうんですよ。 

  ついでといってはあれなんですが、今その署名

運動というのもやっていらして、これ署名運動

の写しを私いただいたので見たら、やっぱり結

構県外の人が多いんですよ。大阪府だとか愛知

県だとかいろいろな山形県外の人たちがいっぱ

い署名して、愛の武将隊を存続させてくれと。

これは、多分同じものが県のほうにも行ってい

て、県知事のほうにももうお渡ししているとい

うふうなお話でしたので、県知事も認識おあり

だとは思いますが、県のほうで動く前に、市の

ほうでもっと積極的にやる方向で、どうにかし

て財源も捻出していくとか、もちろん同じ形で

なくてもいいんです、同じ形ではできないとい

うのであれば人数をどうするとか、いろいろや

りようはあると思うんですけれども、例えば民

間企業にも頼るとか、いろいろなやり方がある

と思うんです。だから、存続の可能性というの

は、そういった意味での存続の可能性を考えて

いらっしゃいますかということなんですけれど

も、そういうことでも存続というものを考えら

れないかどうか、ちょっとお聞きしたいです。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 議員御指摘のとおり、７月

22日か21日から８月31日までのアンケート調査

の中では、300名以上の継続してほしいという要

望書をいただいているということでございます。

私どもとしても、存続に当たってはやはり一定

程度山形おきたま観光協議会と協議をして、デ

スティネーションキャンペーンの期間中までと

いうことにしてきましたけれども、新たにやは

り３市５町となると大変ですので、米沢市独自

で何かできないものかどうかも含めて、来年度

ちょっと独自的な発想で、ちょっと同じ形態で

はなくても取り組んでいけるかどうか検討して

みたいなというふうなことは思っているところ

でございます。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） もちろん、今言ったよ

うに財政的な問題もあるとは思いますけれども、

やはりなくすというのは非常にもったいないで

すし、この宣伝効果というものは非常に大きい

というふうに私は思っているので、ぜひ続ける

方向で御検討いただきたいんですが。 

  来月の13日にハーフマラソンがございますよね、
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そのときにおしょうしなサミットというのを開

きますよね。これはどこ所管ですか、教育委員

会ですか、どこ所管かちょっとあれですが、ハ

ーフマラソンですから、それと一緒におしょう

しなサミットもやるということで、伊達武将隊

であるとか上越のほうのおもてなし隊とか、忍

城のおもてなし甲冑隊とか米沢に結集するんで

すよね。そして、本家の米沢の愛の武将隊は10

月13日はいないのではないですか。これはちょ

っと、ほかからは武将隊を呼んでいるのに米沢

本家の武将隊はどうしたのと、もう解散しまし

たと、それはないですよね。これは私はちょっ

とないなと思っているんですが、多分愛の武将

隊だけではなくて、ほかの武将隊にもかなりフ

ァン、追っかけの人たちがいるんですよ。わざ

わざ米沢で上杉まつりのときに上越の武将隊が

来たときに、上越の武将隊の追っかけが一緒に

来ていたというのもありましたね。ですから、

愛の武将隊にも追っかけの人たちがもちろんい

るんですが、そうした人たちがせっかく米沢に

来てくださるわけですから、経済効果がないと

いうのは絶対ないわけです、かなりの経済効果

があるわけです。私がいただいた署名だけでも

何百人分あるわけです。例えば、愛の武将隊を

使ってミステリーツアーみたいなのをやったこ

とはありますか、ないですよね。例えば、置賜

の各地をめぐるおきたま愛の武将隊と一緒にめ

ぐるミステリーツアーとか、そういうものを企

画してやったら、多分1,000人ぐらいのお客さん

がすぐ集まると思いますよ、全国から。そうい

ったものを企画して何とか残していくような、

そういうやっぱり企画力というか、そういうの

も必要ではないかと私は思うんですけれども、

このおしょうしなサミットに愛の武将隊がいな

いということに関しては、どういうふうにちょ

っと感じていらっしゃるか聞きたいんですが。 

○島軒純一議長 おしょうしなサミットの所管はど

こですか。市長おわかりですか。 

  暫時休憩します。 

 

午後 １時４５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時４５分 開  議 

 

○島軒純一議長 再開します。 

  堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） これは、市のほうの直

接の事業ではないということですけれども、市

長ちょっと、せっかく東日本から集まるのに愛

の武将隊がいないということについてどういう

ふうにお考えか、市長一言だけお願いできます

か。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 たとえ市の主たる事業でないと

しても好ましいことではないので、ではこの状

況を受けてどうするかということを考えていか

なくてはならないというふうに思います。そし

て、あと午前中も齋藤千惠子議員の御質問の最

後に申し上げましたが、従来の既成概念に必ず

しもとらわれないで、新たにいろいろな事業を

展開していくということが大事だというふうに

思います。ましてや、この問題は県が発案して

県が立ち上げて、本来ことしの３月で打ち切り

のところをデスティネーションキャンペーンが

あるがために３市５町がまず肩がわりして半年

やっているという、そういう複雑な経緯があり

ますので、そういう中では幾つかの話が絡んで

しまって、ですから恐らく堤議員のところに手

紙を出された方と同一人物だと思いますが、私

のところにも上田市の熱心な女性の方から手紙

をいただいております。ですから、気持ちはよ

くわかりますが、経緯として県が立ち上げて、

今の時点では３市５町が肩がわりする形でやっ

ているという、そういう状況ですので、そうい
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う中でやはり一度きちんと整理をしてみて、ど

こが実施主体になっていけば長く続くのかとか、

そういうこともありますので、そういうことを

踏まえながら検討しなくてはいけないというふ

うに思っています。ですから、最後のほうで夛

田部長もお答えしましたが、もう終わってしま

ったという話ではなくて、これから新しくどう

していくかということを今内部でさまざまに模

索している、そういう段階だというふうに御理

解をいただきたいというふうに思います。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 終わってしまったとい

う話ではないということですので、ここで本当

に終わられたら困ってしまうわけで、もったい

ないわけですからね。今３市５町がやっている、

３市５町全てがそろうのが理想でしょうが、仮

に３市５町全てが参加しない場合でも、例えば

米沢市とどこどこが一緒にやりましょうと、米

沢市が積極的に声かけをしてやってもらうとか、

そういうことがあると思うんです。実際、ほか

の自治体の首長さんで、やりましょうと言って

くださっていた方もいるというふうに私は聞い

ておりますので、ぜひほかの自治体等にも積極

的に声をかけていただいて、自治体だけではな

くて、民間企業とかそういうものをいろいろ巻

き込んでいくというやり方もあると思うんです

よね。そういうものを、先ほど産業部長も、ど

ういうふうなやり方をやっていったらいいかち

ょっと考えていくということでしたので、まず

終わらせない方向でぜひ御検討いただきたいと

思います。これは要望としておきます。 

  次に、本市の資源を生かした産業の創出につい

てですが、私たち住んでいる者にとって、雪は

余りプラスイメージがないわけです。毎年雪囲

いはしなければならないし、雪おろしはしなけ

ればならないし、雪片づけはしなければならな

いし、小一時間何かとにかくやらなければ車も

出せないというようなのが、米沢、置賜地域に

住んでいる人たちの大体共通の認識かなという

ふうに思います。そういう人たちが、雪を邪魔

者ではなくて、むしろ雪が降ってありがたいと

思えるような逆転の発想ができる、そういうも

のをできないかなと私は考えているわけです。

一つの考え方としては雪室だなというふうに思

ったわけです。雪室をつくるための雪がただで

降ってくるわけですから、ある意味。ただで資

源を我々のところに持ってきてくれるわけです

から、それを使って、例えば農産物であれば付

加価値の高いものをつくれるとか、そういうも

のができるわけですよね。ただ、一農家レベル

で考えると、やっぱり雪菜を雪にかぶせてとい

うレベルになってしまいますが、もっと積極的

に金が稼げるという、そういうレベルまでいく

には大がかりな雪室のほうがいいのかなと私は

思っているんです。さっき川西町のフレンドリ

ープラザでは、もうそういうふうに雪室をやっ

ていますよと、これは川西町の単独事業ではな

くて、国からの補助とか入っていると思います

けれども、米沢市でもそういった大きいものを

つくって、それこそ何万立米という量の雪を市

内あちこちから集めてやれるというような、そ

ういうふうになれば私は除雪も、要らない雪と

いう、片づけなければというそういうのから発

想を変えて、集めましょうと、これはお金だぐ

らいのそういうふうなレベルに意識改革できる

ぐらいに、ちょっと雪を生かしてもらいたいな

と思っているんです。そういう意味での雪室と

いうふうな、ちょっと私も単純で雪室ぐらいし

か思いつかなかったんですが、ほかにももっと

いろいろあると思うんです。ただ、米沢の宣伝

という意味で、食とか文化とか言いましたけれ

ども、企業誘致というのも宣伝でしょう。米沢

はこんなにいいですよと、雪は多いけれども災

害は少ないですよとか、そういうふうな宣伝の

仕方はしているわけではないですか。雪は多い

けれども、というのはマイナスでしょう。でも、
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雪は多いけれども雪室のおかげで冷房料ゼロで

すよ、そうしたらコンピューターのデータのバ

ックアップセンターとか誘致できるではないで

すか。そういうふうな発想で宣伝というのもで

きると思うんです。だから、そういう意味でも

雪室というのは結構いいと思うんですが、その

辺いかが認識していらっしゃいますか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 ただいま議員仰せの雪室に

ついては、雪を活用した産業については、やは

り単純に我々排雪作業で雪を集めている雪ござ

いますけれども、それを利用するということは

非常に困難だと、きれいな雪ではないというこ

とがまず一つ考えられます。そういった点とか、

そういうふうなことを考えますと経済的な面、

経費的な面ですね、それから維持的な面、そう

いったものを考えながら、やはり雪室を活用し

た産業づくりという観点で、研究できるものな

のかどうか、今後の課題にさせていただきたい

というふうに考えております。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 汚い雪が問題だという

ことなので、汚い雪をどうやってきれいにする

かというふうにちょっと考えていただきたいと

思いますが。 

  時間がなくなってきたので、バイオマス発電に

ついてなんですが、市役所と、市立病院の場合

は冷暖房料というのは必ずしも電気料金だけで

はないということなので単純にはできませんが、

それでも両方合わせて年間１億円以上かかって

いるわけです。仮に、バイオマス発電所をつく

るのに10億円かかるとしても、利息を別にすれ

ば10年でペイできる話ですよね、単純に考えれ

ば。20年なら完全にペイできますしね。そうい

うふうに考えると、十分市が事業としてやって

もやっていけるのではないかなというふうに思

うんですが、いかがですか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 経費については、非常に専

門的な分野でなかなか難しい部分があると思い

ますが、今後の研究課題というふうにさせてい

ただきたいというふうに思います。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 今、私ペイできると言

ったので、ぜひペイできるというのを前提にち

ょっと研究していただきたいというふうに思い

ます。ちょっと余り時間もなくなってきました

ので、次に参ります。 

  歩いて楽しめるまちづくりということについて

なんですが、今まで米沢も景観条例とかあって、

古い建物を残していきましょう、大事にしまし

ょうというのは確かにやっているんですが、や

はり点ですよね、町の中にここにぽつん、こっ

ちにぽつんという点ですよね。重点地区という

のをつくって、小野川とかそういうところをや

ってはいますが、もっと積極的にといいますか、

先ほど建設部長がお答えになった通りですよね。

通りのところを昔の町屋風に変える、初めから

ないところなら、つくるというと何かうそっぽ

いですけれども、昔みんなそういう町屋づくり

の外観があったわけですから、その辺の家には。

それを復活させるだけですから。ほかのそうい

う城下町で残っているところというのは、やっ

ぱりそういうところを大事にして、景観条例も

そういうところももちろんありますが、例えば

金沢市であるとか加賀市であるとか、ああいう

ところもそういう町屋再生事業とかやっている

んですよ。お金ももちろん出してやっています

し、条例ももちろんありますし、助成金も出し

てやっているという、そういうことがあるんで

すよね。ただ単に古いものを古いだけに置いて

おくのではなくて、加賀市なんかの場合だと、

外観はもちろん昔の町屋風なんですが、中は住

む人の住みたいようにつくっていいという、中

は結構モダンにつくってもいいという、そのた

めの助成をしますよという、結構助成金もきち
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んと出しているんですよ。パーセンテージ、補

助率でいったら50％までとかというのはありま

すが、外観だけだったら150万円とか、構造の補

強には250万円とか、トータルで1,200万円ぐら

い、これは基金全体ですね。トータルで500万円

ぐらいになるんですか、550万円ぐらい、全部使

えばですが。それだけの補助をもらって、実際

に十何件だか新しくしている、新しくというの

は外観は古いようにつくってですよ。そうやっ

ているというのがありますから、金沢市なんか

の場合だと、その地域の古い町並みがあるわけ

です。ただ、今ですからモダンな家がその中に

ぽつんとあったりするわけです。そういうのは

すごくそこだけが外観が変なので、そこの外観

を変えてもらうための助成とか、そういうのも

やっているということなので、ぜひ積極的に、

今モダンになっている町屋というか通りの外観

をそういう城下町風情に変えていくという、そ

ういう積極的に市のほうでやっていくという、

そういうふうなのが欲しいんですが、どうでし

ょうか、その辺。 

○島軒純一議長 細谷建設部長。 

○細谷圭一建設部長 堤議員お述べのことも重々わ

かりますけれども、最近のやっぱり建築物を見

てみますと、純和風の建物というのはなかなか

お目にかかれないのが実情ではないのかなとい

う気がしております。私のイメージとしまして

も、昔の町屋風だとすると、白壁と木材が主な

ことになるのかなと思いまして、昔大門交番の

東側の通り沿いにはそういった昔の建物が数軒

あったというのはちょっと記憶していて、今の

ところ解体してなくなっておりますけれども、

先ほど申し上げましたように、通り沿いである

程度まとめてそういった整備を行っていく場合

につきましては、やはり地域住民の方、あと事

業者、行政が一体となって進めていかなくては

ならないと思います。当然理解もいただきなが

ら進める必要があるかと思いますので、先ほど

議員のほうから、金沢とか長野とかある程度の

紹介事例をいただきましたので、そういった先

進事例を研究しまして、伝統的建物奨励地域の

特性を生かすことができるか研究してまいりた

いと思います。 

○島軒純一議長 以上で12番堤郁雄議員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１０分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、本市農業の振興施策について外２点、３

番髙橋嘉門議員。 

  〔３番髙橋嘉門議員登壇〕（拍手） 

○３番（髙橋嘉門議員） 明誠会の髙橋嘉門です。 

  長かった３日間の一般質問も、あと２人という

ことでございますので、大変お疲れでしょうが、

肩の力を抜いてリラックスして質問いたします

ので、答弁もよろしくお願いしたいと思います。 

  今定例会での私の一般質問は、本市農業の振興

施策についてほか２点であります。早速質問に

入ります。 

  １、本市農業の振興施策について。 

  周りの田園風景も緑から黄金色となり、実りの

秋を迎えようとしております。「実るほど頭を

垂れる稲穂かな」ことしも豊作であってほしい

ものです。また、この言葉には人間として常に

謙虚であるべきだというような意味もあるかと

思います。私もそうありたいものだと考えてお

ります。 

  さて、昨年来農政の大転換ということで、米の

減反政策を廃止して、農業の構造改革を加速さ

せていくことが示されました。そして「農林水
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産業・地域の活力創造プラン」が出され、農業

を将来に向け持続可能な足腰の強い産業として

いく産業政策と、農業・農村の有する多面的機

能の維持、発揮を図るための地域政策を２本の

柱とする政策がスタートしました。農家にとっ

ては、政権交代でまた変わるのかというような

「猫の目農政」のイメージで、やや冷ややかな

受け取られ方をしているのかもしれません。 

  収穫を控えて、本年の米を取り巻く状況は、25

年産米のことしの10月末在庫が29万トンと見込

まれております。市場では、年々消費も減退し

過剰感が高まっています。この状況で、ことし

が平年作として来年の６月末の米の民間在庫が

232万トン、これは21年の222万トン、このとき

も大変値崩れしたといいますか価格が下がった

年ですが、それを超える在庫というふうなこと

が見込まれ、将来の需給バランスが大きく崩れ、

ことしの米価は大幅に下落すると見られており

ます。実際、早場米地帯での価格が約2,000円か

ら3,000円近く下がっており、本県の主力品種の

はえぬきが１万円を下回るのではないかと言わ

れております。また、来年の米の作付もさらな

る削減、つまり減反が拡大されることが懸念さ

れております。そこで質問いたします。 

  ことしの本市の水稲の作柄について、現時点で

どう予想を把握されているのかお伺いいたしま

す。 

  本年産米の米価を取り巻く状況について、本市

としてどのように認識されているのかお伺いい

たします。 

  また、米沢市のことしの過剰作付の現状を把握

されているかお伺いいたします。 

  農政の転換で「水田フル活用ビジョン」という

ことで、所得拡大対策として飼料米の作付が進

められておりますが、米沢市では余り作付され

ていないようですが、その作付の状況について

お伺いいたします。 

  昨年までの農地・水環境保全対策から、ことし

から多面的機能対策というふうなことに制度が

変わりました。このことについて、受け入れ組

織についてスムーズな移行はなされたのかお伺

いいたします。 

  もう１点ですが、農地中間管理機構が県ごとに

創設され、７月から業務が開始されたと思いま

す。どのような仕組みで米沢市はどのように取

り組まれるのかお伺いいたします。 

  次に、２、公共交通の確保について。 

  このことについては、私はもう４年ぐらいして

おりますが、日本の人口は国立社会保障・人口

問題研究所の推計では、2008年の１億2,808万人

をピークに減少し、2048年には１億人を切り、

2060年には8,674万人になると予想されておりま

す。高齢化率も25％から40％にはね上がり、大

都市に人口が流出する地方はさらに深刻とされ

ております。 

  また、「日本創成会議」はことしの５月に、今

後何も施策を講じなければ、2040年には全国の

約半数に当たる896市区町村の存立が難しくなる

可能性があると発表され、地方にとっては大変

ショッキングなことでありました。本市は辛う

じて消滅の可能性は回避されたようですが、人

口はここ10年7,000人から8,000人は減少してい

るのではないかと認識しております。特に、周

辺地域は少子高齢化は著しく、人口流出・減少

が以前から起きております。生活の利便性や積

雪寒冷地ということからも、将来的に加速度的

に進展していくのではないかと思いますが、い

かがですか。 

  本年５月に、国の「地方公共交通活性化及び再

生に関する法律」の一部改正がなされ、持続可

能な地域公共交通網の形成と面的な再構築、ま

ちづくりとの連携が重視される法律改正があり

ました。 

  さて、この11月からいよいよ一周おくれのトッ

プランナーとして、山上地区においてデマンド

交通システムの実証実験が運行導入されます。
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これは、地域の交通弱者の足を確保して、生活

の維持・保障をするために実施され、登録・予

約制のドア・ツー・ドアで低料金の地域公共交

通として評価されるものと思います。そして、

今後の取り組みについてお伺いいたします。 

  このたびのデマンドシステム、乗り合いタクシ

ーの委託先であるハイヤー協会６社との協議の

中で、どのようなことが課題で、実施に向けて

どうクリアされたのか、協議の状況についてお

伺いいたします。 

  今後、その他の廃止代替バス路線についてはど

のように進められるのかお伺いします。 

  周辺地域における、公共交通の空白地域の市民

要望にどう対応されるのか。私は、その地域お

のおのに状況は異なることから、地域の状況を

調査するために早速座談会などを開催し、これ

までのように時間がかかり過ぎる状況では、必

要とする高齢者もいなくなるのではないかと考

えますので、ぜひ早急に座談会等を取り組んで

いただきたいなと思います。 

  このように、人口減少時代に入り高齢化が進展

する中で、周辺地域の公共交通の空白地域の足

の確保について、また代替バスの路線ごとの対

処療法的な対応でなくて、魅力ある地方都市と

して人口の定住・流出対策を考えるならば、将

来に向けた計画策定が必要と考えますが、取り

組む考えはございませんか。 

  ３、学童保育事業の今後の取り組みについて伺

います。 

  新年度からの子ども・子育て新制度のスタート

に向けて、今定例会では幾つかの条例が提案さ

れておりますが、その中で学童クラブに関する

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準」が初めて条例化されます。これまで

は、国・県によるガイドラインが設定され、措

置・運営されてきましたが、今後は条例による

基準によって進められることになります。 

  本市には、現在31カ所の学童クラブが民間によ

る運営でなされております。しかし、民間の運

営母体は大変厳しい運営状況の中で苦労されて

おります。学童保育連絡協議会を組織して、行

政に対して多くの要請が出されてきております。 

  今後は、設備設置や運営の基準が条例化される

ことで、当局におかれましては基準に沿った厳

しい対応はないと思いますが、反対に民間で運

営をこれまで委託事業としてきたわけですから、

これまで以上に充実した子供たちの健全育成の

ために施策の実施を期待するものであります。

そこでお伺いします。 

  まず、条例の中で指導員について基準がありま

すが、現在でも各運営クラブでの指導員の確保

は、ハローワークでの紹介や山大・短大生の方

によるアルバイトなどでやっと対応している厳

しい状況があります。今後、市として基準に向

けた支援のあり方についてどう考えておられる

のかお伺いします。 

  設備に関する基準では、猶予期間５年をめどに

基準クリアの方向で努力目標とされているが、

今後この基準に向けてどう取り組まれるのか。

学童保育連絡協議会からの要望書への当局から

の回答では、将来的に猶予期間内に基準に適合

しない場合には、利用希望者などを選考などで

制限してでも、その基準適合状態を維持しなけ

ればならないという、このような回答がありま

した。大変心配しております。どのようなこと

でしょうか。 

  そして、需要の高い学童保育事業が、今後施

設・設備の基準をクリアしていくための行政と

しての取り組みはどのように行っていくのか伺

います。 

  また、密接な連携が必要な関連機関として、各

小学校があると思います。小学校施設の利活用

について、去年から教育委員会との協議をなさ

れたと思いますが、現時点での協議の状況と、

以前の答弁ではガイドラインを設けていきたい

というふうなことがありましたが、どのように
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今現状はなっているのかお伺いいたします。 

  以上、３点について壇上からの質問といたしま

す。既成概念にとらわれずというふうな答弁が

ありましたので、ぜひ私たちも概念で質問する

わけですが、やっぱりよりよい米沢市民の生活

向上のために、ぜひ当局も我々も知恵を出して、

よりよい政策を展開できるようなことで、前向

きな答弁をお願いいたします。終わります。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの髙橋嘉門議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、本市農業の振興施策についてお答え

をします。その他につきましては部長よりお答

えします。 

  初めに、平成26年産米価格に関する状況のうち、

米価低迷に関する状況についてお答えをいたし

ます。 

  農林水産省が、ことし８月27日に発表しました

本年産水稲の８月15日現在の作柄状況は、全国

的に豊作基調にあり、また米の消費減少や３年

連続の豊作などの影響で、本年産米の米価下落

を懸念する声が上がっております。 

  本年度から見直しが行われました経営所得安定

対策では、米価下落時の米価変動補填交付金が

廃止され、さらには米への直接支払交付金が10

アール当たり１万5,000円から7,500円に減額さ

れることから、大幅な収入減少による農業経営

への影響を強く懸念しております。 

  このような状況を踏まえて、本年８月26日には

山形おきたま農業協同組合と山形おきたま農協

農政対策本部の連名で、米沢市長と米沢市議会

議長宛てに米価下落対策に関する要請書、請願

書が出されており、今後推移を見守りながら米

価下落に対する支援策の実行を関係機関と連携

しながら国や県に対して要請していく必要があ

ると考えております。 

  次に、本市における本年産米の作柄状況につい

てお答えします。 

  春作業から８月上旬の出穂までは、比較的天候

にも恵まれたことからおおむね順調に推移して

おります。しかし、お盆以降日照不足や低温の

日があったことや、カメムシがやや多いことか

ら作柄への影響が心配されるため、早期落水と

ならないような水管理や適期刈り取りの徹底な

どを呼びかけ、品質、数量を確保していきたい

と考えております。 

  続いて、本市における需給調整の状況について

お答えします。 

  本年産米の本市の需要量は、米の消費量の減少

などから、昨年と比較し629トン減となる1,443

トンとなり、転作率に換算すると、平成25年産

の34.9％から1.6％増加し36.5％となりました。

農業者の皆さんから提出された水稲作付計画の

とりまとめを行った結果、水稲作付目標面積

2,378ヘクタールに対して計画面積が2,321ヘク

タールとなっており、57ヘクタールの超過達成

となっております。７月以降現地確認作業を行

っており、10月中旬には数量及び面積が確定し

ますが、大きな変動はないと考えており、平成

26年産の生産目標数量は達成し、過剰米はない

ものと認識しております。 

  さらに、本市における飼料用米の状況について

お答えします。 

  飼料用米については、本年度から数量払いによ

る交付単価の増額や、多収性専用品種を使用す

る場合の追加支援などの制度の充実が図られま

したが、飼料用米と同様に水稲をつくって転作

作物扱いとなる備蓄米や加工用米の取引価格が

高値で推移していることや、交付金による支援

もあることなどから、平成25年産の70ヘクター

ルに対し、本年産は69ヘクタールと前年を１ヘ

クタール下回る結果となっています。飼料用米

が増加しない理由には、そのほかにも数量払い

に伴って農作物検査が必要になる煩雑さや、標

準反収を下回った場合の交付金の減額、家畜へ
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の給与方法・体系が確立していないことなど多

くの課題があることから、平成27年産に向けて

は米沢地域農業再生協議会内にプロジェクトチ

ームを設置し、諸課題の検証や地域連携の仕組

みづくりを検討することにしており、飼料用米

の取り組み拡大による転作での所得確保も積極

的に推進していきたいと考えております。 

  次に、日本型直接支払制度の多面的機能支払交

付金の状況についてお答えします。 

  多面的機能支払交付金につきましては、前年度

までの農地・水保全管理支払交付金の見直しと

充実により、より取り組みやすい交付金となり

ました。そのため、より多くの農家の皆様に制

度を活用していただくため、ことし２月に全農

家対象の説明会を市内５カ所で開催したほか、

各集落の農業振興組合長を対象とした説明会に

おいても、制度概要の周知を図ってまいりまし

た。また、５月には昨年度までの農地・水の活

動組織と、これまで実施していなかった地区を

対象とした説明会を実施いたしました。さらに

は、地区の要望により各地区に出向いての説明

会も実施しております。 

  このような推進活動の結果、本年度からの多面

的支払いの活動組織は、農地・水からの継続組

織が20団体、そして新たに取り組む組織が７団

体となり、本市の農業振興地域内、農用地区域

の面積から見た実施率は44％から54％に増加し、

施設の長寿命化活動に取り組む団体も９団体か

ら25団体に増加する状況です。 

  今後の予定といたしましては、９月定例会に上

程しております市負担分の補正予算を議決して

いただいた後に、各組織と本市とで協定書を締

結し、交付金の申請手続を行うことにしており

ます。 

  続いて、農地中間管理機構の状況についてお答

えします。 

  初めに、本市の取り組み状況ですが、ことし４

月１日農地中間管理事業が創設され、公益財団

法人やまがた農業支援センターが県から農地中

間管理機構の指定を受けたことを踏まえ、６月

30日には米沢地域農業再生協議会が業務の一部

を受託する契約を締結いたしました。この制度

を活用して国からの支援を受けるためには、地

域での合意に基づく人・農地プランの作成が重

要になることから、７月より関係機関、団体の

職員や農業委員、農業振興組合長などを対象と

した研修会を実施しております。さらに、８月

からは地域の代表者と推進体制や今後の取り組

みの調整を図っており、今後各地域が主体とな

って、農用地の利用、集積、地域の中心となる

担い手の育成、地域農業のあり方などを検討し

ながら、人・農地プランとしてまとめていきた

いと考えており、米沢地域農業再生協議会内に

設置した関係機関・団体の職員で構成するプロ

ジェクトチームが話し合いの支援を行っていき

たいと考えております。 

  最後に、本施策により目指すべき姿についてお

答えします。 

  本市においても、農業従事者の高齢化や後継者

不足などの問題が生じており、農業の競争力を

強化しながら持続可能な地域農業を推進してい

くためには、担い手の育成とあわせて担い手へ

の農用地の集積・集約化を図り、生産コストの

削減を推進する必要があります。これを実現す

るには、地域における農業者の徹底した話し合

いを積み重ねていくことが必要不可欠であると

考えておりますので、この施策の推進により地

域内での話し合いの場を確立し、実情に応じた

多様な経営体の育成、確保を図り、持続可能な

地域農業を目指していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 私からは、公共交通の確

保についてお答えをさせていただきます。 

  全国の例を引くまでもなく、人口減少そして周
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辺地域のとりわけ過疎化は、将来どんどんと進

んでいくものだろうというふうに予測をしてお

ります。こうした中にあって、時代に合った交

通システムのあり方を考える必要があるという

ふうに認識をさせていただいております。 

  まず、最初に山上乗り合いタクシー実証実験に

関するタクシー事業者との協議の状況について

でありますが、課題は何かというふうな御質問

がございました。これは、かねてから答弁をさ

せていただいておりますが、競合いたします交

通事業者の理解、これが最大の課題でございま

す。 

  一つには、バス事業者でありますが、競合する

部分についての理解をいただくこと、それから

タクシー業界さんについては、この新しいデマ

ンドシステムに関する不安、これを取り除くこ

とが最大の課題となっておりました。バス事業

者さんについては、今回の件につきましては御

理解をいただいておりますし、幾度となくタク

シー業界さんと打ち合わせをさせていただく中

で、こうした不安についても払拭をされたもの

というふうに理解をしております。 

  現在、乗り合いタクシーの運行に関して、米沢

地区ハイヤー協議会と調整を進めているところ

でありますが、既に運行主体となる運行事業者

になっていただくことについて承諾をいただい

ております。こうした協力的な雰囲気の中で協

議が進められております。現時点では、山上地

区からの提案内容をベースとして、運行方法等

に関する細部の調整を行っているところであり、

よりよい実証運行となるようさらなる協議を重

ねてまいります。 

  ２点目として、その他の廃止代替路線の今後に

ついてであります。 

  米沢（松原）関根線及び米沢・田沢線、米沢市

役所・万世線の廃止代替路線の現状を見ますと、

乗車人数や運賃収入の減少が続いており、やや

もすると空気バスとやゆをされてしまうような

状況にございます。このままの状態で運行を継

続していくことは、費用対効果の面で決して好

ましくないものというふうに考えております。

再度、暮らしを支えるという公共交通の原点に

立ち返って、より利便性が高く多くの市民の皆

様に利用してもらえるような公共交通にするた

めに、改めて利用する地域住民の方々の意見を

集約し、現状と課題を明確にすることが急務で

あるというふうに考えております。 

  既に、米沢（松原）関根線の主な対象となりま

す山上地区では、地域での話し合いの結果に基

づき実証運行の準備に入っている段階であり、

また米沢・田沢線については地区民アンケート

を実施し、今後の地域内での協議に向けて準備

を進めておりますし、その後万世地区について

も同様に進めたいというふうに考えております。

今後も、順次対象地区との調整を重ねながら、

地域の現状をしっかりと把握をした上で今後の

方向性を明確にしてまいりたいというふうに考

えております。 

  次に、周辺地域における公共交通確保に関する

さまざまな要望への対応についてお答えをいた

します。 

  ただいま申し上げましたように、公共交通は地

域の暮らしを支えるという点で非常に大きな役

割を果たすものであり、その名のとおり公共性

の高い事業であると言えます。周辺地域におい

ては、一部要望等をいただいている地域もござ

いますが、まずは誰が乗るのか、どこに行くか

という本質的な必要性を捉えることが、具体的

な手段を決めていく上で必要であるというふう

に考えております。そのためには、対象となる

地域を最もよく知る地域の方々自身が主体とな

って、地域の現状や課題を把握し、その解決策

について検討を進めていただくことが、持続可

能な仕組みをつくっていく上で非常に大切なこ

とであるというふうに考えております。 

  本市としましては、山上地区、田沢地区、万世
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地区での市と地域が一体となったこうした取り

組みと同様に、地域との協働によって前向きに

地域の公共交通に関する検討を進めていきたい

というふうに考えております。ただし、御指摘

にもございましたが、時間を費やすということ

ではなく、スピーディーな実施と取りまとめに

努めていきたいというふうにも考えております

ので、御理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

  続きまして、市全体の交通の計画づくりについ

ての御質問でございました。 

  現在、本市におきましては、市内の交通事業者

や関係団体、地域関係者等をメンバーとする地

域公共交通会議を設置しながら、随時地域公共

交通に関する協議を行っております。そうした

中で、やはり冒頭申し上げましたが、人口問題

のこともございます。それと、今回の山上地区

でのデマンド交通の実証実験を一つの契機とし

ながら、本市の公共交通の将来像を改めて見据

えるための構想といいますか計画づくりは必要

だろうというふうに改めて認識させていただい

ているところであります。そうした場合につい

ては、ただいま地域公共交通会議のことを申し

上げましたが、そればかりでなく行政や交通事

業者、それから関係団体はもとより、さまざま

な関係者や市民による協議の場を改めて設定を

した中で、市全体の地域公共交通について議論

し、その方向性を明確にしていく必要があろう

というふうに考えております。 

  現在といいますか、これからでありますが、山

形大学から公共交通について研究をなさってい

る御専門の先生を御紹介させていただこうとい

うふうに思っておりまして、専門的な見地から、

あるべき論としての米沢市の方向性、そして米

沢市の課題、こういったものを整理させていた

だいた上で、ただいま申し上げました新たな公

共交通システムを考えるテーブルを開催させて

いただければというふうに思っております。そ

うした中で、今後の方向性について検討をさせ

ていただきたいというふうに考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、学童保育事業

の今後の取り組みについてお答えいたします。 

  放課後児童クラブ、いわゆる学童保育事業につ

きましては、平成27年度からの子ども・子育て

支援新制度の地域の子育て支援事業として位置

づけられ、今年度策定の子ども・子育て支援事

業計画においても、ニーズ量に基づく施設整備

を含む確保の方策を策定することが市に求めら

れております。 

  現在、まだ放課後児童クラブへの交付金などの

詳細が不明でありますことから、国の動向を注

視している状況であります。そのような中、支

援員、今回御質問のいわゆる指導員につきまし

ては、保育士などの有資格者で、かつ県が実施

する支援員向けの研修を受けることが必要とな

ります。 

  市としましては、放課後児童クラブにおいてよ

りよい支援を子供たちが受けられるよう、支援

員の質の向上を目指し、研修などを積極的に行

ってまいります。支援員の配置・確保につきま

しては、１つの支援の単位当たり２人以上の配

置が必要ですが、そのうち１人を除き補助員に

かえることが可能とされております。支援員は、

県が実施する研修を修了することが必要とされ、

平成32年３月31日までの修了予定者を含むこと

とされておりますので、資格要件の面におきま

して経過措置を設けて対応させていただきたい

と思います。 

  次に、放課後児童クラブで受け入れることので

きる児童数は、保育室などの面積によって決ま

ってまいります。また、１つの支援の単位は40

人以下となっております。支援の単位は、施設

の定員を示すものではなく、学校でいうところ
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の学級をイメージしたものになります。例えば、

面積基準により50人の定員規模となる施設にお

きまして、支援の単位を25人ずつ２つとし、１

つの支援の単位当たり２人の支援員などを配置

することで事業を実施することが可能となりま

す。施設の定員を40人以下としなければならな

いわけではありませんので、即座に受け入れを

制限しなければならない状況になるとは考えて

おりません。また、１つの支援の単位を構成す

る児童の数につきましても、登録している児童

の数ではなく、毎日利用する児童数に週２日か

ら３日の利用者など一時的に利用する児童数の

平均利用人数を加えた人数となり、施設の実情

に合った運営を行っていただけるものと考えて

おります。 

  次に、平成27年度からの放課後児童クラブの基

準につきましては、児童福祉法の改正により市

が関与し、施設などの指導監督を行うこととな

ります。まずは、各放課後児童クラブに対しま

して、基準などを含め新制度に向けた御説明を

行う予定であります。その後、各放課後児童ク

ラブから事業の目的や事業に対する運営方針な

どの届け出を市に対して行っていただく予定で

あります。その届け出により、各施設の専用面

積を確認し、施設の定員につきましてもその中

で確認を行っていくことになります。この面積

基準につきましては、５年の猶予期間を設けて

おります。これは、現在利用されている児童が

面積基準で入所制限の対象となることを避ける

ためのもので、現行の利用人数に対し面積基準

が満たされていない場合は、この５年間の間に

施設の増築などを行っていただくことになりま

す。その際は、昨年度実施しましたニーズ調査

の結果などから算出した量を考慮し、子ども・

子育て支援事業計画で確保の方策についても検

討してまいりたいと考えております。 

  次に、教育委員会との協議の進捗についてであ

ります。 

  学校の余裕教室を活用した放課後児童クラブの

事業につきましては、個別の対応ではなくこど

も課が放課後児童クラブの総合的な窓口となり、

教育委員会と調整を進めていくことで、昨年か

ら教育委員会と利用に関する協議を行っており

ます。また、このたび７月31日付で国の通知で

ある放課後子ども総合プランにより、学校など

の公共施設の積極的な活用が新たに示されまし

た。したがって、今後具体的な活用に関し、そ

の対応策について教育委員会とさらに協議を深

めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 髙橋嘉門議員。 

○３番（髙橋嘉門議員） ことしは豊作が見込まれ

るということでございます。実際、統計センタ

ーといいますか農水省では、９月下旬に正式な

作況が出ると思います。それで、やや良という

ふうなことのようでございますが、その中で、

今米の買い入れの概算金ということになるわけ

ですが、これが大変2,000円以上下がるのではな

いかというのが集荷業者、特にＪＡの中で言わ

れているわけですが、このことについて、当然

去年の米価も下がった経緯がございます。です

から、はえぬきなどはやっぱり１万円を割るの

ではないかと。そうしますと、10アール当たり

本当によいところで10俵600キロ弱ですから、当

然１万円では10万円、これは生産費を賄えない

わけですね、10万円では。当然、今土地の集約

で土地を賃貸借しておりますので、小作料が下

がっているにしても、その小作料も賄えない、

そしてなお労賃も出ない。ですから、これは実

際農家の経営のやり方もあるわけですが、その

辺やっぱり十分に考慮していただきまして、今

後の対応については農業委員会なりと綿密に協

議しながら進めていただきたいなというふうな

ことを思います。そんなことで、米価について

は大変心配しておりますし、規模拡大を目指し

ている中で、規模の大きいところほど大きな赤
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字が出るというふうなことになりますので、そ

の辺も考慮いただきたいなということを思いま

す。 

  それで、飼料米のことですが、飼料米について

は春の代表質問でお聞きしましたが、なかなか

需要を見出せないといいますか、家畜への給餌、

与える形がまだ確立といいますか、量が確保さ

れていない、需要が確保されていないというふ

うなことなわけですが、今後その需要について

農林課なり、例えば県の動きとして需要拡大を

つくっていくというふうな取り組みは今現在あ

るのでしょうか、お伺いします。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 飼料用米の転作については、

補助金の拡大を促しており、政策的にはいいの

ではないかなというふうには思っておりますが、

養豚等の面でも需要はあると考えておりますが、

価格面では外国産とのバランスの問題もあって

非常に懸念される課題なのかなというふうに思

っているところでございます。 

○島軒純一議長 髙橋嘉門議員。 

○３番（髙橋嘉門議員） 詳しく言いますと、飼料

米もいろいろあって、例えば主食用米を飼料米

に向けるというのがあるんですが、それがいろ

いろ手続が難しい、検査をきちんとして何俵収

量があって幾ら出したというようなことになっ

ているわけです。それで、飼料用米の飼料専用

の米もあるわけです。その作付がなかなかない

というところなわけです。ですから、ＪＡとい

いますか集荷業者では、備蓄米の拡大というか

加工米の拡大を目指しているようでございます

が、やっぱりなかなかそういった意味では、こ

の米の低米価では備蓄米も下がる、加工米も下

がるというふうな現実がありますので、ぜひそ

の飼料米向けの需要の拡大あたりが、ちょっと

今後大切な課題ではないかと考えます。 

  あと、今回農地・水保全から直接多面的機能に

なっている中で、組織がいろいろふえてきてお

ります。これについては、手を挙げないと農家

には何の恩恵もないということで、前回までで

すと地域ぐるみで、農家以外の方も参加しない

とだめだというのがあったわけですが、今回は

農家だけでも組織して手を挙げられるというこ

とになったからやりやすくなったということに

なるわけですが、なかなかその農地の維持をし

ていくという概念というか考え方が、ちょっと

農水省の机の上で考えていることと現実は違う

と私たちは思っているんですが、というのは、

やっぱり今までいろいろ草刈り等の保全をやっ

てきたわけです、何のお金ももらわないで。と

ころが、今度の農地維持は、草刈りをやればあ

る程度共同作業とか何か出るという形になって

おりますが、ただその認定というか、その形が

大変厳しいんですね。数字的に根拠があるのか

とか、面積で払ってはいけないとか。ですから、

これはいろいろ共同作業なんてしょっちゅうや

っているものではないのですから、あと掘り上

げなんていうのは年に一度しかやらない。そん

なことのために、例えば10アール当たり1,000円

というものを組織に来ても、これは使い切れな

い。ですから、もう少し農家の方に有効に利用

できて、そして農地が保全できるということを、

やっぱりもう少し現場から吸い上げるべきでは

ないかなというふうなことを私たちは思ってい

るんですが、その辺なかなか農林課の方々も苦

労していると聞いております。ですから、ぜひ

市・県を通じて、そういうもう少し現場に合っ

た施策の展開について要望していただきたいな

というふうなことをお願いしたいと思います。 

  あと、春の質問で、管理機構が設立されて、

人・農地プランの中で有利にといいますか、人

に貸し出すときに荒れた土地ではなかなか借り

ない、また小さい区画ではなかなか借りる人が

いない、その中で簡易な土地改良ができるとい

うふうな答弁があったんですが、その辺どうい

うふうに進んでおられますか。 
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○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 農地中間管理機構につきま

しては、県に創設された遊休農地解消措置の改

善や、青年等の就業促進策の強化、農業法人に

対する投資の円滑化などを講じるために創設さ

れた制度であります。本市としては、このよう

な国の農業政策を追従しながらも、農家の方が

安心して経営をしていけるようにしていかなけ

ればならないというふうに考えているところで

ございます。 

○島軒純一議長 髙橋嘉門議員。 

○３番（髙橋嘉門議員） ですから、当然そういう

制度的な設計も必要かと思いますが、やっぱり

問題はそれにかかわる施工費用なわけです、土

地改良となりますと。ですから、その辺をやっ

ぱりある程度、例えば今大きな大区画、そうい

う土地区画整備的な部分ではなくて小規模なと

いうふうなことかと思いますが、大変使いやす

いと思います、そういう制度設計が出れば。そ

の辺、ひとついろいろな形で、中山間地対策ま

たそういった意味での荒廃した農地の改善等も

含めて大変有効ではないかと私は思っています

ので、ぜひその辺政策設計していただきたいな

というふうなことを思います。 

  あと、農業関係で最後に置賜の自給圏構想とい

うことで、７月に社団法人化ということでなり

まして、置賜３市５町の首長さんなりも賛同さ

れております。それで、この間社団法人化とい

うことで設立されまして、いろいろ置賜圏域の

農作物からいろいろな人、物、そういったもの

を置賜の中で循環して経済効果を上げようとい

うふうなことがあるようですが、市長のその辺

この構想というか考え方、認識についてお伺い

したいと思います。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 置賜自給圏推進機構につきまし

ては、構想の柱であるエネルギーと食、住の地

産地消という考え方には共感をいたしておりま

す。この構想実現のために、再生エネルギー部

会、地産地消推進部会など８つの部会が設けら

れて事業を計画しているようですが、今年度は

本格的な事業活動をするための準備期間と位置

づけて、今のところ具体的な事業展開には至っ

ていないようですので、今後の内容を見させて

いただいた上で、行政としてどんな協力支援が

できるか検討したいというふうに考えていると

ころです。 

○島軒純一議長 髙橋嘉門議員。 

○３番（髙橋嘉門議員） いろいろ今後、紹介とい

うふうなことできょうさせていただきましたの

で、やっぱり私考えるに、各市町村ごとの単位

で地産地消、いろいろなそういった努力をされ

ていますが、置賜圏域という、当然米沢市を含

めた３市５町は広域行政でもつながりがある、

またＪＡもあるということも含めて、いろいろ

そういった意味で、この経済圏ということを意

識しながらいろいろ取り組まれていくほうが有

効なのではないかと考えますので、ぜひ今後と

もそういう発想の中で、各首長さんの中でも話

題になればいいなと思いますが、よろしくお願

いしたいと思います。 

  あと、次に移ります。公共交通ですが、地域公

共交通会議が設置されたというふうなことで、

これは大変今後いろいろあるわけですが、競合

する部分、またタクシー業界の不安、これにつ

いて、私たち去年八女市でいろいろ担当者の方

にお聞きして、やっぱりそういうデマンドをや

ればタクシーに乗らなくなるというふうなこと

はわかるわけですが、ただ、一つ大事なことは、

その周辺地域、空白地域の中で、例えば高齢化

世帯、これは１人の高齢化世帯の例でしたが、

夫婦２人ですが、じいちゃんが病気になった。

そして、その医者通いにタクシーでいつも通っ

ていて、タクシー代が往復で年間70万円近くに

なる、それで年金がなくなる。こういう話が、

やっぱり地域公共交通会議というか、業界の中
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でそういう座談会なり高齢者との話し合いの中

で出てきたという話をして、結局は人口減少社

会で乗る人は少なくなるわけです、あと車を持

っている人は乗らないし。ということは、年々

ハイヤー業界とかそういう業界は縮小するわけ

ですよね、将来。そういった不安を一つ考えて

いったときに、公共交通の中できちんとした位

置づけを持って地域の足となっていく、そして

ある程度所得というか収入を得られるという事

業に展開していくという考え方、これが大事だ

というふうなことを言っておりましたので、や

っぱり本当に何でも人がいなくなれば廃止にな

る、なくなるという社会ではなくて、いろいろ

な新しい仕組みを生み出していく努力とか協力、

これがやっぱり事業者の中で話題となるべきで

はないかと私は思うんですが、その辺について

どうですか、部長。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 今御指摘のその事例とい

いますか、そうしたお話も重々承知をしており

ます。タクシー業界さんが置かれている将来不

安といいますか、今の現状、お苦しみのところ

も事情はわかります。ただ、またもう一方でバ

ス事業者もございまして、既存の交通事業者を

いかにバランスよくといいますか、両立できる

ような格好で地域の中で維持継続をしていただ

くかというのが、今の国の考えの中での地域の

公共交通システムだろうというふうに思います。

ただ、そういう中でもニーズは間違いなく変わ

ってきておりますので、いわゆるその路線バス

のこれだけの利用者の減少というのは、おっし

ゃるように、高齢者でも車をお持ちの方がどん

どん人口的に割合的にふえてきているという部

分も当然あるわけでありますが、やはり市民の

皆さんのニーズから少し見放されてきつつある

というところは実感をしておりますので、新し

いさらに便利なシステムとして、今回山上で実

証実験をさせてもらうわけでありますが、こう

したものの拡大を図っていければというふうに

基本的に考えております。 

○島軒純一議長 髙橋嘉門議員。 

○３番（髙橋嘉門議員） ことしの５月の地域交通

活性化再生法という法律、私ももうちょっと勉

強しなくてはならないんですが、その中でいろ

いろな既得権というか許認可、そういったもの

についていろいろかかわってくるわけですが、

東北運輸局でこの改正によって、地域公共交通

のいろいろな話題を持っている人というか実践

を持っている人の紹介する制度みたいなのが出

たようですが、その辺やっぱりいろいろそうい

う意味では、似たような米沢と同じような状況

下にある地方都市はたくさんあるのかなと思い

ますので、ぜひそういった地域公共交通会議の

機会の中で、いろいろな講師の方とか、その先

ほど山大の先生等ありましたが、そういったこ

とをちょっと意見交換というか、そういったこ

とができればいいなというふうなことを思いま

したので、よろしくお願いします。 

  あと、部長も行かれましたが、川西と飯豊を視

察しましたが、私も総務文教で行ったわけです

が、当然私もデマンドがベストのシステムとは

思っておりませんし、やっぱり実情に合った公

共交通が大事だなと。川西では、限りなくタク

シー業界に近い仕事だというふうなことを言っ

ておりました。また、飯豊はやっぱり結構うま

くやっておりますが、ただその行き先が、自分

の飯豊ではなくて長井なんですよね。結局、ス

ーパーとか医療機関は長井にあるので、飯豊か

ら長井に乗せていく。すると、税金を使って長

井に経済効果を与えるというふうな話になって

おりましたが、その辺なんですけれども、市長、

観点を変えて、やっぱり中心街ににぎわいをつ

くらなければならないんだということを一つ置

いて、そこに人を連れてくるという発想でいろ

いろな交通システムを考えていくような、そう

いう発想が必要ではないかと思いますが、その
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辺それを今度具体化していく、市内循環バスな

んていうのは本当に乗ってくださって大変結構

で、観光客も。でも、やっぱり市内ににぎわい

をつくるという一つの発想で、周辺部から、例

えばそれは図書館ではないかもしれません、買

い物、医療機関、そういった目的も結構ですの

で、そういった発想を持って具体的に施策をし

ていくという、そういった取り組みも必要では

ないかと思いますが、いかがですか。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 お話を伺っていて、極めて重要

な御指摘だというふうに思います。例えば、Ａ

という店がある、Ｂという店がある、Ｃという

店がある、そして市民の方、このＡＢＣどこに

買い物に行っても構わないわけですが、ただ町

なかにＣという店があって、そこまで行ける、

足が整備されているとなってくると、町なかの

にぎわいというのは出てきますので、そういう

意味からも非常に大事なことかというふうに思

います。 

○島軒純一議長 髙橋嘉門議員。 

○３番（髙橋嘉門議員） そんなことで、やっぱり

やってみないとわからないところがたくさんあ

るわけですので、そういった意味では優秀な職

員の方々の発想力、特に若い方々の既成概念に

とらわれない発想力なども期待するべきではな

いかなと思いますので、よろしくお願いします。 

  学童保育についてお伺いいたします。 

  今回、基準の条例化というふうなことがあって、

それで当然指導員、援助員という方々について

は、これは不定期な雇用ということになるかと

思います。例えば、放課後ですから３時からと

かそういったことになるし、また何人当たり何

名の指導員の方というふうなことになるかと思

いますが、そういった意味では、どういう人材

をその学童の事業に協力いただけるかというこ

とも考えながら、やっぱり雇用的な部分では安

定していないからだと思います。そういった意

味で、これは当然委託料とかの中から給料も払

うわけですが、例えば雇用保険的なもの、あと

共済的なもの、これは当然私は市で払えとは言

いません、その福利厚生的な部分を手続をまと

めて市でやってあげるとかそういう感じで、運

営母体ではそのいろいろな保険料的な部分は出

しますが、そういったある意味そういう保障的

な部分を安定していくといいますか、また事務

的な部分については行政で、31カ所もあるんで

すから、それをまとめて作業をしてやるという

のも大事かなというふうなことを思うんですが、

その辺雇用の形態について、運営母体のほうか

ら相談というのはございませんか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 ただいま議員御提案のま

とめて保険の請求というふうな事務の形態なん

ですけれども、今のところちょっと私どものほ

うに、具体的にそういった話をお伺いしている

ということはございません。 

○島軒純一議長 髙橋嘉門議員。 

○３番（髙橋嘉門議員） その辺、なぜ指導員の確

保が難しいのかということをもう少し突き詰め

ていただければなと思いますので、ぜひ連絡協

議会という組織もございますので、その中での

御意見等もお聞ききしたいと思います。 

  それで、指導員の資格的な部分では、最後の条

項で市長が認めるというふうなことになってお

りまして、あと研修を受けた方ということです

から、これは当然アルバイトの方でもいいわけ

ですが、やっぱり良質な子供の育成ということ

を考えれば、施設もそうですが、指導員の方の

質の向上的な、また人間的な部分のいろいろな

そういう安定というのが大事かなと思いますの

で、その辺指導員の確保についていろいろ御支

援をしていただければなと思います。 

  あと、教育委員会との協議の中で、利活用、こ

れは前の高橋壽議員も聞いておられましたので、

それで、教育委員会から３点がクリアできれば
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ということでありました。学校運営に支障がな

いこと、余裕教室があること、セキュリティー

が確保されること、この３点がクリアできれば

できるというか、やれる方向なんだということ

でしたが、この辺学校によっていろいろ状況が

違うのではないかと思います、例えば大規模校

と小規模校の。その辺、私はこの３点のこのよ

うなクリアの問題は必要ですが、やっぱりそこ

に何らかの優遇制というか、規模が違う学校ま

た状況が違う学校によって、ある程度融通をき

かせていくようなこととか、その辺必要ではな

いかと思うんですが、その辺はどうお考えです

か。これは教育委員会のほうにお聞きしてよろ

しいですか。 

○島軒純一議長 船山教育管理部長。 

○船山弘行教育管理部長 高橋壽議員の質問にお答

えしたとおりの基本線は基本線でありますが、

今議員が言われたとおり、それぞれ学校によっ

て規模も違いますし、あと条件も違いますので、

その辺は十分協議をさせていただきたいという

ふうに思います。 

○島軒純一議長 以上で３番髙橋嘉門議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２１分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○島軒純一議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議を日程終了まで時間を延長

することに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、ＪＲ米沢駅について外３点、11番遠藤正

人議員。 

  〔１１番遠藤正人議員登壇〕（拍手） 

○１１番（遠藤正人議員） 自民クラブの遠藤正人

です。 

  この壇上に立ちますと、一抹の何とも言えない

緊張感を覚えます。これは、この壇上から市議

会議員として発する言葉に責任があるためでし

ょうし、またその言葉により、税金として集め

られた公金が執行されることがあるという重さ

があるからでしょう。私も、この壇上に立つ機

会がもうわずかになりました。当局におかれま

しては、丁寧な御回答をお願いをいたしまして、

本日の質問といたします。 

  このたびも、米沢の歴史に少し触れてから質問

をいたします。米沢といいますと、食べ物の代

表は米沢牛であります。また、歴史上の人物を

挙げればといえば、多くの人物の中でも上杉鷹

山公でありましょう。その上杉鷹山公は「なせ

ばなる」の言葉にありますように、民でありま

す市民のために、財政改革を初め多くの殖産興

業をなされました。では、上杉鷹山公は初めか

らそういったことをなさったのでしょうか。と

いいますと、幾多の事情があり、そしてよき先

生、恩師とのめぐり合わせがあったから、その

偉業が達成されたようです。鷹山公の先生は、

細井平洲先生であります。平洲先生は、皆様も

御存じでありますように、1728年に尾張の国に

お生まれ、若きころは京都や名古屋で学問を学

び、そして18歳のときは長崎に遊学しました。

そして、その後江戸に出まして家塾を開き、そ

の名を嚶鳴館と名づけました。平洲先生と鷹山

公の出会いは、米沢藩改革派の青年藁科松伯や、

江戸家老だった竹俣当綱なども門人だったこと

もあり、その御縁で鷹山公14歳のとき、江戸の

桜田邸で初めて平洲先生を賓師としてお迎えし、
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講義がなされたのであります。儒学者の平洲先

生は、米沢にもお越しになりました。鷹山公の

学館の再興、建設では、学館に興譲館と名づけ、

鷹山公からの諮問に応え「建学大意」を書かれ

ました。その後、平洲先生の３度目の下向では、

山また山の板谷関を越えて関根に差しかかり、

鷹山公は羽黒堂で平洲先生をお迎えをしたお話

は、地元ではよく知られた話であります。 

  ９月19日を興譲館高校の創立記念日にしている

のは、平洲先生が鷹山公の招きにより米沢にお

越しになられた安永５年の９月19日、興譲館に

おいて書経を講義され、そして「学則」を定め

たことに由来いたします。 

  さて、今月の27日には、山上地区羽黒神社境内

で、敬師のこころライトアップコンサートや、

10月26日には山上コミセン、敬師の里未来づく

り委員会主催の敬師のこころを学ぶ事業も開か

れます。ぜひお聞きしたいものであります。 

  私も、この場におきまして市議会議員として質

問させていただけることに、まずは感謝いたし

ます。細井平洲先生のように、私にも幾多の恩

師がおられますが、この議場においても、今直

接私の質問をお聞きになられております恩師の

小林栄先生を初め、多くの恩師の方に感謝とそ

して深い敬意を持っております。ありがとうご

ざいます。 

  さて、それでは質問に移らせていただきます。 

  このたびは、大きく４点につきましてお尋ねを

いたします。 

  まず、１つ目はＪＲ米沢駅についてであります。 

  今や、県外からの電車による観光客の皆さんを

お迎えするのはＪＲ米沢駅であります。多くの

観光客の皆様には、おもてなしの心と、米沢で

お金を使ってくださることに感謝しなければな

らないわけでありますが、そこで、初めて来ら

れた方は事前の情報収集をなされて来られた方

もおいででしょうが、どうしても有効な米沢の

情報を得たい場合もあります。そこで観光案内

所があるわけであります。 

  観光客の皆さんが、新幹線から米沢駅におりて、

米沢市内の情報を得るために観光案内所を利用

していただくことになりますが、あながち看板

の見落としなどで観光案内所の利用ができなか

ったとお聞きしたこともありました。そこで、

観光案内所へお回りいただきやすくする工夫を

もう少し凝らしてはどうかと思いますが、いか

がでしょうか。 

  次に、観光客が記念撮影できる場所についてで

あります。 

  観光客の皆様が、駅周辺で記念撮影をする場合

のスポットはどこでしょうか。米沢牛や上杉鷹

山公などのモニュメントが見当たらないという

声をお聞きいたしました。新たなスポットを設

けてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

  そして、駅舎２階部分の利用についてでありま

す。 

  駅舎の２階部分には、物産展示室がありますが、

その隣には有効なスペースがあり、最近山形大

学が主催で「駅ファブ」ができました。そのこ

とを含め、２階部分の利活用について教えてく

ださい。 

  また、駅舎の景観についてであります。 

  米沢駅の駅舎は、山形大学工学部の旧館をモチ

ーフにして建設をなされました。もう少し、建

物の景観を似つかわしくしてはどうかという市

民の方からのお声もありますが、屋根の色も含

め、色合いの調和をさせてはどうかと思います

が、いかがでしょうか。 

  次に、２つ目は除雪・排雪のレベルアップにつ

いてであります。 

  米沢市は豪雪地帯であります。最近は、運動を

兼ねてか、雪道でも進んで歩く方が以前より多

く見受けられます。そこで歩道除雪のレベルア

ップが必要と思われます。特に、車道と歩道の

間に堆積された雪が、歩行者の身の丈より高く

ならないうちに排雪がなされればいいなという
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市民の声もありますが、余り堆積された雪が高

いと恐怖感を感じることもありますので、歩行

者の安全を踏まえ、歩道除雪についてはどのよ

うな基準や排雪の対応をしているのかお尋ねを

いたします。 

  一方、３月の除雪出動の基準の見直しについて

お尋ねをいたします。 

  昨年度は、３月の除雪出動の基準が、降雪が15

センチ以上の場合となっていますが、連続した

降雪の場合の日などは、歩道が除雪されていな

いと、特に長靴を履かない高校生などは車道を

歩きまして、大変危険であります。柔軟な対応

といいますか、３月の除雪出動の基準の見直し

が、降雪10センチ以上に以前のように変更でき

ないものかお尋ねをいたします。 

  また、主要幹線道路排雪と町内協力会排雪の効

果的手法についてであります。 

  主要幹線道路が先に排雪をされないと、町内協

力排雪が進まず、また町内会で負担するダンプ

代もかさみます。そこで、主要幹線道路の排雪

を先行的に早期に実施する排雪体制がとれない

かお聞きいたします。 

  次に、３つ目は山形大学工学部との連携につい

てであります。 

  まず、山形大学工学部には、留学生が多いこと

も特徴なようです。そこで、クロス・カルチャ

ー、すなわち異文化に触れる市民講座的な何か

講座を開き、市民の皆さんと留学生の交流を生

かしてまちづくりができないものか。山大の留

学生と市民との交流や市内の小中学生との交流

をもっと推進して、異文化の相互理解をするこ

とや、山形県や米沢市近隣の自治体が外国人観

光客受け入れをするための何かしらの手助けに

ならないものかお尋ねをいたします。 

  次に、産学官の連携の推進についてお聞きいた

します。 

  現在の山形大学との産学官の連携はいかがでし

ょうか。自治体間の地域間競争の中で、産学官

の連携は重要と思われますが、現在の状況はい

かがでしょうか、教えてください。 

  また、将来的に工学部の教養課程を米沢に移転

できないものかお尋ねをいたします。工学部は、

現在フレックスコースがあり、教養部分室もあ

りますので、将来的に工学部の教養課程を米沢

に移転できないものかお尋ねをします。市内に

おける経済的効果大と思いますが、どうでしょ

うか。 

  ４つ目は、高速道路のインターチェンジ周辺の

まちづくりについてであります。 

  道の駅は、高速道路完成までに完成できるかお

尋ねをします。平成29年度には、東北中央高速

道路が完成予定ですが、開通に合わせたタイム

リーな道の駅完成を要望しますが、予定ではど

うでしょうか。 

  また、一方、米沢北インターチェンジ周辺の土

地の利活用についてお聞きします。 

  現在、窪田地区にあります米沢北インターチェ

ンジ周辺の土地は、将来に向けて有効に活用さ

れ、米沢に元気が出るような土地の利活用が望

まれます。そこで、本市における将来的ビジョ

ンと現在の土地に対する規制などをお聞きしま

す。 

  以上、大きく４点につきましてお尋ねをいたし

まして、壇上からの質問とさせていただきます。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの遠藤正人議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、山形大学工学部との連携についてお

答えをいたします。その他につきましては部長

よりお答えをします。 

  本市では、現在中国やマレーシアを初め15カ国

から74名の留学生が山形大学工学部で学んでお

り、異文化交流の面でも大変恵まれた環境にあ

ると見ています。この特徴を生かしてグローバ

ルな視野を持った人材の育成をすべきという御
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意見は、全くそのとおりだと思います。本市に

は、米沢市国際交流協会や米沢市日中友好協会

といった交流団体があります。米沢市国際交流

協会では、留学生を講師に招いての国際理解講

座のほか、芋煮会や雪灯篭まつりでの灯籠づく

りなどによる交流を行っています。また、日中

友好協会では、交流の集いとして中国の留学生

たちがギョーザなど自国の料理をつくり、日本

の餅つき体験をするなどして市民と交流する事

業を行っています。異文化交流によって市民が

広い視野を持つこと自体、意義のあることです

が、地方の小さな企業であっても海外に市場を

求めたり、海外と取引しなければ生き残ってい

けないような時代になっておりますので、その

点からも異文化交流、国際交流を盛んにしてい

きたいと考えています。 

  続いて、産学官連携の状況についてお答えしま

す。 

  新産業創出協議会やコンベンション協議会、ビ

ジネスネットワークオフィスなどの産業振興に

直接かかわる分野はもとより、置賜地区雇用創

出協議会や米沢市雇用創造推進協議会等の雇用

創出確保分野や企業誘致促進協議会等による企

業誘致活動にも山形大学工学部に参加していた

だいていることなど、産学官が一体となって地

域課題の解決に取り組む体制を構築してきてお

ります。こうした中で、産業振興関連団体の会

議の際には、山形大学工学部から飯塚学部長を

初め多数の先生に参加していただいており、大

学での研究の状況を市内企業に知っていただく

とともに、企業の問題解決に大学の研究を生か

していただいております。あわせて、本市では

産学ものづくり専門員を配置しており、大学と

企業の橋渡しなどを行っており、産学官の連携

組織を活用した産業振興を図っています。また、

産学官連携の新たな取り組みといたしましては、

昨年度から実施しておりますＲＩＴ事業による

ドイツ連邦共和国ザクセン州の企業との有機エ

レクトロニクス関連分野を中心とした経済交流

活動に取り組んでいるほか、本年から本市と山

形大学で米沢オフィス・アルカディアにおける

サイエンスパーク構想の検討なども行っていま

す。このほか、先月30日に御質問にもありまし

たが、米沢駅の２階にある展示室を活用して、

山形大学の先生が取り組んでおられる駅ファブ

事業につきましても連携して取り組んでいます。 

  続いて、１年生の教養課程を米沢キャンパスに

移転できないかとの御質問にお答えします。 

  現在、山大工学部のシステム創成工学科以外の

１年生は、小白川キャンパスで基盤教育科目を

学び、２年次から米沢キャンパスに移っていま

す。去る平成25年12月の一般質問でもお答えし

ましたが、入学時から米沢のキャンパスで学ぶ

ということは、より早く米沢の生活になじみ、

まちや市民とのかかわりを深めながら充実した

学生生活を送ってもらうことにもつながり、学

園都市を推進する立場としましても、より望ま

しい姿であると考えています。しかしながら、

教養課程を本市に設置することは、大学側にと

り、必要な教員や新たな教室の確保など多くの

課題をクリアする必要があり、最終的には大学

側が教育的な視点を最優先に見据えて判断する

ものと思われますが、大学側へ働きかけていか

なければならないと考えています。また、第二

中学校移転後の跡地をキャンパスに活用するこ

とについては、あくまでも手法についての御提

案でありますので、移転方針が決まった後の選

択になるかというふうに考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、１番のＪＲ米沢

駅についてと、４番の高速道路のインターチェ

ンジ周辺のまちづくりについてお答え申し上げ

ます。 

  まず、初めにＪＲ米沢駅構内にあります観光案
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内所についてでありますが、置賜広域観光案内

センターアスクとして、本市が米沢商工会議所

を指定管理者に指定し、観光案内業務を委託し

ており、米沢を訪れる多くの観光客の方々に、

本市はもちろんのこと置賜地域の観光スポット

や温泉情報、食事どころなど多種多様な問い合

わせに柔軟に対応していただいているところで

あります。場所についてでありますが、今の駅

舎が建設された当時から現在の場所にあり、変

わっていない状況にあります。しかし、御指摘

のような観光案内所がわかりづらいとの声もあ

ることから、駅コンコースに案内標柱の設置や

壁面への誘導表示板の設置などの工夫をして対

応してきたところであります。なお、今後も現

場の状況を把握し、米沢駅とも調整をしながら、

わかりやすく観光案内所に誘導できる案内表示

等の改善について検討していきたいというふう

に考えております。 

  次に、観光客が記念撮影できる場所についてで

ありますが、議員御指摘のとおり、鉄道を利用

して他の都市を訪れたときに、駅を一歩出て受

ける印象がそのまちをイメージする上で大変重

要であると思います。本市においては、以前大

河ドラマ天地人放送を記念して、上杉景勝、直

江兼続主従の像の建立に当たり、米沢駅前に設

置してはとの話もありました。しかしながら、

スペース等の問題もあり、松が岬公園内に設置

した経過もあることから、固定物の設置につい

ては、歩行者の安全確保などスペースの問題も

あり難しいものと考えております。なお、固定

ではなく駅の改札内にある米沢牛のオブジェな

どの撮影スポットについては、今後安全性の確

保などを考慮しながら、米沢駅とも相談をして

検討していきたいと思います。 

  次に、駅舎２階多目的室の有効活用に関してで

ありますが、現在の多目的室の利用は、在日外

国人のための日本語教室などの定期的な利用の

ほか、米沢駅でのイベント時の控え室や帰省客

が多くなる年末年始やお盆、さらには上杉まつ

りなどの祭り期間の繁忙期に待合室として利用

しております。このたび議員の御指摘のとおり、

つい先日の８月30日より来年３月末まで、試験

的ではありますが、山形大学工学部の事業とし

て３Ｄプリンターなどの最新加工機を集めたデ

ジタル工作室「駅ファブ」の会場としてお貸し

しているところであります。この駅ファブは、

山形大学工学部が経済産業省の支援補助を受け

て展開しているもので、本市としても施設の指

定管理者である米沢商工会議所と多目的室の活

用支援の方向性を確認し、ものづくりのまち米

沢を米沢駅の駅ファブから発信していただき、

ひいては本市の産業振興、観光振興につながる

ようなバックアップをしていきたいと考えてお

ります。具体的には、多くの人に駅ファブを知

ってもらうべく、山形大学工学部とも連携を図

りながら、さまざまな広報媒体を利用して周知

をしていきたいと思っております。なお、従来

御利用いただいている団体等につきましては、

利用するに当たって障害が出ないように山大と

も調整をしておりますので、今後は駅ファブの

開設により多目的室の有効活用が図られるもの

と考えております。 

  次に、駅舎の景観についてでありますが、今の

駅舎は建築され21年がたったこともあり、経年

劣化していることは御指摘のとおりであります。

しかし、駅舎はＪＲ東日本と本市の持ち物であ

りますので、駅舎の改修についてはＪＲ東日本

と協議をして進める必要があると認識しており

ます。ＪＲ東日本としては、この秋に耐震のた

めの外壁補強工事の実施を計画しておりますが、

外壁塗装は実施しないとのことであります。そ

のようなこともあり、塗装改修については時期

を見てＪＲ東日本と協議を進めていくことにな

ろうかと思われますので、御理解をいただきた

いと思います。なお、駅舎の色を変える場合に

ついては、米沢駅周辺地区が本市景観形成重点
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地区として駅舎がその地区のシンボルである旧

米沢工業高等学校の本館のイメージを踏襲して

建設されたことを考慮すれば、周辺の景観に十

分配慮した色合いとするべきものと考えておる

ところでございます。 

  次に、高速道路のインターチェンジ周辺のまち

づくりについてのうち、道の駅についてであり

ますが、議員も御指摘のとおり、東北縦貫自動

車道に設置される（仮称）福島ジャンクション

と米沢北インターチェンジ間については、平成

29年度の開通が予定されております。現時点で

は、開通の時期については国土交通省から公表

されておりませんが、本市としては高速道路の

開通に合わせた道の駅の開館を目指して、鋭意

事業に取り組んでいるところでありますので、

御理解をいただきたいと思います。 

  なお、新道の駅の整備に当たっては、４月に基

本構想を取りまとめたところであり、現在この

基本構想に基づいて建設候補地の選定を行うと

ともに、関係機関との調整を行いながら、施設

の規模や機能などを取りまとめた基本計画の策

定を行っているところであります。また、今後

は埋蔵文化財の調査等、事業実施にかかわるさ

まざまな手続などがありますので、限られた時

間の中で効率的に事務作業を進めながら、でき

るだけ早い完成を目指して事業に取り組んでい

きたいと考えております。 

  なお、６月の社会資本整備審議会道路部会にお

いて、国土交通省が高速道路の無料区間におけ

る道路利用者の休憩施設として道の駅を活用す

る方針案を示しており、先月には道の駅による

地方創生拠点の形成を図るため、全国から道の

駅の新設やリニューアルなどの企画提案を募集

し、関係機関が連携して計画段階から総合的に

支援するモデル事業を新年度に行うことが示さ

れたところであります。 

  本市といたしましては、こうした国の新たな方

針に基づく国の施策も有効に活用しながら、新

道の駅の整備に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

  次に、米沢北インターチェンジ周辺の土地の利

活用についてのうち、米沢北インターチェンジ

周辺の農用地の農業振興地域整備計画における

位置づけについてお答えします。 

  米沢北インターチェンジ周辺の農用地は、本市

でも平たん地が連担する優良農地地帯であり、

農業の振興を図っていくべき農用地として、農

業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振

興地域整備計画の中で農用地区域に指定し、農

業振興のための施策を計画的かつ集中的に実施

する農用地として、農業以外の土地利用を規制

しております。また、現在米沢平野二期農業水

利事業として、水窪ダム及び用水路等の改修工

事が行われておりますので、事業完了後８年を

経過しないうちは、当該事業の受益地となって

いる農地については農用地区域から除外するこ

とはできないことになっております。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 細谷建設部長。 

  〔細谷圭一建設部長登壇〕 

○細谷圭一建設部長 私からは、２の除雪・排雪の

レベルアップについてと、４の高速道路のイン

ターチェンジ周辺のまちづくりについて申し上

げます。 

  初めに、除雪・排雪のレベルアップについての

うち、歩道除雪についてでありますが、通常朝

まで降雪量が10センチ以上と予測される場合、

午前４時から午前７時までの３時間で市内約70

キロメートルの除雪を実施し、安全・安心な歩

行空間の確保を行っているところです。また、

道路パトロールや米沢市道路除雪モニター制度

により、各地区のコミュニティセンターから寄

せられた情報の確認を行いまして、各地域の特

性に合致するような歩道除雪を実施しておりま

す。 

  なお、雪が高く積み上がり見通しが悪い箇所に
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つきましては、交差点処理での見通し確保に努

めておりますが、議員お述べのとおり、降雪量

によって車道と歩道の間は積み上がる状態にも

なりますので、堆雪状況の把握に努めるととも

に、先行排雪などの対応を検討してまいりたい

と考えております。 

  次に、３月の除雪基準、降雪量が15センチメー

トル以上の見直しについてですが、現在３月１

日から３月31日までの市道における除雪車の出

動基準は、朝までの降雪量が15センチメートル

以上と予測される場合に出動することになって

おります。議員からの御指摘のとおり、３月に

入っても連続の降雪があることが想定されます

ので、今年度からは出動基準の設定に基づいて

機械的に出動するのではなく、降雪状況や気象

条件などを勘案し、通行状況等を確認しまして、

必要に応じ臨機応変な出動指示を行うとともに、

歩行者の安心・安全の確保に努めることができ

るよう対応してまいりたいと考えております。 

  次に、主要幹線道路排雪と町内協力会排雪の効

果的手法についてですが、道路パトロールによ

りまして路側や交差点などの堆雪状況や路面の

段差発生状況を迅速に把握し、路線の排雪実施

時期を見きわめるとともに、排雪順番や路線に

適した機械選定などについて、効率的に排雪が

行われるよう段取りのよい計画の作成に一層努

めてまいります。また、排雪作業については、

排雪作業の効率性を上げるため、雪捨て場に通

ずる幹線道をいち早く除雪し、ダンプトラック

がすれ違いのできる道路幅員を確保するなど、

運搬サイクル時間の短縮を図ってまいりたいと

考えております。なお、ダンプトラックが円滑

に利用できるよう、各委託業者に対して台数の

事前確保と排雪時におけるダンプトラックの運

用調整を業者間で行い、互いに融通し合うよう

要請するとともに、国・県及び本市の道路管理

者同士が連携することも重要でありますので、

お互いに連絡調整をより一層密に行いまして、

排雪作業の効率化に努めてまいりたいと考えて

おります。 

  続きまして、４の高速道路のインターチェンジ

周辺のまちづくりについてのうち、米沢北イン

ターチェンジ周辺の土地の将来的ビジョンと規

制について申し上げます。 

  土地の将来的ビジョンについてですが、土地利

用計画につきましては、一定の広がりのある市

街地や地域におきまして、それぞれの大まかな

将来像を示し、個別の建築行為の規制誘導を通

じて、その実現を図ることを役割としておりま

す。また、市として民間の建築行為、開発行為

を前提とするところから、その時々の経済状況

の影響を受けるとともに、基本的に目的の実現

には時間を要することや、きめ細かい対応では

なく大枠での誘導にならざるを得ない状況とな

っております。 

  平成12年に策定しました都市計画マスタープラ

ンでは、米沢北インターチェンジ周辺の開発計

画について、上位計画である第７次総合計画に

基づき、物流拠点として整備を検討する計画を

行っていたところです。しかしながら、経済状

況の悪化や人口減少、少子高齢化社会の到来な

ど、策定時と比べて社会経済情勢が変化したこ

とから、具体的な整備を検討するまでには至っ

ていない状況にありました。そのため、昨年度

に見直しを行いました都市計画マスタープラン

におきまして、物流拠点の整備検討についての

記述を削除しまして、農用地は農業振興地域と

して農業的土地利用を図るとしたところであり

ます。このようなことから、米沢北インターチ

ェンジは東北中央自動車道、国道121号及び国道

287号が接続する結節点となり、この周辺の土地

利用計画の重要性については認識しているとこ

ろでありますが、今のところ農用地以外として

の土地利用は難しいものと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 遠藤正人議員。 
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○１１番（遠藤正人議員） それでは、大きく４番

までありますので、順次質問をさせていただき

ます。 

  まず、ＪＲ米沢駅周辺のことですが、（２）の

ほうで、観光客の方が記念撮影できる場所はな

いかということで、私、最近何度か駅周辺を散

策しました。西口のレストランさんのところで

は米沢牛のわかる、ただお店とそのステーキな

んて入っていたりしまして、米沢市という形で

はなかったものですから、ここちょっといけな

いなと思いながらも何かできないかと。そうし

たところ、駅正面に平成４年に立てられました

笹野一刀彫をモチーフとした大きいモニュメン

トがあります。これは、平成４年に立てられて、

将来の米沢がいいまちになるようにということ

で立てられたようで、前の市長さんのお名前な

んかも見てきましたが、ただ、それからもう二

十有余年たちまして、歴史上の人物も大河ドラ

マの直江兼続公のドラマもありましたし、いろ

いろそんなことで米沢に来られる方は多いです

から、一緒に記念撮影できる、移動型でもいい

し、モニュメントでもいいし、あるいは壁に張

った形でもいいし、外国だと、ロスあたりだと

チャイニーズシアターというところで、芸能人

の手形とか足形とか、下の通路のほうになって

いるなんていうのとかあったりしまして、いろ

いろな工夫をしたところもありますので、何か

記念撮影できる場所、東京の渋谷などは忠犬ハ

チ公の像がありますね。あとは山梨県の甲府の

武田信玄像、これは立派だということで大変有

名なわけですけれども、そういったところで米

沢に来た思い出の１枚、思い出づくりの写真を

カチャッとシャッターを押す場所、どこか欲し

いと思いますが、そのことについて市長ちょっ

と御感想をいただけますか。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 なかなか難しい御質問だという

ふうに思います。なぜ難しいかということです

が、まず笹野一刀彫をモチーフにした子供たち

の像というのは、このまちがどういうまちであ

りたいかという意味では、大変すばらしいとい

うふうに思っています。先ほどの子育てしやす

いまちということにも、やはり通じるところが

あるわけですが、そういう子供たちが伸びゆく、

そういうまちという意味では非常に望ましいモ

ニュメントだというふうに思います。 

  ただ、とりわけほかの方々、観光客のような

方々とか、市民の方に対してもそうですが、ど

ういう特色があるという、このまちの特色とな

ってくると、そういう意味ではなかなかこう特

色、ほかのまちにない特色というオリジナルな

ものという意味では、やはり少し弱いような気

がします。ですから、内向けのメッセージとい

う意味では非常にいいわけですが、外向けのメ

ッセージという意味では、今遠藤議員がおっし

ゃっているように、例えば上杉鷹山の銅像みた

いなもののほうが、外向けのメッセージとして

はモニュメントとして強いものを持っていると

思います。が、かといってすぐそういう別なも

のに取りかえられるわけでもないし、では取り

かえることができないからといって、よくあり

ますように切り抜きがあって、上杉鷹山の顔の

ところに自分の顔を入れてというようなのだと

簡単にできますが、でもそういうようなもので

よいのかというと、面白いからいいという考え

もありますが、何か安易過ぎるというのもあっ

て、そういう意味からいくと、駅で記念撮影を

撮るにふさわしくてすぐできるものというふう

な条件が２つとも満たされるものとなってくる

と、なかなか難しいようには思いますが、しか

し何か記念撮影できるものという趣旨自体は非

常に大事なことですので、十分に検討させてい

ただきたいと、要するに意見をさまざまに持ち

寄って、それで熟慮させていただきたいという

か、また熟慮しなければいけない、そういう御

提案かなというふうに思っております。 
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○島軒純一議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） ありがとうございます。

ちょっと私も言葉足らずで、正面にあるお鷹ぽ

っぽをモチーフとしたモニュメントを移転とか

云々ではなくて、それはそれでいいんですが、

全国あちこち見ていらっしゃる安部三十郎市長

でいらっしゃいますから、しかも歴史のことを

一生懸命なさっているようですから、よし、す

ぐやろうじゃないかと、さっきの回答ではない

ですけれども、知恵を出してということでおっ

しゃっていただけるかなと思っておりましたの

で、ぜひ御検討をいただきたいと思います。 

  建物については、ＪＲさんと米沢市の半分半分

だということもありますので、いろいろ話し合

いもあるでしょうし、あと色についても、ちょ

っと調べてお聞きしたところ、屋根の色は今の

色ではなかったんだと、実はあれは剝げてしま

ったんだということだったものですから、塗装

か何かで、今山大の旧館のほうは塗装の工事中

なんでしょうかね、それにできるだけ合ったほ

うがいいのではないかという声もありますので、

ぜひ御検討いただきたいということにしたいと

思います。 

  そこで、ちょっと私これ通告していないといっ

たらあれなんでしょうけれども、たまたま米沢

を売るには何がいいかと、食べ物だったら米沢

牛と言いましたけれども、米沢ラーメンもなか

なか有名で、ところが地域間競争が厳しいもの

ですから、土曜日にちょっと早起きしました。

何のことはない、原稿を書いていないものだか

ら、何を書いたらいいかなと、まとめようと思

いまして、喜多方に行きまして朝ラーメンを食

べてきました。そうしたところ、びっくりした

んです。そこのところに行ったら、老舗の麺の

会、これは「ろうめん」ではなくて「ラーメン

会」だなんていうチラシをもらってきたんです

けれども、そうしたら朝時計を見たら８時半で

20人弱のお客さんでしたね。そこで、ラーメン

「じとじと」とあるわけですよ。これは、じと

じととは何ですかと聞いたら、ここでいろいろ

考えたんでしょうね、喜多方の老麺会で。豚の

背脂を入れた濃厚なラーメンで、本当に私にと

っては一日腹にぐっとエネルギーがたまったよ

うな状況になるようなラーメンで、また食べた

いなということがあって、それで、その足でぱ

っとすぐ私米沢駅に戻りました。米沢駅の立ち

食いのそば屋さんありますね。あそこちょっと

駅の方に聞いたら、あそこはＪＲさんの子会社

が経営していて、その会社が地元のお弁当屋さ

んでしょうかね、食品製造のところに委託をし

ているんだとお聞きしましたが、自動販売機を

見たところ米沢ラーメンがなかったんですよね。

米沢でも朝ラーメンをはやらせたらどうだとい

う提案では決してないんだけれども、隣県の喜

多方市ではそういったこともやっていましたの

で、駅であれば朝ラーメン食べられるようなの

もあってもいいのではないかという感想を述べ

させていただいて、２つ目の除雪と排雪のレベ

ルについてお尋ねします。 

  先ほど、部長から歩道除雪について御回答いた

だきました。それで、私、ことしの３月まで２

年かけまして、過去の除雪についていろいろ調

べさせていただきました。先輩の方からは、や

っぱり先進地視察をすべきだと、私もあちこち

日本海側の、福島県内の自治体も行きましたが、

国内というか北日本では最高に進んでいるとこ

ろは旭川市なんです。行ってまいりました。そ

こでいろいろお聞きしました。私はびっくりし

たんです。旭川市の除雪費が、平成６年度には

13億円だったのが、10年くらいたった17年度に

は20億円の1.5倍になっているんですよ。だから、

単なる雪が多いだけでなくて、なぜかというと、

旭川市は旭川市新総合雪対策基本計画というの

をつくられまして、そこで市民ニーズが高い交

差点の排雪作業や、生活道路の雪割り排雪とい

いますか、多分圧雪になったかたい雪を切って
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排雪する作業なんでしょうね、その拡充や、車

道等の、歩道等の排雪作業の強化をしたため、

予算のほうも５割増しにしてやっていると。先

週の一般質問でも、明治の中ごろに米沢市も市

制施行からの歴史ある都市ではあるが、10万人

を超えない自治体であると。これは何が原因か、

もう皆さんおわかりだと思うんです。これは明

らかに豪雪なんです、雪なわけです。ですから

ぜひ、じゃあ予算を５割増ししてことしからや

りましょうというわけにはいきませんが、先ほ

ど市長からのお言葉もありましたとおり、知恵

を出して何かしなければいけないのではないか

なと思うんです。 

  そこで、質問の中の歩道除雪についていろいろ

調べたところ、実は歩道除雪が問題ではなかっ

たようなんです。これは、歩道除雪をする機械

は、ほとんどはロータリー除雪車です。小型の

ハンドガイドもあれば、１人乗り、２人乗りの

１メートル20から１メートル80ぐらいまでのロ

ータリー除雪車で歩道を除雪していると。そう

しますと、その雪はどこに行くかというと両サ

イド、特に車道、道路の端にいきますと民家が

ありますので、歩道と車道の間に堆積するわけ

なんです。最後、その車道の除雪のたまった雪

と一緒に雪捨て場に持っていく排雪作業で片づ

けると。 

  先ほども壇上から言いましたけれども、やっぱ

りその排雪を早目にすることが大切だと思いま

すが、これについて市民からの苦情を私調べま

した。やっぱり、市民要望、ニーズは何かとい

いますと、苦情が多いか少ないかなんです。そ

うしたところ、意外と多かったんです。このこ

とについて、担当所管のほうではどのように考

えていらっしゃるか。あるいは、これからの今

冬の雪に対してどういう計画を、基本構想をお

持ちかお教えいただけますか。 

○島軒純一議長 細谷建設部長。 

○細谷圭一建設部長 まず、歩道除雪についてでご

ざいますけれども、先ほども答弁で申し上げま

したとおり、今回は交差点処理等につきまして

は、先行除雪などの対応を早目にしていきたい

ということでは考えているところです。 

○島軒純一議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） ぜひお願いしたいと思

います。本市の協力によりまして苦情要望件数

をセグメント別といいますか細かく調べまして、

やっぱりそういう苦情が多かったということを

実際、これ平成24年度の話なんです。 

  それで、２つ目の３月の除雪基準の見直しにつ

いてです。実は、先ほどの話だと降雪量が10セ

ンチ以上と、３月１日から31日までの期間は朝

までの降雪量が15センチ以上と予想される場合

に出動するとなっていますが、これは通常の先

入観でいいますと、もうそろそろ春だろうと、

１回降った雪、15センチすぐ消えてしまうから

もったいないということなんですが、いろいろ

調べたところ、気温との関係があるんです。そ

れで、平成24年度のときは豪雪対策本部が立ち

上がっています。そのときの豪雪対策本部は、

明けての２月25日なわけです。それ以降、雪と

低温という中で、３月の除雪基準が15センチだ

ったわけです。私も近隣のところをパトロール

いたしましたが、朝の歩道除雪がされていない

と、すなわち15センチ以上でないと歩道除雪さ

れていないと、高校生という言い方は失礼なん

でしょうが、割と歩きにくいということで車道

を歩いているんですね。ただ、道路のほうは下

雪がなかったりすれば車は飛ばすわけです。大

変危険だと。このことについて前にもお尋ねし

たときがありますが、その歩行者対策といいま

すか基準の見直しについてもう一度お尋ねをし

ます。御所見をお聞かせください。 

○島軒純一議長 細谷建設部長。 

○細谷圭一建設部長 ただいま遠藤議員のほうから

もお述べいただきましたように、基本的には15

センチに達したらば、機械的に今まで出動して
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おりましたけれども、そういったことではなく

て、ある程度連日に雪が降ったりとか、そうし

た場合については車道、歩道とも結構な雪が堆

積してしまう可能性もありますので、そういっ

たことで降雪状況や気象条件などを勘案し、ま

た通行状況等も確認しまして、必要に応じて臨

機応変な態勢に努めていきたいということで考

えております。 

○島軒純一議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） よろしくお願いします。 

  次に、２の（３）になります。町内協力会排雪

の効果的手法なんです。これは、御町内の方は

大変なんですね。なぜかといいますと、自助、

共助の中で、市のほうからは機械代を出してい

ただきまして、自前ではダンプ代を出すという

ことになっておりまして、言うなればダンプ代

の精算は時間になっております。そうしますと、

効率的なダンプの雪の運搬ができなければお金

がかかると。ある雪の多いところの団地のほう

は１回、１回というのは１週間ぐらいかかって

排雪をするんでしょうが、数百万円かかってい

ます。全部でかかっています、全部の排雪作業

で。なぜかと。そうしますと、その中で当初の

分譲された土地が空き地のときには、未分譲地

に雪を捨てていたわけです。ところが、今は分

譲地はほとんど、あいていても１つくらい売れ

ていないところ、あるいは何かで売らなければ

ならない事情での空き地が一、二ありますが、

ほとんどは自前で排雪しなければいけないとい

うことで、連続の大雪の場合は大変財政的に大

変だと。通常大雪というのはそんなにないと、

２年に１回、３年に１回だから、特別会計とし

ての町内の積み立てで２年に１回、３年に１回

だから、それを積み立てて使おうかと。ところ

が、23年度、24年度連続でなんかありますと、

もう底をついているということで、大変苦労さ

れているということもありますので、そういっ

たことも含めて、ではその分を全部排雪のせい

にはできません。ではどうするか。やっぱりダ

ンプの運送、運搬を効率的にするためには、幹

線道路の排雪を早期にすべきなんです。このこ

とを要望しますが、そのことは計画書の中にな

いんですけれども、当局のほうではどのように

今冬は考えていらっしゃるかお答えいただけま

すか。 

○島軒純一議長 細谷建設部長。 

○細谷圭一建設部長 先ほどもお話しさせていただ

きましたように、また遠藤議員も今お述べにな

りましたように、とにかくダンプの運搬時間が

結構今までかかっているというようなことで、

こういった雪捨て場までの幹線道路をいち早く

排雪しまして、運搬サイクルの時間の短縮を図

ってまいりたいということで考えております。

できるだけそういった地元町内会の御負担に幾

らかでも負担にならないことで対応はしていき

たいということで考えております。 

○島軒純一議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） あと、要望等になりま

すけれども、北海道の札幌市などでは、北海道

大学と協働しまして市民ニーズ調査をしており

ます。それで、では排雪をどこで、除雪をよく

する、どこに置いているかといいますと、札幌

市などは５のつく日、５とか10とかあるいは月

末とかそういった形で除雪・排雪の強化をされ

ています。では、本市はどうかと調べたところ、

排雪の基準は大きく、降雪量が大きい条件にな

りますが、雪灯篭まつりの直前に市内の排雪を

されておりますが、昨今の高齢社会、高齢者の

方の車の運転等を考えますと、偶数月の15日に

は年金が支給されます。その前に、やっぱり高

齢者の方、お出かけになる機会もあるでしょう

から、ぜひそういったときとか、そんなところ

をちょっとニーズ調査をされて御検討いただき

たいということをお願いしておきます。これは

お願いであります。 

  続きまして、山形大学についてお尋ねします。 
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  これは、先週の新聞だったんですけれども、山

形大学工学部と産総研関西センター、次世代リ

チウム電池で共同研究。山形大学工学部長の飯

塚先生は、米沢の地が蓄電デバイスの世界拠点

となるよう協力してほしいというこの御挨拶の

記事があります。それで、産学官の連携であり

ます。いろいろな機会で、市長は有機ＥＬとい

うことだったんですが、このたび西日本の大手

企業の事業部長を経験された吉武教授のお力で

といいますか、そういったことで次世代のリチ

ウム電池で共同研究される、そういったものが

オフィス・アルカディアにできたわけでありま

す。これの有効利用と、産学官、これは市だけ

ではなくて県も国もその連携によって支援しな

ければいけないし、さらにこの記事では、産学

官金ですから、金融の支援、連携プロジェクト

を紹介されているその講演会があったとありま

す。このことについて、今後市のほうはどのよ

うな支援をされるか、雑駁で結構ですから教え

てください。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 次世代蓄電池開発講演会、

これには私は参加できませんでしたけれども、

議員お述べのとおり新聞記事で拝見させていた

だきました。私どもとしては、山大との連携に

より、基礎研究から実用化に持っていくという

本格的な研究が大きく前進するものというふう

に思っておりますので、産学官金連携で臨んで

いきたいというふうに思っております。 

○島軒純一議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） ぜひ力強く行政の支援

をお願いしたいと思います。これは要望にして

おきます。 

  続きまして、４番のインターチェンジ周辺の土

地の利活用です。先ほど話があったのは、水窪

ダムの改修があって、その工事完了後から８年

経過でないといろいろできないと。昔の大先輩

が「頭痛にノーシン」と言った方がいらっしゃ

るということですけれども、薬を飲んで治るわ

けではないんですが、この間、私、都市計画審

議会でも話させていただきましたが、東北自動

車道の泉のその先に富谷町というところと大衡

村というのがあります。その大衡村というのは

工業団地を持っていまして、トヨタ系の会社が

あります。あの辺に、ここ何度か往復したんで

すけれども、やはり有効な農地だということは

十分わかります。窪田でとれるお米がおいしい

ということも十分わかります。しかしながら、

車の物流を考えれば、有効な土地活用が必要だ

と思うんです。それを本市のビジョンの中に組

み込まないで、何のためのインターチェンジか

と思うんです。この件についてちょっとお答え

いただけますか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 壇上でも申し上げたとおり、

北インターチェンジ周辺については、現時点で

は私どもは農用地、農振地域として考えており

ます。 

○島軒純一議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） 人生には何回チャンス

あるか、あるいは本市には何回チャンスかなん

ですけれども、本市においてのチャンスという

のは、平成29年度の高速道路完成に合わせたと

きが、これ大きなチャンスの一つだと思うわけ

です。そのときに、タイムリーな施策、そのと

きまでとは言いません、その後でもいいです、

こういった目標がありますよと、それに向けて

行政が一歩一歩やっていきますという発信をし

なければ、米沢市の魅力がないように思われま

す。ぜひ、このことをお伝えしまして、このた

びの質問とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○島軒純一議長 以上で11番遠藤正人議員の一般質

問を終了いたします。 
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  散    会 

 

○島軒純一議長 以上をもちまして、本日の日程は

終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ４時２０分 散  会 

 


